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訳者序

との質料は、ドイン、 フラィブルグ大学 K、マンテル教授が. 「Aュlgeme- 
ine Forst und JagdzeitunsJ 詰の、130巻(1959年)〜152巻 

(1961 年)においてオ1 部～オ。部に分けて発表された論女すナなわち、 "pis 
Standarts -. Intensitats- und Preistheorien ven Thtinen in 
inrer Bedeutung fir den Standort der Forstwirtschafv"から、 

その最後にあたるオ6部の部分を訳出 したものである。

とのn文に収 り超む態ﾡ(Cついて私が反省しているほも大きい点は、一つに 

はと○i文にでてく るドィ ン農業超営学史を十分iに消化していないがため、例 

えﾡ、 マ ンテル教授が言及されているエーレポーの所論が十分に理解できな 

まをになつているとと、 二つにはこの台文のタイ トルから も知れる •【うに、 

その考察対象の中心になつているチューネンの「ﾡ立国」そ説み『えていない 

ことである。

との上 う な釜本的な態度の不十分さ に加えて、多々訳山そのものに独断的た 

所があるが、 いまそれらをかえりみず、私がこの訳文を部内資料として提出

し選由は、 私の立地論研究について研究員各位からﾡ々な致示を受ける上 り 

どころにしたいがため c か な らない。

訳出の過程で個々助言をいただいた継営ﾡ究室中村三省技官に、心上 り層d 
の意を あらわ したい。

3 8.1.10. ※済研究室

高木曜夫
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序

チューネン (Thunbn) が133年前Cﾡ立国のモデルを作つて 

以来、本質的な経済的、技術的な変化が発生 してかり、そしてと 

れが、 彼の立地理論の今日 における価値についての問題を動設づ 

けてる。 との場合決定的なものは、 とくC技行的な関係ならび 

に運貨の関係における交通の発展であり、そして世果市場にまで 

お上ぶ場所的な拡りをもつた交通の発展である。しかし、農業や 

林業の栽ﾡ・ﾡ益技毎(Anbautechnik) の変化や誌体国民経済御 

造、 ならびに国際経ﾡ構造の変化や個々の生産物の価値関係の変 

化 も ま た、 経済的立地の判断のﾡに考ﾡされなければならない。 

は後に、 真の実際の立地の把握のためには経済的な要因の他に、 

とくに立地 の 自然的を所与 (natirlichen Gegebenheiten) もまた 

決定的な意味を もっている が、 これをチューネン は、 意議的に土 

地の肥ﾡ度 (Bodenfruchtbarkeit) が等しいと り益本的な仮定 

によつて排除した。

自然的立地因子 を 充分に 知悉し、発生した経所的交化の考慮の 

もとc、 個々 の土地産業 形感 の立地決定 に 対しては、今日Kにお 

ては、 国民経歯的観点の もとにおいて、市場と生産地の両者の% 

係について ・総賞用堪小化" (Minimderung der Regemtkostenア 

への努力が、 決定的な 意味をもっている。 そのときに努力されろ 

ような地代の極大化は、 "最小費用率" (Minime1ro8teng93etZ) 
crつて達せられた。 と く cそれは、 輸送費と生産費の量小化に 

よって達せられる。国民経済における数理的手法の展開は、 「経 

済的立地を発見するがために、 例えばアメ り 力のレオンチェフに 

よつて発展された投入産出分析 (即ち大規模な準備装置と就気機 

様をと も なつている投入産出分析) が試みられている」、という 

結果をもたらしている。

今日もまた、 チューネンの場合の ような輸送費と生産費 が、す



なわち経が的立地 (Wirtschaftichen StendOrt)つての夕沢 

c対して、 各市場距離についてのそれらの〔輸送費と生産費〕o 
高さが、 決定的な意味をもつている。

そしてそのの、 農業と林業についての競争においては、 チュー 

ネ ンの時代以来主ﾡな変化が起き た。

国民経済において、チェーネン が 林業裸 有地 (Forstkultur)
て指示しだ ととろの場所を、 

ﾡが つたととを知つた。 これら 

ければならない。何時に、 現在 

を考慮するのではなく、 まず差 

(Standortsfaktoren) から出発

(1) 交通のﾡ開と 木材供給

明け渡すべきであるという 意見が 

の見解が、 的 確 かど りかをそ調べな 

の すべての 立地C影番ナる諸関係 

し当り、 チューネンの立地要因 

しよう。

(Verkehrsentwicklung und Hoュg- 
versorgung)

送張は、 チューネンにとつては立地状定の場合の状定的な差 

(Gewient) であつた。 それがため、 その変化は、 立地を定めると 

とに影響する と と を知つた。

既に チューネン は、ﾡ立国の中で立地の起り ○べき変化の原因 
「 100)

として、 交通に応じた解明を確認した。 水系や新国道は、 1HAER 
がいゥェ らに" 奇妙に うねり くつた曲線" にその境界線を形成 

しうる。ﾡ立国の信奉者(Anhang) の領域 像の なかには、その円 

周の変化が統行可能な河川C よつて示される。鉄道の意委につい 

ては、 チューネン は、 1863 年に出版されたﾡ立国のオ2部のあ 

る章ですでにと く C指摘した。パ1 もちろんチューネン は、鉄道の 

混開が、 ま た彼の立地理論を根本的に害 しないと い ら見解を主張
102)

した。

チューネン が、彼の頭立国化おいて仮定した上 う な 水路 つ 関 の

意 域 的な 排除 は、一 彼 自身 は 陸上 迎 送 の名 で見積られた河 川 一 

総運賃を論 じ た193一 け れど もその時代 の木材供給 に関違してみる 

と、 現実から非常に離れたととを意味した。

町や領主の製塩所、 鉱山、 合金工場への木材供給は、 そのため 

に鉄道が用い られる以前には長距離を自然的な水路 (Wasserlaufen) 
や人工的な 筏流 し(Trift-und F。 asanlagen). 役設備だけに よ つ 

て可能であつた。 したがって 18世紀お上び19世紀の初めには、 

恐らく ドイッにおいては、 もしも、 都市の近くに直接に利用出来 

る森林がなかつたならば、 水路で木材供給可能性をもたらすとと 

皆ない町や大規模の産業殷/はなにも存在しながっゑ。

上述の産業的大経営については、 ふつり森林の存在がその成立 

のためには重要な前提であつた。 しかしそとでは、 ししば手近 

かにある森林の伐採後さ らに役設偽 もまた必援であつた。

町の住民に関してはまた、 町の住民がまずオーに森林を処理し 

た と い 9 と と を確かめ ねばな らない。 このと とは今日なお地図 

の上で認 られた。 森林所有が住民の古い共同体的財産から無 

作C成立していたのではない限りでは、 新しく創られた町に町の 

自治確を与える こ とCよつて (durch einen Scnenkungsakt der 
Scadthe rre chaf t)、多 く の場合町の設立の枠のなかですでに特別 

の森林所有が与え られた り、領主の拡大な森林 利用権 が 与え られ 

た。 また東方ﾡ民時代の町の建設のときに、 との事情が証明され 

ている。 このほか 町は、爾 入 という 方法または低当客 休 の差し押 

え (Uderreing von PfandoJjekten) といク方法によつて森林を手 

c入れた。

時の経過する中で、 特に 1600年代からは森林の強度の伐採と需 

要の増大によつて必要な木材を長距権にわたつてもたらす必要佳 

が、 ますます多く生じた。 もしも 戦 争や火災 によ って 破壊された 

町を再び復興する と とが問題になる場合には、 上述のx うなこと 

が題である。 町は、 大部分がナでに一般○流通継済的、 争経 

済的な理由から、 水路 の 側 に 存在 してい たとい うそ の ことに よっ



て、 これらの供給は容易Cされた。 したがつてそとで水路上を役 

crつて避く催れた距継、 木材を運ぶととは可であった。ライ 

ンーマィ ンーネッカー川上のォラ ングモ ミ とオランダ ナラの水運 

は、伝統的な 中世的交通形式で ある。

差し当 りまずオーにﾡ築用材 (Bauholz)が、 との水運の対象物で 

あつた。 1561年当初の創木(将板〕(Scheitholz)の流送が始まる 

以前は、 ザールでは例えば300年Cわたつて (1258 ～ 1561) も 

つ ら幹材( Stammholz) が流送された。 また ドイ ッの南部では燃 

ﾡ崎送 (Brennholztransportプ® ェ り先にず一つと以前から長大材 

(Iengholz) の筏流し が 行われた。

それに反して、仮 りに大き な 町で 次 オ次オ に 燃材の筏流もまた 

少しづゝ大きい比率を占めたにして も、 燃材のﾡ奨に対しては一 

般的に はまだ町の近く に存在していた矮林 (Niederwald) ーチ 

ーネ ンの仮定どお り —— で充分であつた。 町は町有林から木材の 

府送 を 行わねば ならなかった が、それ と 同時に、 町の傍 (c あ る 川 

が領主の木材の偽送に対して利用されたとい う 上 うなことも行わ 

れた一例えラ イ ゴッ ヒの木材供ﾡがそうである上 ゥに - ・

どんな場合にで も殆ルどの町にとつて町の近く にある森林は、 

常にﾡ材供給のﾡﾡな源泉であつた。 このことはまたペルリンや

リーのよな大都会につてもいえる。 1

今日都市や住名地 (Siedlungen) とつてﾡ炭材源としてとれ 

ら森林の意義は消え失せた (そのことはオ二次世界大戰後のよう 

な非常時を考えさえ しなければ)も ちろんこれらの変化 について は 

と く に比教的妥当な運貸表を伴つた鉄適交通の押入 (Einechaltu- 
ng)ばかりでなく、 さら石炭、 石油、 施 気 や 他 の エネルギー原 

の 動力源 へ の 近 換 が 頁 献 した。

(2) 逃述賃の展開 (Entwickung der Verkehrstarife)

チューネンの時代以来、交通の変化は、改普された交通技術 

(鉄道や特別の起動力をﾡえた容ﾡの大きい船舶や物自動車 

(LKWのの投入 (Tinsatz) )にないて、 また同時に運貨率○最四に 

かいて 表現される。運賃率は、 一方では海洋や内海の海上運賞率 

の上 う C私経済的に成立する し、一方では産業上○大量貨物を長 

距離ﾡ送する鉄道や貨物自動車にたいする運質率姿のよっに国家 

的な交通政によつて規定される。 海上運賃率は、 最近ではとく 

c横荷容積膨張の影響のもとで下落し、 そしてそのために木材の 

海外縮送を有利 している。

鉄通と 自幼車の貨物 運賃 率は、 その展例がなくとも一部は、一 

般経ﾡ的な 展開の もとで 方向づけ られ、 *た5〜20トン での 

ﾡの運賃階程 を も つた原則に とうき、 価値等級では大量貨物は

価値貨物上 り %確量単位当りェり低い運賃準に、 また距離等 

級での運賃率は長姫離の場合に恩版を っける。長 走離 運賃率は、 

一般に改善された交通技術の結果と して、以前に比べると比核的 

有利なた関係にあるといゥ こと が 現 われて いる。

チューネン時代に荷重の貨物について30 ～ 50ペーテッビが 

受取られ た各比そ 当り の輸送費は、 初の期○鉄道運賃表に上ってす 

で c ( 13 ～14ベー=ッと)に下げられた。 さらに19 世足 

と20 世紀の転換期の頃までの枚十年のあいだ運値率の著し凌 

少がつづいた。

価値の低いﾡり財 (Maseengiiter) の運賃率は、 1877年の運賃 

改正C よ っ て地域的眼差はある がンー 当り約26ペーニッヒに力つ 

た。 1877年か ら 1913 年までは 200S当 り 各て当 り 常に幹材選 

賃率は約る 一=ッ ヒ、馬れい整 迷 賃率(Kartoffeltarif) は 約 25 
ペーニッヒ ライ表運貨率は約 4.5ベ =ッヒCなつた。 今日ではそ 

れに相当する運賀率は、木材1 1馬れい#7、 そしてラ4変14 ペ

-5-



ーニツ ヒでらるっ

ツ の鉄道の平方の 

1985年 =4.07 べ --

ド イ 又入は、 各当シ、1362年=62 ベー /f.
ニッヒ、 1913年F=3.56ベーニツヒ になつ

セッテガ ト (SュTTEGAST) (1875)C よれば、木材価格は、国逆ﾡ送 

ではおおよそ30 %で冷声資を宿費したのに、安道では当時すでにおら、よそ 

500 Kmが:可能であっだ。1918 年には同 じ時 と 同 じ 費用で木材 は、决

1(B)
道に上つて国道物送の時代よ り も 10 倍 以上 の 輸送 が 行われた。

立地 記 支 (Standortsorientierung) cたいナる 送 費 の影書 は - 

その影解がいぜんと して支配的 % 

つてその程度ほ減ぜられてい る。

ろ - --運 大 み のD 桎 々 の変化によ 

そしてこのことは、 短距離の陸

上ﾡ送にたいしてはとく妥当すろ。以前 の 国道洽送では、 上述○ 

諸数值が示す ように、渝送買は、 ・用月倍格の.100ろ1で連かに 

上したが、 他方今日運ﾡ部分は大抵は本 賞 的 cx り低い。
ロ ジジ 士 (a)

負掘力脱 (Wertprinzips)""一 の導入は、 型を定める場
*-マ4---と-

合 c特 別 の 意義 が あ った。 チューネ ンはすべての産物に同じ運率 

を考改辻ざるをえなかつた。 そしてまた初期の秩ﾡ迅率は、 すべ 

て の 貨 享 の 積荷 (Wagenadungsgiiter) Cたいして同 じ 速 賀 率 を もつ 

貨車 容 秋 原 則 (Wagenraumprinzip)が: 普通行われていた。 それ は Hes- 
sen-Na.ggau、Elsass-Lothringen、パーデン®ラ イ ンブラッッにおない 

て は、 1877年の ドイ ツ の選賃女正 まで或る 世 の 制限 を もっ て適用 さ 

れた。

北部ドィ ッやイェルンにおいては、 早速貨物等 級 別 KC負担力説 

が実施された。 しかしそれはそののちだんだん改正された。 そとで 

Koln-Mindener鉄道(1852) ○等級別通賃率は、 価位の低い大量貨 

甥 にたいして 低い 連 賃率 を もたらした。な 芬 馬 れい秋、設 物 お よび 幹 

材(ﾡ木 は 特 別運 ?) にたいし ては 問 じ通 賃 率でめった。

しかし次、 とくに1877 4のドイッの運改正以来福々の、

株 奪 % ○ さ いだに 差別 巡 負本 が: 创 完定され・た。

大 材然送の 貨物型 4 率のﾡ 開 、 およ び と く に 他 ○土地生ﾡ物間の 

芝 今(C お け る 林送立地 ( folstrichen Stsndort) Cついて、ど う 

いり 効 柔か 現れる かと いう ことを考察するととはﾡのあること 

である。

&業 cおける 工業的生ﾡ手設のﾡ入 (Begug)にたWする熱送費 

と 同 じ意味でな く、 本材販売量(Ho1zabsatz) の 输送費 は、 #業 

においへては大き い意後がある といゥ ととを前以つて述べねばなら 

ない» 加工しないか、 少し ばかり 加 工ナ る 形状 で しばしば 長 距 蹦 

の○あいだ輸送されねげばならないととろのい、 尚り (umfangsreie- 
hes)そっ して 比© 的 価値 の 低い 財 として の 木材 は、鉄道ﾡ送と鉄 

道運賃率政策の展開をじて大体において有利な保彦を与父られ 

だ。運 貨率ンステムの共同経済的およびﾡ値、 臣燈等級別構成は、 

高い面積当 りの重量収盛 (Flichengewichtsertragen)並びに価 値 

の低い商品 の 生権 に た い し て、 市場 に 近いところ におい 

てのみ立地的に丞当しているとい う 交通任済的な立光法則の結果を 

※ 分 か は &和 した。

木材 ○ 別 会 強送 館 力は、 一方では運貨の一般的な低下に上? 

て100年 間 のあいだに著 しく 高められた。

19 世紀初期の陸路は、 チューネン が 顔 羔 した 跳 洗 を、 

荷車(Achse)で結れたが、 加工されない 

生のま ゝの形での木材は、 数百よロノーターにわたつて経済的た 

方法で選ぶと とが 今日 では 鉄道 やさ らにまた海路に上つて可能( 

されている。 木材が世貿易の対象物となり、 それによつて始め 

て微い市場周辺か ら去つて世界のなかにまで出ていき、 林業立地 

の変位(Verecniebung) と拡張が可能になつた。 しかしながら世 

飛雄済の林業立地は、 なお後でも示ナーーチューネンの場合の 

よ う に —— 長拒Mの結果と して、 重ねていたば輸送ﾡにを礎をF 
く しょたそれに依存している。

遠 隔地 の 過剰 木材地域 (Holziiperschussgebieten) においては、 

・ 税 的または化学的な木材加工 c順 次ﾡする 可 能性が、 そとに



成立する 淪送材料の彼少の長所と 円 時 に:訪 し物の高知 値 と 

経比重によって、 加工された木材のﾡ送条件を一層高め、 そし 

てそれで %つて林ﾡ経済的立地を長距ﾡにわたつて空間的に拡大 

し た。

ﾡ送費は、 本質的に常に地方的な木材価格の高さに影響を与え 

た。 ドイッにおてはラィ ンー ヴェス ト フ アー レンの工業地帯と 

南部- 東部の深林地帯とにかける木材の市場価格では、 長い間 

差がめつた。オ13図は、 1938年 の状ﾡにおける木材価格 

(Waldpreise) のとの差を明らかに示ナ。

・オ 15 図

4○

30

20

10

Rn10o2p 3004005006007U0805SC。 1C00UCO32CO

□木材価 格 ロZ 輸送 費

ルー地方における優々の ドイ ン森林地域からゃ送する場合の木材

価格 と 切送 費 の 施 係 (ルール地力にかけ る不材市ﾡ価= 100)

注 1937・12.8のﾡ格条令にる ト ウ ヒ砕材負格と ぷ守般(15トン) 

の鉄道運賃が用い られた。
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種々な 1 とくに南 部の森林地帯 の経済的発展以来、 ならびに 

給出圧迫に上って、 幹材の 地方的な価格 塗は、若しく 減少 し、一部 

では著し く除去された。

渡業と 林業のﾡ争においては、 選貨率の展開に上つて個々に男 

らかな変位が生 じた。
112)19世紀の全体的な発展については、 差し当りMARTIN の言をか 

りれば "運送範囲 (Gebiet des BeforderungSwesens) について主 

として起る変化というものは、農業よりもより以上忆林業に役立 

つた。 " とのと とはと く に 長 距熊 の木材 海送を保護する交通技術 

のなためにも、 また広砲囲の送の経済性に開しても妥当する。

最近数十年においては、 もちろん運賃率改正は木材 に とって は 

不利に、 ﾡ業Cは有利に生じた。 1877 年から1958 Cおける各 

重量単位当 り の木材、 殺物(ラィ変)ならび馬れい絡 ○運貿と

価格の歌について、 200Knの平均距離のもとで示した。(共オ1参
照) 1877 年 1913 年 1958 年 (15トン級) における 鉄道の貨物

運賃率を比徴する と、 つぎのよ ゥ な関係が男らかと なる。

木 材 クィ2 馬れい善

1 877年 1 0 0 1 2 9 7 3

1913年 1 0 0 1 6 7 84

1958年 1 0 0 1 28 64

との阿係は、 また同時に 1877 年か ら1958年 までにその 間木材 

とラ イ変については殆んど変化しなかつた。 木材とライ表につい 

ては運貨は、1 877 年から 1958年までの 間 に 指数 で 表せ ば、1958では 

両 者 は 3 1 1 に 上 昇 し馬れいﾡに ついては273 に上昇 した にすぎない。

もしも1913 年と1958 午 を 比較 す る と、上に 述べた こと は 違

つて く る。 その場合にはﾡ物運賃率に比較して木材の 運 i 率 の 不

-9-



オ1表長 馬れいへﾡ、 ジイおよび幹材の鉄迫送迎賃と価格

価

1877
格姿示

年=100
I a 送 緞 表示

1 877 年= 100
馬れい番、ラ 

i 対ナる木材伝

年 ラ

イ

麦

木•

材

馬 
ミ

i 2

>
ラ

イ

次

木

材

馬 価

喜絡

1877 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100 1 0 0 1 0 n 7 7.9

1900 1 6 5 84 ；1 0 0 1 0 0 86 I 5 4.2

1913 1 9 9 9 2 1 4 5 100 11 3 ・ 56.7

19 2 8 2 8 1 1 4 2 2 1 4 1 2 9 1 9 1 169|

1930 1 7 2 9 8 ・4。 1 2 9 1 9 1 149| 7 4.4

1936 2 04 9 7 12 5 7 6 1 7 1 124 477

195 0 5 2 9 1 4 9 5 1 5 1 5 9 210 1 9 6 74.2 I1

195 1 554 2 0 9 3 7 5 1 9 6 246 2 2 9 874

19 5 5 429 226 690 2 4 1. 2 8 1. 2 84 1 2 5.2

195 8 408 25 8 685 2 7 5 311| 3 11 1 5 0.8

注、幹材については洞200Km、 15トン迷賃率、 木材価格はパ 

出所 Statistieehe Jahrbiieher der Stet Pundegamt98. - 
Di。aroagnandelspreiee in Deutechland von 1792 bis 1934
_ Schulz- Ktesow,.,P,:Eisenbannguitertarifpolitik 

nngtiterterife in ihrer geschichtlichen Entwicklung-----

1 900,

- 1

関係

ィ*石格に

格の関係(%

れい孫、ライ交送資 | 

c対する木マう*えなの【くろ) ]

馬れい恋、ライ交、木材eつC 
価格に 対す る 傑送我の関係 (%)

ラ西 • ラ i
ラ 木

イ 送
ィ ※

イ

変格 '■ 客央 変 費 交 材

1 2.0 ; 1573 778 1 8.7 5.1 3 5.0

1 6.3 1176 6 6.7 11.5 6.0 24.6

1 8.9 11 9. 6 598 9.4 6.5 1 9 9

1 8.1 1791 6 8.6 8.6 6.9 260

2 0.0 1791 6 8.6 i 14.1 99 5 5.9

1 5.3 I 2254 5 6.5 8.9 5 3.0

2 5.1 1 6 9.1 7 2.8 ・. Z 1 2 0.7

2 1.4 t 1 6 0.0 724
il
I 110 6.0 2 0.2

3 6.4 
|

8
•； 161.8 7 8.6 109 6.5 1 3.6

■
3 4.4 1 5 6. 8 i 779

!
[125 6.6 1 5.0

イ エルの森林

Mtteilung darDB-Direictim,.Karlsnune. JA00BS,A.und RIOHTER,A. 
und Preisnachweiee der Bayer. Staatsfdrstverwaltung.
und Iandwirtschaft —— Mocne ,, H,: Die dents chen Eisenba- 
lotz ,W,: isenbahntarife undWasserfracten, Leipzig
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利益が明 らかにな る。 1913年=100 の指数比地教においては運選賃率 

〔1958 年のJは ライ 发 275、木材 557 であって、 それゆえ非常 

C上昇している。 ( 14 図参照)。

オ 14 図

1877 年から 1956 年 なでの間の木材、用れいお、 ライ交、"送 

費の発歴の比ﾡ( 数1913 - 100 )

注、 1877 年=100～ 200 Km輪送離 出所、 才1表な照

一方木材の運货率は、 1913 年ではラ1炎の運質率の40%高とた 

り、 1958 年には78%に途する。-

価格関係おいて、木材 は 価格 か ライ 友 や 馬 れい 博 よ りもール 

上昇しているので木材は有利につている。

1877年(=100)から1958年 ま で の 曲 絡指数は、 〔1 958 年 で

〕ライ炎238、馬れいﾡ408、 木材 685 に上つている。 1913年

(=100 ) から 1958 年 唆 で の 比較では、ライ変260、木材473 
上つている。

ライ炎価格にたいする木材価絡は、 1877年12%、 191:年19%
1958年34 %であつた。 馬れいへﾡ西格にたいする木材価格を比談

すると、 1877年78%、 1958 年131% であつた。

両格状 態 は、時 同 的な 展 が にかい て 迷 賃率 と 生産 者 価格 の 面 o 
係を、 ﾡ産物よりる木材に有利に形響している。

価にたする運1の比は、 1877 年から1958 年までは、れ 

磐190%～12.0% ライﾡ51%～16% 木材330～150%で

あつた。

木材、 馬れいﾡお上びライ茨間KにJ初存在していた相違は、 そ 

○ために一層小さ く なっている ( 15 図参照)。

氷15団

1877 1900 1913 1930 1930 1955 1S59
193S 1951

ユ877 年から1958年までの木材、 賜れい者、 ライの運賃率と伝格 

の関係

注 位格 100 〜 200 Km の論送臣離 出所、 1丞な照
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とれらの有利ﾡ及開にも拘らず木材は、 価俗たする理運災関係 

にかい ても紋物や 馬 れい再よ り ・今日 もなお 負担が大 きい。

ト ウヒ砕材とライ変の比彼では、 負担は木材ではラィ変の2倍 

以上である。

殺物に対する関係において、 木材の運送投ラス生を者価位の 

これ ら 相対的に より 大きい 負担 は、 市場近接立地の立地逆択のﾡ 

合、林業に思恵を与えうる。

しかしながらチューネ ンによれば、 a送式節約が立地載争に決 

定的な 意味を もっている。 との場合決定的なととは、 今日では、 

チューネ ンが彼の時代に正 し く 仮 定 した 面積 当 り 正量 収獲 ばか り 

でな く、 個 々の生産物のあいだに起る運賞差も またそうである。

(3) 立地災因と しての送張の節波 (Die TranspertkOstenerSPa- 
rnie als Standortsfaktor)

今日、 各生産初面ﾡ単位のﾡ送費を決める二つの委は、各生 

ﾡ物単位 の運災率と各生産形態の面当 り重収楼とである。

貨物運賃率は、 一般に知られているよ うC ト ラ ックC上る産ﾡ 

用長距離貨物 渝 送の運賃率と 内 一 視される ドイ ッの鉄道貨物選賃 

率から明らかである。 との貨物賃率は、 組立てられて いる 運 賃 

表の価値関係に上れ、 殺物に比べて幹材は2? %低く、 とくに

ルブ用材、坑木、 新炭材につては36 %ほい。感れい静の迎

率は、 幹材運率よりる6 %低く、沛 値 の少い 木材極類の運賃 

率 より はなお 22 %低。

一般的にはﾡ ・ 淋 発 的 単一農法 (Monok1 tur) による生とい9
のなく、そして また林業では 結合生産 (Kuppelproduction) 

においていろいろ な木材ﾡ類が必然的 .( 2wangslaufig) Ic 後され 

るのだから、 受物な らびC馬れい4や幹材の種々 な比較の場合に 

は ま た、林業 経 営や混合業 継営における 々な実際上の生産が、 

平均的な運賃率でお、互いに比較されている。

ﾡ愛物については下記の鉄道貨物運賃率が用いられる。 殺物 ; 

D運賃率、 版れい磐;AT1 6B1、てんさい ; 139KmまではAT16B6、 

139Km以上は G1、牛乳 ; AT25B1、居音 ; 鉄道動物運貨準、

ﾡ材;F運貫率、 ﾡ木;250Knまでは31運賃率、 250Kn以上は

AT1B34、 ルプ用材は210KnまではG1、 201_Kn以上はAT1B21、 

燃材はG1 運貨率をそれぞれ用いる。

各生産物単位の給送積載量の負算は、 15トン級○貨車に満嶋 

れた場合を仮定 した。

傾 送費 節減を決める オ 2 の委ﾡは、画ﾡ当り重量収輩 (Facn- 
engeweicnteertrag) である。 面積当り重量収獲は、 チューネン 

○面横当 りの収極法則にると づいて、 じ生産費でかつ理論的に 

は円じと仮定されている貨物運貨率の場合C、市場近辺または市 

場か ら 量れた 立地 を 規定 する。

来的ポー般法 (Landwirtecnaftlicnen Monokulturen)- 親 物 

と馬れい教  の面統当 り の宜選収獲 と 木材のそれ との比較 では、 

---  チューネ ンが仮定したょ ゥc -----ラ イ 炎と馬れﾡの中 間 

(オ16 図参照)

オ16図

ha 
5Or

木 ノ 馬れいせ
材 条 dz=ドッペルビントナ

ha当り木林、馬れいﾡ、 ッィごいける面積当り重量取穫(lz-200ポンド〕

-1 5一



とくにライにより近い。 との比は100: 82 ： 728 である。1
木材の面積当りの重量収校はライ変」りも/5 (22%) 高。

会発にないて は数年問尚すなわち 1955～ 58年のあいだの平均ﾡ筒、 

林業については 1955 〜 58 年の平均的現実の伐採実行量 (Ieteins- 
chlags) (3.9 fm皮付) と ドイ ッ連邦共和国における平均的なfm - 
頂量(樹種別 ctる) とに上つて計算された。

ﾡ業と林業のより実祭的を立地関係は、 %ちろんを営面積重量 

にrつてみるべきであると同時に、 tた引存のﾡ林業のﾡ培、育 

林形ﾡ (land-forstwirtechaftlicnen Anbauformen) Cも上らな 

ければならない。 ぬ*さ()

オ17図においては、ﾡ業 計 画 (Grunen F1an) の共型的な雄ポ 

栽培ﾡ態の面積当 り項盛と立地的に何か匹敵する 林業 の 経営形 密 

のそれとが比教されている。 それに加えて、 さらにドイッの平場 

的 な 羽合 に お ける 平均 的な 我 ・ 林業の回積当 り重量収校の問の比 

教が試みられる。 も しる cら ・ ドイ ッ迷形全体の林挙延営" と 

・ ドイッ連邦全体の濃場"のあいだの概略の比教にたいして、正 

しく考虚が:加えられりるなら、援 策 の 連邦 平均 的な 面 横 当り 重 

量収要は、 林業ょ り高くなるといり頑則的C正し結果がれる。 

この都実は、 立地判定条件として卓受な意姿をもつ。

個々 の○経営組あの比救が示 される上 う c、面秋当 り ﾡ世収ﾡの 

比終にないて、林業 より 農义の卓純は、 発d営超のりちで 

ﾡはのまさるてんさい、 馬れい み お上 びそ の 池 の 中科 作物 (Hack- 
fruohte) においては一層大さい。製物や銅料裁培の場合につい 

ては、 炭・林奨的 経 强 収穫 は 新 次一致す る。飼 科 栽 培 に 比較 すれ 

は、設 終 的 にcは林業は両税当 りの 重量 収菱は勝れている。 さて細 

熱な立殺物栽培に対しては、 はつきりしているよっ、 とれらの送 

※の栽培 形 選 c 対 し て 株 た は、 商積当り c 量 収 秘 応 じて市場近 

くの立地を要求しうる。

完 3 当 り あ:よ 収ﾡの •ォ 先 は、 運 員 や 細 収益の 計 Wとじように

フラ イ プケグの林政研究室で FSrStasSesSOr (株林官補 ) WO-
1ff に上って行われた。 ゲッチングンの染楽経営学研究室のDs 

Weinschenck は武業の収後の計 算に 対して貴な指摘を行っ 

た。

ha当りだ・林業の面積当り最収性 (d2-ドッベヒントナー)

チ

一 1 6-

1西ドイツ 平均
B . R .Deutgchユ .

• <-デンー ビニルジテン ブレク
Bad-Wur 11.

3 ヘッセン
He 6sen.

ニイダーザクセン 
Niedors .

4b ニイターザクセン 
iodore .

飼 料 作 
トッビ/モミ/プナ

ニイターザクセン
Nieaere .

_堀れい客作

てんさ作 
ブナ/ナラ

中耕/数投作 5bノノルトラインベストフーレン 

プ チ uordrh. Wt .
てん3作 

トウこ ー

中耕/飼料作 5c ノトライン・ベストファーレンてんざ作
マ ッ Norduh.Wt. ナ ラ

計算の個々の 部 分

業の平均的 面根 当 り 

れた。 個々の林業の

mann ( 適度の間

はつぎの E うなもので 

収後から、 自己角営と 

モデル経営の面横当 り 

伐) の収穫表にょつて

ある う上に計算した林 

して20 %が差し引か 

坂 武 収後は、Wiede - 
35 %まで波らされ

( 連 邦 Cおける 収 ﾡ表作と実際の平ﾡ的な年伐 置 (Einschlag)
の 間 の 平均 的な 違い)、 そしてまた20 %の自己消が見積られ



た ・

ﾡ業的"ﾡ邦全体のぬ場"のna当りの面状当り重社収書は、そ 

○ときどき○良産物.(1957年拠業計画)©ha 当り平均的収要から 

自己消費自給分 (Selpspvereorgung),飼料、播ﾡ用殺類、収穫波少 

(Ernteschwund); Stat.Jb.uber Ernahrung, Landwirtechaft und 
Foreten 1959) を差し引いて、 全体のﾡ業村用面積のその時々の 

土地 利用 形態 の 側 面 の 考慮 の も と で1ﾡ部分 (Markanteil) と し 

て計算された。ha 当りの牛や内(生産量)Cたいする重量部 

分(Gewichteanteiュ) は、 上C引用した Stat.Jahrb.からとのた 

めに必援とすナる最業面税 ( 革地 (wiesen)、牧場 (Weiden)、株地 

(Futterfzacnen,級 作地 および 馬 れい 再 作地)の顧のもとに 計 

ﾡされた。

個々の農業的モデル隸営に対する面積当り直域収覆の場合、個 

々 ○地利用出載 (農業 計画 1957 年 )のi業経営は、 O、取 HAロ- 

SER "教授によつて公にされた利 用 而 横 M 係にも とづいて分類さ 

れ、 そして&楽の収益等級によつて等殺がつけられた。・々のﾡ

物の収穫は、 上述の論文に示されている収表から引用された。

送産物の市場供給分は、" Bundeshof- Berechnung "にもとず 

いて 羅 認 された。酪農 給付 や 食肉 給付 のモ デル経営の計算には 

" Spiegel der westdeutschen Iandwirtschaft " (LandwirtSc- 
nafteuerlag Hiltrup Westf.) ,か ら得た地方的に組成づけら れた 

報告が、 Gruinen Plan 1957 年の報告を考慮に入れながら用さ 

れ た。内の量武は、 生劇に換算されまたすべてのﾡ物の上 

うに市場供洽部分だけを含む。

各 経 営 面積 単位 の •/ 送営用は、 オ18図 からオ20 図 に お い て 

連邦の平均Cたいすると同じょうC、 また 個 々の炭 ・林業及培・ 

育林形ﾡCついて も 作図 される。価値C上つて生ずる通 賃 率の差 

畏 の 領 向 が、 面ﾡ当り重量収極の大きい 差 ﾡ c、 ある 程度 の 弭 整 

(Ausgleich)を生ぜしめるなら、 その結果、 原則的には上述し 

たと同じょ な姿にとどまる ;中耕作の歳業経営形態のよゥな場 

合は、 平均的には林業よりもﾡ送受が一層高くなり、 そしてょり 

市場近 く Cそのょ う な 烧業を 制約 する。

殺作 —— 飼料作経 宮 の淪送後 と ト ウヒまたは ト ウヒー モミー

プナの林業経営との比較では、 後者の輪送がかなり高い。(20 
図C参照)。

オ 18図
遵邦平均でのﾡ・ 林業の面積収桜にたいナる

吵 熱送長

50 ::: . 鈴送費ﾡ約

不材、 ﾡ物お上び馬れい な の山積当り収袋にたいナる崎送ず

注 自己消費のない面橫当り重球収獲を仮定した

-1 8- ー・1 9一
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は、ﾡ采の救育林形政のﾡﾡ当 り収殺にたすろ 

送央 ,

重さのま さ る飼料作経営に比べると、 上 り一層輸送受の違いを 

生ずる。 それゆえ林業は、飼料および穀物 —— 飼料作経営との境 

争において一層市場近く を要求する。

熱送費の相途の代りに、 市場に近づくにしたがつて抽送塁崎約 

(Traneportkosteneparnisse) の相違の比較( 18 図の下 7 参励 

が、同じような 結果 を 示す。 たとえ明らかな臣ﾡ等級別運率に 

上つて、 距離の増大と と もにその運項率の相違がいく らか少ず 

るとしても、 林業経営と中耕部分をもつた上記のﾡ業経営との比 

教において、 本質的な 務 送費節約 に は変り が をい； 飼料作 経営ま 

たは殺物飼料作経営と林業と○比紋では、 それは逆になる。 それ 

c対して純裂作経営は、 単位生産物にたいする運賃率が、 ナでに 

木材よ り も高いので、 比教的低い面積収穫になつている。

種々な 球 ﾡの土地利用形態の側面を考祭した結果、Grinen P- 
IanC上つて中耕を結合した経営と、設作 一掘 料 作 および 飼料 作 

経営の関係は、 67 : 55 となつた。

それがために、 ご く 形式的な表現 でも って 次の よ っに述べる。 

ナなわち送費標載によると、 所与の後業的土地利用の場合に、 

林菜は、 立地競争においてそのﾡ交経営の2る のものの下置か 

れる(unterlegen) かも知れないが、他方残りる の無楽進営 と 

の競争では、より市場近くの立地を要求しうる。

総括的に いえば、 したがつて次のようにいゥことができる。執 *** .魚ママーマ季キマ幸幸季キでィ番季奉キ等季------番事表*。

送節約に関 しては、 ﾡ業は多 く の 裁 培 形 想 におい て、 林業に対 

して上 り も市場近く の立地を媛求するに進いない。

輸 送員の相違 は、 面ﾡ当りの重量収複により次定的に影番され 

る。 仙々の武・林達物C関する価 値 通賃 率 (Werttarif) の 水準 化 

作用にも拘らず、 面積当りの重量収穫の大小は、土地利用積領の 

d 係 的 距を一 届 強 く 規制する。

林楽は、 その生産物の相対的に高い ほ & にも拘らず、林業経 営 

r り もﾡして上 り高経営面横歌量がある中耕作を組合よるﾡ業
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の経営形ﾡ上 りは、 市場近くでは価値の低傾向を有する。銅料 

-翌 物経営お止びと く c純飼料作経営と林業継営とのﾡ争にお 

ては、 ただ後者が巡賃率は低いにも拘らず上 り高い面積当り近え 

のためC市場C一層強く ひきつけられる。

林産物の盛1が玉 いととは面諾当 り 量収ﾡに作用するが、 

立地に関する競争おいてはそれほど大き 作用を しない。 なん 

となれげ長林業の生産期問は、 成熟せる生産物の生産のために 

大面積を要するから。混合决業に比べて林業経営がもっている相 

対的に大きな土地要求もまた、 林業に市ﾡから遺い立地を割りあ 

て%一つの指標である。

(4) 資本 と 原料 に 配分 される 立地要因 と しての生産費

(Die auf Kapital una Miaterial っntfallenden Pro- 
auktionekoston aユs StandortsfaktOr)

農業と林業の 総生産壁 の間題は、 すcに上述の紫約度考察の時 

に ふれた(オ 3 部)。ﾡ業的かよび林業的な生産形送と労め形ﾡ 

が多様なので、 漫業と林業の生産の現状について一校的な利断 

を下すことは容易でない。 とはいうものの、 とくC業と林業に 

ないて、 立地に影等を与える受ﾡに関して与えられる変化につい 

て、 若干の確認を行うととができる。 そのささしあたり、 ゲコ 

ーネンの生産費法則の出発点が堅持さればならぬ。 チューネン 

の生費法 則 (ProductionskOsteng99etz) 忆 したがえば、 高5くそ 

して 市場 から の 距 減 が 増大 す るに した がっ て 著しく 少する生 

は、 一つの市場から離れた立地を規定 す る ・

チューネンに上れH品業的生ば受は、 市場 から,唯/しる にし たが 

って林楽 的 生央 よりゝ者しく 少した。この 項実は、 今日では 

%はや過去にかける よ ゥ な大き さ では 与え られていないe
農斐は 今日、 市場から購入される工染的生産手段(金肥、ﾡ入 

同、税券その他) (これらはﾡ業の全有効支出の約40%を占 

めてる) の○常にﾡ大するに上って、 従米上りも強く市場に

• ひきつけられている。 それに反して林ﾡではとれらの工業的生 

流手度のﾡ入は、 よゥやく展開を始めたととろであり、 したがつ 

て少く と %、当分 の 問 は 後 業 よ り も非常に少い。ﾡ苗 (Saat and
Pflansgut) でさえもその一部は、 公共のﾡ林経営で生産され 

ている。 そのか ドイ ッ 連邦 の 喚 林 面 積 の 約/は、 天然更新
° 11o)

(Naturverdigung) C よ つて後継林分 (Naehzucht) を達成してお り、 

したがつてそれに x つてﾡ業の種苗購入武も ま た不必残に力つ c 
いる。

林木ﾡ税 (Hozvorrat) は、林炎においては同定生産資本 (steh- 
endee Produktiv- Kapital) と して考しい資本価値 (Anlagewert) 
を もって お り、 そしてこの浜本価値もまた活動資太 (Aktivkapir- 
a1)c枚え入れられている。 しかしこの立地比較にむいて決定を 

与える %○は、 利子 を要求 しそ して生産過程 において 消耗される 

経営手段ﾡ本 (Botriebemittlel-Kapitel)である。とれらの事実 

は、全体的に「資本 と 原料に 配分 される生 港費 を 考 慮 し、 そして 

その 生産 費 が 市場 か ら遠ざかるに した かって 減少 する と と を考尾 

する場合、 林業が今日では滋業ほど者しくは市場に上つてひきつ 

けられていない」 といらふゥに作用する。

(5) 立地ﾡ因 と しての機 ・林業における労的炎

(Arbeitekosten in Lend-und Forstwirtecnaft 
als StandortefaktOr)

生産は労働受によつてかなりの部分が制約される。 立地配置 

の砲囲では同時に二つの点が考察される、 すなわち貨金の地方的 

差異と労働費によ る色対的負担 (abeolute Belastung) とである。

位 ・ 林業の労ﾡ費の一層脈立つ た地方的塗準 は、 質金率 (Tar-
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if-Lohne) の 水準 化 によ って 著しく 滅 じた。寐 林 労葩者の賃金率

につて、 その菱異は、 連邦の各州尚においてたゞ9%ないし子

供手当 (Kinderzuagen) を考慮すろと 12 %Cxる。諸州内部に 

ふいて森林労者の Ecklonn 訳者注(C) ユ高から最低までの開き

は か

ら 6 % で

i 州 の

地帯C お

ら10 ベーニッ
117)

め る ○

貿金率を相互

いては、 北西

と であ

(C 比 ﾡ し

ツ の

り、 それは各ﾡ低受金の約5%か

てみると、 ずガーC 商部の森林

地方 的 賃金 彼 差 は 生

らかと なつた。
_.訳者注 (d) 
EHT

じ

を

ン お

な い

採用

で、

して

人 の

ーダーサ ク ン ノル

いす

と バ
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る o
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セ
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ン
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な る

デ

そ

の

ダ

規定が

ン ビ

の代

諸 州 

ラ ィ

の

ン

テ ン プ ル

る貨金率

レ/ ス ビ ヒ

各賃金

lcohnen
の お

では

工業地帯(C 
最 近 で は 高

VA

の

お 互 て

分

し

い て

率を

期待

定 め

さ れ

る こ

ている

とが明

る話州シ

ッCお
子供手当

比ﾡさ れ

グは子供手当 在
118)

高いﾡ本賃金を有する

比ﾡ つては、

ラ ン ドーバルッ

のﾡ林地域か ら、

7 レ ン C か・け て

ユー

て

の い ノ

ホ ス ン

お・ よ そ の と こ ろ

レス

ス ト

は、

ピ ヒ

レ ン へ

賃金率は、一人

(Kindorzulagen) C た

う る、

つ と

と い

一方バ

も受求 しない

ン

が、

と が明 ら か C な

工 ※化

へ ツ

工業化

、 位か

- ベ

C お け る

の

セ

の

そ

お

か

すす

れ て る 二 ーダー ザ

ら

ん で V るノ

賃金校迷が生ず

レ ン と

れとの尚の防

の比較のたあには、 北部

さ

労働者当 り の子供Cたいする子供手当 を

る O
も低

は8%

イツの

い

IC

Ec-
も査定ナ

ることが是非と
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る必要で

22ベー

あ る、。 バーデンービニルテン

ツ ビ を、 またバイエルンで
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ン ルクでは

14 ベー

三ッヒ (家族手当) を控除することによつて、 このことを最も簡 

単になしゥる。

家族手当と子供手当の考版の場合には、 北部の工業地帯から南 

部○森林地帯にかけては明らかな賃金戦差を生ずる。 これには、 

ある同 じ実質賃金 (Reallohnon) が対応するだろ っ。

もしも北部お上 び南部 ド イ ッ諸州における燃材供給について、 

&々な規定を考応するならば、 森林労動者貨金の段階づけ (Sta- 
ffeluns) がさ らに明らかになるだろっ。

パーデンービュルテンプルクおよびバイエルンを除き他の話州 

にかい ては、 ナなわち森林労あ者は15Tariftage"番-S ' 当 

り軟材 (weiciee Knippenhalz)番由(f) 一立方米、 最高量16 
立方* ( = 240 Teriftage) までを科る。 価格がその基礎になる 

場合には、 各州の森林官は燃材にたいする価格を、 ナなわち一般 

K売渡しにおける 所 ﾡ 7 そ (werpungskosten) を計算せねばな ら 

ない。パィ エルンでは、ﾡ林作交者は木材にたいして以前の売度 

し価格の80 %を当てねならないし、 またパーザンーブニルデ 

ンブルクでは従米の取いの90 % を 必要とされる。 ーデン - 

ビュルテンブルクとィ ェルン c お け る Ecktohne は接近 してい 

るよりにみられたが、 しかしながら残りの諸州 との隔 りは一層大 

きくなる。

例えば バーデンー ビュルチンブルクo上 りなく つかの州 の内 

部では、 金の明らかた等殺が局地的に示され、 都市、 工業地術、 

み治地布ではる 高い水準にあり、 これらから誰れる (C したがつ 

てその水準は下がる。 しかしながら他の諸州では1金は一部で備 

かの相違があり、 そしてた だ僅 かの相進の賃金地帯だけ が明 らか 

cなる。ヘッセン,ラィンラント----プラッ ・ シュレスビヒー 

ホルス4イ ンおよびザールラン ドなどの諸州で はは、 概して局地的 

なヌ金表差を前以つて考慮 しなかつた。

次 よ の 砌 合 に は、労銀の地方的な充 異 はハノーツァ (Hannover)
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( I級地) のは高の賃金率とイ エルン (II級地) の低のぷ金 

率のあいだに27 %の開きがあり、 そして林栄の場合以上一層 

者しo
これ は、愛薬労働者(21 才以上の重労めの熱律労め者)のT- 

ariflicnen Eckl6nnen Cよつて明らかなる。個々の地域の内

部で、一部 (Weser- E.me, Westfalen- LiPPe ・ ヘツセンおよび 

ライ ンヘッセンの上ゥな)では等級分けがなく、 他の諸州で は I 
～F等殺に区分されるといっととは、 林業の場合と似ている。ハ 

ノーヴァーはその地域の内部に10 %の明らかなﾡがある。

とれらの確認に上つて、 基室における1金ﾡ用 (Lohnkogten)
は 林 業以上C市場かられた立地に者しﾡ向を及す。けれど

も 労銀 の 立地 的 作用 は、 今日 典 * で も 林 ﾡでもチューネン時代の 

上 うCはもはやそんなに大き く はtない。

者し池方的な水平化作用は、 そのうえ "年 階 手験や 林 ※では官

に就いている か 就いていない 確 営管理者などの体治 や、送業 

では協司者であるぬ地所有者にたいするﾡ制的な労貨率などKにそ 

の影容を及す。

林交では、 主に行政支出(Verwaltungsausgaben) と呼げれる指

、 計画、監督についての支出が、 全体の行政および経営 (Bet-
riebsaufwand) の比ﾡ E 大 部

の割当を考しうるっ

歸

出 の 約イ

占める。国有林災では、 全支 

長期計面や大面求についての技

術的_____生 物的 営指Cおて、林※従営実行の任あろ 米題 

は、 国家活効と 関連 して主に森林騎督、 林許探、 森林行政お 

上び株林刑ﾡのためのﾡﾡを負わすためC、 それ は 茲策や 他 の後 120)
済部門C比べて多 くの場合尚教育を りけた城員を必炎とする。

これ らの城員は、 連邦の全林関係城員の出内で役所の 13 % 
また体給経費の 23 %C当る。 岡有 林 経費にみいては、 その部分 

t17 %および30%の高さである。全休の抹営支出と行感支出 

。 ぶ 囲内で、 国 有 行 政 c お け る 高 後 深 林官 の合経 武は 約 ン

○部分に当るc
達邦にネては森林関係員の体給は、俸給等級と率によって 

基本的 Cはまとまつているので、殊林関係碳宜 の 支払い の 結果生 

ずる林業の行政支出は、森林労動者賃金よ り一隔地方的な相違が 

少。局地的な相興は、 たゞ家ﾡの増額によつてだけ生ずる。 と 

れらのととは、 全体給の場合三つの主な現在のグループ(営林署 

長、保設来営林官 (Revierforeter) およ び森林巡祝 (Forstwart) 
の平均では、 地利殺 (Ortklasde) SからB (=100) までの間で 

は8%の地方的な相進を、 希と思われるS級を除く場合にはAと 

Bの間には4%の相逢を生ぜしめる。個人的な殿務 (Privatdier- 
et)において、 非常に交通の不偵な状ﾡにある経営指導者は、事 

情 によ って は 交通 の 便な 場所 よ り むしろ与父られた不利にたし 

追加的 支出 を 償う ため に、個人的 な 其 係 におい て、 さらに高額を 

支払われなければな らないだろ っ。

行政 員の報酬に分 ﾡする支出部分が、林業ではﾡ業上りも比 

教Cならんほど大きいがために、 地方的に まとまった費用の影留 

cよって、 林業の○生証落差は公業の場合上りる、一層者しく千 

らにな らされる (abflachen)。

しかしながら 盛家体ﾡ的労の所得部分の比終計算の範四内 

において、ﾡかの補慣を求めた。 営業 計 画 (Grune9"Pa") " ガ い 

て 定められる よ らな"貨金額"の合には、 地万的な分化もまた 

仮定しない。 とれは一ﾡCさめられる体営指導者割増額 (Zusch- 
eg)(ha当り40DM)についても考しく浜当する。けれども 塔 業 に 

おける女金額と経営ﾡ導者 別 増額 部分 は、林※ に、ネ ける 全体 瘻費 

の よ う そんなに高 くはない。林ﾡにおける関係及員○ﾡ給市分 

は、 全体の 約ソー c なるのc、一方規 茶 更 A ける 賃金 と 権営指導 者 
3ィー 123)

別 増額•部分 は 恐らくく に な る だろう。 ・とかく林業の場合と同 

じょ っに世※の場合る これ らの4は、 チューネ ンの場合よ り も 

地方的な関 係 cおいて上 りかの労銀を生ぜしめるだけである。
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チューネ ンは良好経営と共る労3者貸金 (Fremdaroeiterlohnen) 
とから出発し、 そして 彼の 別 な計画によつて、 非 常に大きW 局 地 

的労効経長の相途を仮定 している。

労 劭 費 の 地方 的 分化 に 関して は、 つぎのよ ゥにお括してのべる 

ことができ る。

地方的労働 費 の相違 か ら発 し て、 市場か ら離れ て立地 を配置さ〜*キw等マャ*ャャマャ-キア幸零 ﾡ 群率考番業 季幸室番や。キ・輪4ャマャキ"等季 番卒幸率マイ評番番-業ャ業番業を季義季 季ャで番。キ番。キンマ・を金---季-番-季番番年客*-*--マ季季---キ番幸ず* 番 菱番番------季業季季。*キ業 季-をイ業-キ。・*w番・* 

せる傾向は、林業の協合 に は —— 盤業の場合る じょ うであるが、 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----もはや以前の程度 に はと どまつていない。 とにかく NIBHA 
NS やGIER80Hが強調するよりに、 名目全が 地方的に正しく 

相途していると同持化原則と して 実質賃全 が在るならば、 辺ﾡな 

決業地域 (例えシユレスビヒーホルスク イ ンやパィ エルン) に 

②今用合町または交通に復な主ﾡな町には、 価格塗が存在するだ 
ろう。農業労貨は、 林業労 貨以 上に一層明 ら かな 地方 的 相違 があ 

り、 そしてその場合に行政わよび経営指球の支出は、 林業の場合 

の上 う に大きい部分を占めないとい う とれ らの定は、 ﾡ業にお

ては 株楽以上巻しい型座区妥当すら。

ある経許部門で市場か ら誰れた立地が&過されるかど りかの問 

ﾡは、 たゞ単C労銀の地方的分化によるのみでなく、 ま た 労働集 

約度生(Arpeitsintensitat) にもかかる。 それゆえﾡ・林業の場合 

この 関係 が どの よ ゥであるかを調べな らない。

良 ・ 林業の労め集約度の比受は、 っぎのよ 9 な確認8C役立つ。 

ほ営の大きさと栽培形ﾡに上つて、 個々に明らかに興るととろの 

ﾡ求の労協炎(Arbeiteaufwand) は、 Y均的にはﾡ業的利用面積 

100ha 当り 21 完全労め力 (Vollarpeitskraften) でもって 示 
されらるぐ中耕かよび中 耕 —— 殺作 経営では非常に多くの、製作 

—— 中 耕作 経 営わ上び飼 料 作経営の場合 cは 比彼 的少い完全労 曲 

力を必要とする。草地 向け の 理由 で 大部分 の 農 ※ 的 限 界収益地を 

所 有する南ドイッ rc お け る飼料作経営Cついて、 50 ha以上の継 

営 の大き さ の 場合 に は 義 案 t 利 用 面 け 100na 4り115完全労め

126)
力を従きさせる。

これ にたいして 林 業 では、各立地、 樹柄および集約度関係に上 

って森林 ﾡ100ha 当り約 15 ～30までの労ッカ (例えば1 955 
年ニイダ.... ザクセンの国有林では15 人バィェルンでは235 人、 

パーヂン - ビユルテンプルクでは26 人)が投入される。 そこで 

平均では、 100ha 当り22 実全労偽力の故施が明らかになる。

このことは労勢ﾡ 約 変C関しては、 業と林菜の関係は約1 : 10- * 「- *-***マ*マT卒** ← ・* 番ﾡ琴 • - • • • ** - w.-** • —- •• • • T***""
相応する。林※と飼料作経営との比波では、 約1 : 8の肉係が 

明らかと な る。

参林 労 あ の。 数 t は、 国有林経良報告から実行労め時間にっいて 

計算している。一方1950、 9、 13 (Stat.Jahrbuch 1953, S ・ 
117) Cよる運邦統計報告にもとづくと14 の○年林労力となつ 

たが、 しかしこの数 値 は低くナ ぎ る。

好都合なことに、 各 単 位税当 りa ・ 林案における家族以外の 

労ッカカ (familienfrenden Arbeitskrafte) の関係は、 1 : 3であ 

る。けれども 同" Cが英の交際の労め 貴は労孫にはつかめをい。

楽の労め 染約度は、 各々の場合におて林*におけら上りも 

ーパ大き い。ﾡ»業の場合没城の投入がほに多く の手労 め力 を 節 約 し 
127)
たのべ、 林求での微械化がいまやつとﾡにつたことは、 一 

層注目に 広 する。

般楽のよ り 高 い手工の 労 め紫約度は、 同時 に株 業 の 場合よりも 

よ り 高い 賃金 武 用 負 担 (ionnkoslen pelastung) を生ぜしめる。 

実際、ﾡ業労ﾡのﾡ間役金は森林労動者のそれ上り約21 %ほど 
ィウな)

低 ( 現物報酬を考慮しないで)。 そのはか、 伐不夫の1定貨 

金 (Holzhauerei- Akkordverdienste) Cしたがう 株ミ 林労 効 者 の 実 

際の時間金は ( 近 ではその 時 間 賃 金 c 約 30～40%上 って 

いる と 推算 される -- そ の 際 も ちろ ん げ 力 は 為され かつ 非常 なた 不 

央 に 耐 え た —— )、終 業 貸金.一 貨金楽を約7%はど上狙る を か 

なり 没斓 し、 また工業労 羽者の4金 にくらか対応している、 と

-2$.



ゥことを考慮せねばならな。 それにる向らず各単位面ﾡ当り 

の○実断のﾡ金受用にもとつくと、 林業と投業の尚 ○イき は約1:
7 ,特に飼料作経営の場合には約1 : 5.5 の が きが 生ずる。

関係y 員 (恩給や社会保険を含めて) ○峰作給や、 兵栄の羽合 

c は 持 主 (Innaber) や協力する羽ﾡの蛍金額(契約賃金) ならび

C 経 営 指導者の 割 増額な どの上 う な災 ・ 林業全体の労 費を仮定 

すると、その 結果一面 では 林菜 と 送 案(南部 の 飼料 作 経 営) の 間 

の人的労台にたいする経受の上 安 が明らかとなり、他画ではその 

が約1:3である。てんさい中ﾡ作経営との比裂ではそ○四き 

は約 1 :4である。 ・ * " - ・ ・ , ▼マ*マママ 卒卒マママャで字で 卒 -*-ママ季マイマ

全体従なにわける労効社の相対向な部分は、 もちろん漫と 

林楽では異る。 それは、 ﾡでる8 %(ノルトライ ン-: ス ト 

ファーレンのてんさい作経営)から58 % (••南部 の 中耕作県算 ) まで 

である。 それにたいし林袋では67 %の部分に達する。

ﾡ業における手労働にたいする本来的な買金用 (oigentlich- 
en Lohnkosten) は、約32% (ノルトライ ン---- ス トファーレン 

のてんさい作ﾡ営)から40 % (ーデンーブルテンプルク やパ 

1ェルンにおける銅料作な営)まで、 林ﾡでは3〜38% (=イ 

ダーザクセン、 パーデ ン- ブルテンプルク ) までである。

TRO MP 、 スイス において、 全支出のりちのﾡ金部分を70〜 

80 %までと仮定している。

労的経還の 室ぜ さは、林楽に比べては來の場合には、 立地指標 

の範 囲内Kにおいて、 明らか に 透 業の地方的な労 投分化 と の関保 

cおいて、 業を市場から雑れた立地に有利に出現させる一ﾡ素 

となりらる。 ゥーつの別な間題は、—— 非 常C 辺 部 な地域に お け 

るょ らc ー 工楽労の者と して 吸収 されない 安い 労 期 力 を 庭 持す 

るために、 市場上りﾡれたでの業よりもむしろ林業生産に額 

る【労めに つて 利 益 (Vorteil) を求める 可能性 について であ る。

家族労作状ﾡ (familienhafter Arbeitsuerfassuns)のﾡ民経営は、 

現全での1金問 ﾡ が 林 本 に おける t り も意義が小さい場合 cは、 

同じ 尺度 では 論じられ な い だろ ゥ。 % ちろん多くの地域の炭業ﾡ 

営は、規 則的、 週 期 的な科節 労 8) 力を自由に林業に使わせ、 そし 

て市場近接地ﾡにおける労的力は、 一時的な仕 - と く に冬に一 

にも向けさせる可能性を与える ことがで さる。

との点や他の住民 ・ 通 業 政策 的な 事実 は、多くの点におて、 

※にお ける と iai じよ ○C林業におてもやはり者しい程座で、 

地方的な賃金分化によ つて生ずる立地決定の契械よりもﾡである。 

東落 か ら遠 く 唯 u た 地 帯 にお け る 労 劭 力 の 間 ﾡ は、落 に 近づく 

に つれて 消 機 され る だろ う。

(6) 契 ・ 林業における立地返因と しての地代該

(Der Landrentenvergleich a1s Stan- 
aortsraktor pei Lend-una Forstwi- 
rtschaft)

土地利用 形強 の 立地 選択 は、 チューネ ンに よっ て" 地 代ﾡ物 

(Landrantenvordrangung) ”の視点 から、 大いに考がされた。

地代。 絶 対 的 高さ の 比 ホ は、チュー ネン に とっ て は 非常 に T 翌 

な立地決定要因で あった, もし%現在の関係において、 これらチ 

ュー*ン的比成をし上らものなら 、 ある定まつた立地にﾡける 種 

々 な 土地利用 桢類の 経済性 に も とづ いた純収 柱の 振り向け の も と 

で (unter Verwendang der Reinertrage) 判断することが、 通切 

である。

同時に また、ﾡ収差(Ronortrage)、 価格蠢よ び 生産 費 が 重要 

である。従繁生ﾡcつ〜ては、 HBRLBMANN によると、 1800 
年から 1931 年ででに、 2.100.000 か ら 7300.000 穀 物 価 値 (Getrei- 
deworte) の加、それゆえ 詳しく いえば、 たとえ 利 用 面 税 が 減



少されたにしても約るる倍に達せられている。林樂においては、 

同じ期間については、 農業と同じではないが、 しかし約2 倍 c 違- 

ナるほどのかなた りな収益増加である。

級物の価格については、 歳※では1800 年から今日までに約4 
倍ほ ど 増加 し、 用材については、 各種項によつて約10 倍から15 
倍、 それ少え、 かなり著しい上昇でめった。 前から今日まで 

の比該においては、 &業生産では、 価格上は2倍、 用材では約

4倍に達した。 これら1938 年以米の、木材の明らかな同格上昇 

は、 しかしながら一部では、当時の木材価格の人為的抑制,(Kns- 
tliche Niederhaltung) cよつて説明するととができる。 .

木材価格の発展によつて、 単位両積生産 (Produktioneflaenene- 
ianeiten) で示される影ﾡと林ﾡ の担収差(rttoge1deFtragen) 
の 間 の間隔は、 一 風 小さくなる。 1.7 億 DM の 高 さ の連邦の全木 

材生産の価値と、 A業生産( 18 億 DM) の 比菽 では ーー 1955 54 
年 の 両年 、その 間隔 は、 1 : 10 を示す。

年から今日までのあいだ、 数業と林の粗収益の比地校計

算(vorgleichsweigen Perechnung) では、涙 業 で 3倍(指数 

2。0)近く、 林業では約。倍(指な570)である。

„ . ッの経済研究所 (Ceterreichiscnen Tnstituts fur Wir- 
ド1 ,,

tsehaftsforschung) の 調 査では、 機 業 生 ﾡ の終祖収益 (Endr-

ド 1
上金

は、

onartrag)は、 1937 年から1956 年までは、 一ﾡ&めにすると91 
ざ*お、 しかし林業 (Waldbau)で は 22 倍に大した。

5の方法は、ﾡ収益の比後のためC用いられた:

株*において、 ヘクタール当りの総収入 (Rohe innahmen) は、 

運 邦共和国にあける皮付 32 f.m. (1955～56) のヘクタール当り 

平、勺 木材 年伐証 (durcngchnttlichen Ho1z- Hinschlag)、および

ツ 連 邦 国 有林におけ る 丸太 材 (Fundholz) (にたいする平均売

(Durcnechnittっr1○s)から、 催算した。 機楽における定収入 

,957年の & 栄 計画か ら推算された。

堂全の準業敷培形望 の 粗収益 と平均的な林担収挙の生 

設は、変化の多い交を示す。ﾡ業と林業の間照は、 1:4(南ド 

イ ッの飼料作経営お よ び 以 物一 飼料作 経営 )から、 1:9(北部 

ドイッの中耕作経営)、 おとび1: 10(ノルトライシーベストフ 

アレンのてんさいﾡ営) まで変動する。

極々 の 桀 業 経 高 形 態 の 相 収益 と、全体 の 林 雄 比 収益 の このよ う 

な 板 略 の 比 後 は、 もちろん、 あまり証E明力がない;しかしながら 

林ﾡにおいては生ﾡが、 樹不(Holzart) や品ポ(Holzsorten) に 

よって 非常に 復 雑な 方法 (Art) があり、そして 渴業の 栽培 形 懑 が 

とくに際立つた相違が明らかでないときには、 その比は、 ﾡ括 

的であり、 そしてまたそのﾡりでは代替しっる(vertretber)e し 

かし後ﾡの比成においてはま た、 種々 な林栄の施業組 総 がとりあ 

けられる。

現在 の般. 公業の生産登 (Produktionskosten) の比較は、今日 

武業に関しては、 拠茶計画"の詳細な校計を用いうる。4町ず 

Kおいて仮定される金率、 経営指ﾡ者 割 増額な ら び に 自己 消費 

の市価での評価な どは、 主な市場利用と経営指導者にたいする 

実係に高い支出 (Ausgaoen) を伴つた林業の相応の諸劇係が、同 

一視されうる基礎を与える。

連邦 内 の 良 業 に とって、府 栄 計画 の 成 値 は、各 州 ( さ ける漫業 

救培形態を比校するために引用された。

林業は生産安について、 基業のrうそんなに詳細な数値を自 

由にしえない。イ) しかしながら、 立地理論 的 な研究のためには、 

林業 の生旋 栄 は 概弊 的な 仮:定 の も とにおく ことで売分かも しれな

。けれども、 林※においてはﾡ々な自然的立 地-一土 地 改良 の 工 

りな木材生産に隣する極端なり係を無祝し て一 の生産賞が、 あま 

り 違わないのだから、 このことはまたﾡもなととである。

と の 生 産 典 は、 後 の大部分を占める労賃ととに決定的なのは 

木材伐採分にたいする大まかな用に tつて、 明らかになる。



ト♦イ ッの国有林行政の支出はで さ る り公表されかつ利用され 

た。 また バイエルン、 ーデン - ビルテンプルクやニイダーザク 

センやラ イ ンラン トーパルッにおいては、 それが f wt 手炭の基ら 

にされて しかしながら同時に割引がなされた。 ところが会家林

や 小規模 市町村 有林 におい て は 用 かな 生 施 費 を 考慮 して 、 10 %

フーレン) と242 DM (=イダーザクセン)、 馬れい歌作経営 

18るDM ( =イ ダーザクセン ) 中 讲一殺 作 では、 平均して226 
DM (=ィダーザクセン)、 殺作一ﾡ料作 経 営 1 83 DM および銅 

料作経営145 ( バーデ ン—— ごニルテンブルク) と128DM (バィ

の割引が行われた。 この割引、 それ が 実原 の 後 匆 係 と 対応 され 

る上りる、小 使 休 c おける 労働求 約 変の必然的な 通 大の考ﾡに

よって上 り低くされた。 左災の数価を引する場合 は、比較計 

cおいてよ り高い比教金 (Vergleichsュbhe) の計算上の使用 

(Verwendung) を徐くことが、 さらに考ﾡされねばならない。 し 

かしながら、 上述した森労の者の貸金は、 幾らかは工※分項に 

近づているがために、 理 獎 の 易 合 に も 高い 賃金 率 を 用いる こと

がとつて代り るよ っに思われた。

ﾡ 楽計面の投繁比紋計算に意いては、 :て、 典偽の利子 が 資 産 

(Aktivkapital) Ci入されていろ。 そのﾡ、 全休の及業質産は、 

すなわち土地および住宅武本、ならびに後成、家畜および流通資 

本(Umnlaufkaqital) 上 り なつてる。

資本財(Kapitalguter) の評価は、一部は取引価値(Verkehrw- 
ert) として、 従りは補助価値(ﾡ用・収益・相対的入および版

売価値) として行われる。認められ た 価 市 (EaHndenen Werte) は 、 

ﾡね1953 年の税一価位(Etnheitswerte) の5音に相 

応する。 利子は、 資本ﾡから3すゅで 計 された。

比較のため に は、林菜では1953 年の統一価値が用いられてい

る。 このことから、 3倍することよ つて現在にたい して相応の

統 - 価 ﾡ が 待 ら れ. た 

絡の sてみで計立さ

o このこ とか ら、

れた。 そのヘク

また同様C、 門」子はこの 価 

タール当 り平73 DMの利

子負担 (Zingbeastung) を生した。

:； ※の利子負担は、 平 均 約 184DMcなつた。 そして尚定Cよ

つて個々には、てんさい作 経営で t245 DM ( ノルトライ ン- ベスト

エルン) である。

農 英 の 利子 負担 は、 林楽の場合ェ り高いといゥ ととが、 まずオ 

一に目立っている。 種々 な 計3社 方法Cおいては々 な理由がある 

と同時C、 またﾡ業の比成経営(Vergloichsbetriebe) の選択に 

あたつては、 ﾡ 別 な理由に帰せられならない。ﾡ業経営にお 

いて、 ヘククール当りの資本負担 (Kapitalbelastung) は、 一般 

ic —— とくに 中耕作継営にぶいては、 ・り以上の意義が、 そして 

また通常と く c小 規模 経 営 cおいて も ---  林業よ り もかな り高い。

ただ高い飼料作部分をもつたﾡ営にないては、 ﾡ本負担は、 者し 

く林業に近く なる —— 南 ド イ ッの大継営におい て----・しか した 

例&パーデ ン- ビュルチンブルクでは、 なか20 D/fe ほど# 

※上 り高く なつている。

一 装 と 林衆 の 間 の比はは、 利子負担でもって、 また列 子 負 担 $ 

しで行われた。 薬と林楽の生産ﾡの概算の比教は、 港 ペ で は ノ 

～トライ ン——・ス ト ファレン のてん さい作経 営 の 場合に:(利子 

を合めて)、休※の約8倍ないし利子を合そないと10 億 、こ ^ 3 
たといゥととを示す。 南 ド イ ッ の 中務作疑営 では、 をの他ﾡは7 
ないし利子を含: な い と9倍でもり、 南ドイッの8ﾡ科ﾡ 

営お止び、 南 ド イ ッ の)同 料 作 経営 では、 5倍( 利 子を含む) な^ 

し6倍 (利子を含モ な) である。

&*と業の生産独の開さは、 それゆえ5倍から10 倍までの 

aとなつた。チュー ネン 的 生産 金 法則 (Thunensehen Frodukti°n 
skosttengeeetz) c上aと、n 業はその法 則 に したがつて、市場 

から離れて立地する価向を示さねばならたい。 しかし、 工※的生 

経 c かかる経 番手 段 (Betriebsinitteln) KC関す る上述の内係は、
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反対の 関係----- 求心 的 ( entripetaler)— および、同時に、調 整

的 (auegleichend) C作用する。

機 ・ 林 案 の 純収 ひ (Reinortrage) の比地、 業計面の収益 —— 

経受差額 (Ertrags-Aufwandsdifferenzeny 使用のもとで行いうる 

林業では、 まずォー 、 平均的た絶収益の 納 査 のた め に は、上 

述の表面的な評価 (globale Bercehnung) が 利ﾡされりる。し か 

しがら、 詳細な姿を科る た め には、 個々の ・楽の。 栽培形態に加 

えて、 立地的に相応する育林形線 (forstlichen Anbauformen) が 

比ﾡされる。 しかしながら総活的結果におかいて、 そのことに上 

つて何一つの変更も生じない。

投下ﾡ本 (Anlagekapital) にたナる 子を仮定する場谷、 林 

業にたいしては、 運邦平にかいてヘク ール当 り 30 DMのマィ 

ナ ス の一経費撃額が計 される。利子 支払い を 考慮 しない と、 

ヘクタール当 り 43 DMのブラ スの収 ﾡ —— 経 受 差額を生ずる。

農 業では、収益 •'必 或 差 額は 不利 (unginstige) である。供栄 

計 面の比救 計xrCよると、 ほんの極 く 商 か の ﾡ 営 なけが、賃金と 

資 本利子支払いにたいして予ﾡしりる災用を調遂しゥる。 すなわち 

う、ぞえてんさい*よび他の中耕作経営(50 hr 以上 の経営 と 

北西 ド イ ッ における 経営)、 しかしと れらは、 た だ面積 (Fュache) 
。6%を占めるにすぎない。他 の 従 営 は、 多かれ少なかれ多額 

の計注上の不足 を もつ。 邦平均にみいて、 収益一/ﾡ遊額は、 

成業にたいしては、利子 支払 で では -228 DM、別子支払いの力い 

向 合 は -44 DM (オ22 ・ 23 図 参州) に進する。

(連用 平均の) と典型的な継業の波培形 選 ( たえず 20 ～

50 na の経学規模の 仮定の もとで)○間の必益一ﾡﾡ準山の地該 

は、利子 の 考 恵 なし では 次 の ようを •© 係 を生ずる :

ノ ル トライ ン-- ストファ ーレ ンとニイダーザク センのてんさ 作 

4 ・ •、工 び北,応 rイ ッの 中 締作彘二 入、 337 ・ 103,134 *上 

.,。DMの紅でもって、 53DMつ平均的な林送統営の剰 (Uv- 

orechues ) をはるかに俊恐する。 北,商ドィ ツ の 毀 物・ 飼料 作 経

営 ( -26 ・ -1 69 DM ) 、 て 

ルスタイン ・ニイゲーザク 

ファレンー19 そ して 南 ド イ 

においては、 大きいーイナ

らびに銅料作経営( シレスビヒーホ 

セン -107, ノルトライン ーベ ス ト 

ッー175 )は、それに 反して、純収益

ス額でもつて林寒よ りはるかに下にと 

ど:つている。

オ21図

いもの) 

(%

各種の農楽及び林ﾡ営における純収ﾡ( 利子を考恵しな

1 油ドイッ 平 均 5a ニーダーザクセン てん作

B..Deutschl . Nieders . ブナナラ

2 バーデン - ビニルテンブルク _飼 料 作 5b ノオライスペトフFレ てんさ

Bad. - Wur tt. トクラモジ/ナ Nordrh. Wf ・ ト ワ ヒ

3 ヘッセン 中樹殺作 5c クォライくベスフーレ てんさい作

Hegeen・ ブ ナ Nordrh ・ Wf ・ ナ ラ

4a ニーダーザクセン 中機 銅料作
iedorG. マ ッ

4b ニーダーザクセン _戦れい作_
Niedors. マ ツ
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名種の段業お よ び林ﾡﾡ営に おける純収益( 利子を考慮 したもの)
マンク

ha

型子支払の 仮定の%とでは、 次のことが明らかになる:

ノル ト ラ イ ン ー ベス ト ファーレンのてんさい作経営は、 なお 

92DMのプラスの収益一経ﾡ差達額を有する。 それに反して、 上述し 

た他のﾡ業栽培形には、 -139 (=ィダーザクセンのてんさい作 

経営) と約 -309 ( 南、ドイ ッ の 飼料作凝 営)○間にあるところの、

多かれ少なかれマィナスの大きい収益 継費差額を有する。

益業は、利子 支払い を 考慮 して も、 そのさい計算的には-30のマ 

ィナスの収益 経費 差額であり、 それゆえに北,西ドィッのてんさ 

い 作 経 営を除いた前述の 典楽 の ﾡ 当形 ﾡよりも、 二ﾡ有利である。

もしも、 問磁Cなる同じ上りな立地において、 種々 な林楽の育社 

形ﾡとﾡ染の栽培形態が比ﾡされるならば、 原 則 的 に は 似 か よつ て 

はいるが、 しかしたお者しく述つた姿がりらかとなろ(才21, ォ 
、者注(g) 

23 図参照)。

利子 を*慮しない 純収益の比感では、 南ドイ ッの トウ シノモミ/プナ

経営は、 飼料作経営をはるかに上廻つていろ:とのととはまた、 

低い等級に おけ る、 ブナ ﾡ 営 c たいする 中耕一殺 作経営 の 比較 の 

老合にも妥当する (ヘッセン)。 マッ類経営 (Kiefern-Betri- 
eb)自身は、 ニ イダー ザクセン におい ては、中耕一飼料作経営 を 

一上ﾡつている。他方、 =イ ダーザクセン , ノルト ライ ン---- : 

スト ファーレンCおけろ馬れいﾡ ——て んさ作経営の場合は、 

それらは、 相応のナラ継営やプ ナーーナ ラ 経 営を上廻っている。純 

枠なトゥヒ経営との比教では、 たしかに、 てんさ作経営は、純 

収益ではあま り高5くないへ。

利子 を 考慮 する 場 合 に は、 この以係は著しく呉る。 上述した林 

楽の育林形態と同時に、 = イ ダーザクセンのブナ ー ト ウ ヒ経営は、 

相応 の 焼 業の栽培 形 態 ( ニィ ダーザクセンのてんさ作) E り、 

純収益において先分まさる範囲にある。前述した焼業の栽培形慫 

•ー ト ウヒやナラに比教してノルトライ ンー ペス ト フーレンの 

てんさい作----の優起は、 利子を刺引かない場合上 り も ― 届 小さ 

くなつている。 それゆえ、 ﾡ収益の比敏は、林業経営にとつては、 

比教的好都合な姿として結果する。 とれにたいする根拠は、 法か 

んずく武近10 年間における木材ﾡ格の好部合なﾡ開にある。け 

れどる、 上述の姿を常に新しく変化させるためKは、 木材価格が 

般本的な変化の姫礎にな り うる という ことを考慮せねば ならたい。 

用いる報告(Angebe) は、 なかんずく量業や林英の場合、 その一 

部において、 比 “女 しゥ る基がむづかしとい う こ とを無視する 

ことができない。 それがため、 所与の不確実さは、 そこから過度 

の (weitgehende)
前に述べたﾡ 契 

明らかつぎのと 

の多数の立地Cお * • ----- ～ -- 一--

た 同 料 作 や殺作を

編済的な結論をひ 

益比徴は、 しかし 

と を認めさせる。

い て、 とくに次の 

結合するかま た

き 出す理由を与えない。

ながらなか厚本線においては、、

すなわち、林炎は、 今日農業

ょ うな農業 経 営すな わ ち重炎

、純粋な飼料作でもって専心

するか、 そしてまた南 西 卜:イ ツ の 中部 山 脈 に 存在 してい る とい
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うようなるのの立地よりも、 今日の係のもとでは、 純収益に 

おいて勝れている。 それに反して、 平地の良好な土地では、林薬 

は、 提業とくに収益の上がるてんさい 作 や 中 税 作 種 営 の上うC *a-.---------...キ-.-..-.-〜*.*-----:キ。*--幸キママ。基を-*-***番。*幸とキ、アーア\ ・a....---------〜- a ・ 〜*----------------を------キ----------------マ をを業*--。---------------全 

一般的に競争 ﾡ力がな い。

トウヒの大部分が、 収益の大きい (ertragreich) 経営であ りさ

えすれば、林業 はま た、 有利な情の%とで、 中 狭 作 および てん 

さい作経営と と もに競争のなかにはい り うる。

これらの実は、 所与の 立地配ﾡ (Standortsverteilung) K よ 

つて確認される。 これは、 森林拡張 (Waldverbreitung) のデック 

カルテ (Deckkarte) をもつた1957 年のﾡ業計画(128ベーッ以 

年 ) のﾡ楽の栽培形ﾡの カ ル テ (Karte) C明らかであろ。 林に 

乏し地域は、 てんさや中耕作社営の地域と一致する。 それに 

反して 森林 の 豊富な 地域 は、 銅料作経営やそれを結合したﾡ営の 

地帝である。後者の地域においては、 ナでC従来から、林業 は 農 

業と競争肉係にあり、 この場合、 林業は将米において、収益の上 

がる戯業の限界収益地 (Grenzertragsbdden) C 転用されない強団 

な任務を有するだろう。 "自然的立地( natdrlicnen Standortes)" 
の前提と とも" 経済的立地 (wirtschaftlichen Standortes) " 

。 災 が、同 時 c い かC よ く 作用 する か は、以 下 の 諸 節でのべる 

だろう。

純 収 益 の可変 的 な (veranaert) 係は、 また機・林業的土地な 

よび経営の可変 的 な軒価 (Bewerting)(C おいて もりわれる。
138) 

HUNDESHAEN t、 1831 年 C fも粗悪な畑 地 (schlechte6-
tenAckerland) のﾡ以益と、 良好な林地のそれとを等置い そ 

して益た"比的良好な 畑 地 " の 祖 収益 は、 奥野な 地の そ れよ 

り8-10 倍まで(稀 cは 12 倍)と仮定した o c、 MARTIN
、 1918 年と191? 年、 それcついて次のよりに論及するとと 

ができた、 ナなわち林的利用の場合にも、 "族 業的 利用 の/合 

c 生 +ろと と ろ のその土地の約 収 4 c、 らまり お とらない"ど 

近1935 年の統一評価(Einheitsbeマertung)の場合には、 ト

クヒ 2等地 は、 i じ 立地において 2600 DMの高さにある相応の美 

業的生ﾡ物の 63 %の 1640 DMに達した。

土地評価の湯合に、極端な 級分け (Spitzk1ass) を度外祝して、 

今日、 JAHR"の実株的な経験にしたがうと、 良好な林地は、 ペ 

築的土地I (1840 DM) と N級 (1240 DM)の間C超み込まれている。 

ラインラント 以求会譲所 (Landwirtschaftskammer) (SCHMIDT- 
KUNzの経験は、 またこれらのことを確証した。林地交換分合 

(Waldunlegung) の場合、林地等殺1は、 良の排地等怒の価値 

を上狙るといっととすらも生じりる。

(7) 垃 業 用地 の 新規 造林 の さい の 収益 比 較

(Ertragsvergleicn pei NeuaufforetunE -- 

ndwirtschaftlicher Fュachen)

これまでの比感において、 賞楽, 林業経営について°ﾡ受ら 

お互いに 対照 せられた。農 •林業 間 の 立地 比較 が、 野グ9一 

竣 (volcewirtschaftlicher Hbene) で企て られるべき である☆ 2 
は、この 考察 はと くに 必要 で ある。土地 の 合目的な 利用22か 

・々の生地所有者 (einzeinen Bodonsitzer) の 決 定 は 、 私 経 西的 

な領域(privatwirtechaftlicherEbene) てみる。例えば" •林 

楽区ﾡ的立場のも とで詳細に取扱われるだろう 辞 弟 的 限界 次 益地 

cっいて ○新賀進株 (Neuauf fore tung) の 間 ﾡ が、とくに間 ・ ( な 

りりる。

間 A。 提 記(Fregestelung) は、 過林の場合に産し当り営発的 

ﾡ 収益 が 中絶 し、また 林業 的 収益 は 遅れて (eこ8t 碇法)生す る の 

なから、 従来の純収益比家の場合と違つたものであろう。 もしも 

小面積 の途林地が問劇にな る場合 には、 "問 所科営 (ausgetgsnd- 
en Betrieb) " の 期 間 的所得だけが、永 読 的 C お そらく休 止す る



豊業の年収 益 に とつて代るだろ ら。

このェ っ な造林の経済性を明らかにせんがために、 NEANDER 
はグッチングン ○武業経営学研究室 を 管理す る wWOERMANN 教 

の もとで 計算 を 武 み、そして 祚 常に 綿密な 卒業 a 文を書いている。

手がけているﾡ文の処ﾡのめ に 好 意 的 な 忠 度 の WOERMAN N 
教授のもとで、 NEANDERは、 一般的および特殊的計算によって、 

尚 断的 林 業 締 営 のただ一回の期間的収益で もって、 農求 的 利 用 

(たえず地代と して) の年々の貨ﾡ純収益 (Geldreinertrage) を ・ 

—— との場合、 両者は規在に割引きする- 改している。

林業の場合には、 広義の期待価 値 (Erwartungswerte)-も ち ろ 

ん経常用(LAufendenKosten) の 考東なしに---- を除き、 しか 

してﾡ業のﾡ合には、 直ちに はじまる,護 業 純益の地代価値 (Re- 
ntenwert)を除いた比の場合は、 林業は、 もちろん選くなる 

だろう。 このことは、 な かんづく 利率 が 商 け れ ば 高 ほど、 炎当 

するだろり。

NgANDERは、彼の特別、 かつ非常C締密に貫かれている評価 

—— 比技---例 (Beiepiel-Vergloichs-Berechnungen)のもとで、 砂 

質限界 地(1eicnten Grenz bo den) おける 北 西iドイ ッの場れい秘 

—— ライ変 —— 栽培 (Kartoffel-Hoggen-Bauwirtschaften) と松 

頸経営 との間 の取益(Ergebnis) について 考えつく。すなわち造 

林は、 ﾡして"私経ﾡ的にはうまくいかない " もの として みられ、 

そしてただ例外として、 すなわち、 とく土地諾済的督よび気公 

的事実のもとで、 非常に簡値の低自然的収益をと もなつた極く 

祖 放 笈 起 家経 営 万法(四崎作)の場合には、 その途 林 は 経済的 で 

®5ク る。

cnれ ら曲 ・ 林業用地の比教の場合、旌 它全体にわたる技術的 も、 

よび経済的要素を号感 する こと は不可能 で あり、 今日しばしば、 

業 経の造上の 1 (Umatelluag) の 応 囲内Cおける一と く 

C 好意的な ai 向 ( geneigten Hangen)- や 都 合 のつ 燃 気ﾡ 的 な 諸 関 

係のゃとで —— 潦氣的 な 限界収持地への造林は、■難労劭力め:不 

足や上昇するリポ労負等を,惹起する。しばしば経常的な优華労判 

力 を処理するための、 然約的な努力の 傾 注 ( intensive Einsatz) 
ヌ 林 作 業のため c、 僅iかかりの遊休ﾡ業労台時 間 が要求される 

一 は、找存の過. お 用地を造林することに よって、労幼集約化を 

とおしてﾡ用地の 収益 を高める。 は後に、以下に示されるよ う な 

造林は、 当 座 の 地 所 得 (lauftenden Besitzeinaahmen) を高め 

ることに上 る傾向によつてはちつと も 惹起 されないで、 しばし 

貯え形成 (Reeorvebildung) おける価値の恒常的お上 び生産的 

た炎本と してﾡ起されるだろう。

(8) 総 用 埼 約 Cよ るぬ ・林業の経が的立地

(Der wirtschaftliche Standort der Land -
・

und Foretwirtschaft nach der Gesamtko-
stenersparniS)

前において行われたよっな、您 •林業 の 純収旌 の噬営 共持的 

比は、 ァューネ ンに よって.立地 標 藤 と して 用いられた 地代 比 較 

を、 現在の肉係に上つて校討ナるととのために役立てることが  

できる。

cれらの地代比成は、 ・り高い地代収益性(Rentabi1itat) を

1らと努める土地利用者にたして、 恐らく土地 利 用 付ﾡ の 通 

択のための、尺度 (Maasstab) とな り 9る。扱の入念な土地 

(oodenpfiegliche Gruinde) や経営的な 考点 や一と く に労：；力や 

扱械的設v(Varrichtung)の完全な利用にﾡして、 または、 "労 

a、 飼料、 危衆ﾡﾡ(Rieikoausgleich) " c関してーー、他方 

で は 利用 規制を可能な よ う C少えさるり、 立地の経済 的 な 判

定 (Beurtoilung) Cさいしては、 折 与 の 土地 について の 国 大 の 地 

代cるとづく願望 (Wunach) が、 併作ﾡ類 (Anbauart) を決める
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だろう。 もしるWOERMAtNが、 ジとについて、交通加情の結果 絶対的え高さは、地所の地代の相違を経営経済的祝点によつてか、

として 生ずる ところ の“ 生 &: の 単 j化 C向 分化を促す力 (di- 
fferenzierenden,auf Spezialieierung der Produktion drange- 
nden Kraften) "、 お こ び" 多方の生産について統合を促す諸

力 (integrierenden,auf vielsoititige Erzeugung drangenden 
訳考注 (h)

Kraften)" を、遊 営 的均衡の您 味 にかいて 強調するな

ら、 林業においてるまた、作業種、樹格選択が、 ただ- 時 的 な 間 

断傾向 によ る ので；:t なく、 むしろ株休の維持、 保 育 ならびに 多 福 

多 様 な 供給 によ る将※における間所&営の安全に向わせる場合に、 

それ相応の比較(Parellelen) をみいだすととができろ。

チューネ ンc上 る没用総額比該 (Summnenixoetenverglaicn) と な 

らんで用いられたﾡ地代比父 ( reine Rentenvergleich) は、 し か 

しながら今日もなお、 しばしば 決定 明す 立地要因とみなされてい 

る。 ところで、 かんづくEGERS は、 詳細にわたる描出で 

もって、土地 から オ 大 の 地代 を あげる 於 業 立 地 に 関する 埋 絵 的 研 

究を行つたところのアメ り 力の研究 に 判穀 されて いる。 しかし、 

私 の 考え では、 との方法は、 ただ 個々 の 土地 利 用 者 の 経営 経済的 

立地決定にたい してのみ目的にかなつている。

国民経済 的立地送択にたいしては、 つぎのよ9な問店、 すなわ 

ち 土地 利用 形須 (Bodennutzungsformen) ておける全体需要は、所 

与の範囲内では、全体 の 都合 の よい 方法 に お•いて 物 足され うる よ 

り力問題が法定的である。 この場合WOERMムNNが、 またﾡ業につ 

いて確めあたような、 "都市 C たへする 貸社 品のﾡく 少額の調逆 

用 の 意 味で の国民経研的 

ivitat) " が: 尚ﾡ になる

生
144)
o

性 (vQlkswirtechaftlicke Produkt-

国 民 経 済 的 立地 決定 の 場合、 

(Bodennutzungegutern) (C と つ 

ことである。 これらの生産物が 

い題cついて は、経 済 的 意 味 

その出発点は、土 地 利用 生 差 物

て、 ある一定のﾡﾡを消足させる

、 個 々 別 々 c生ﾡさ れ と I ばならな

Cおいてﾡ定する。 しかし地 代 の

なしは比移方 法 (Vergleichsuerfanren) Cよつてではな く て、 

自然的立地拠因と と も に全体的な活動における経済的立地の恩恵 

(Gunst)ーーそ れゆえ、 市場近くでは受用の少 —— と結びっけて 

決定す る。

ﾡ々な交通事情での費用の変化は、 既述の総費用比教のよ ゥに、 

ナューネン が:番 想 し か っ 用 い た。このととはまた、 それピ 

えに、 と く c立地冠争においては、競争 生産物 の 地代 が 考慮 され 

るだろうと い.. ことを特記していろ。 しかい、 と,8総 計形式 (S- 
ummenforuelj は、 地代の理解のため (C、 オ1部 おへて行わ 

れた止 っな.... も し幽界費用価格の考えの考版のもとであるなら 

ば-----市 場価格の次定 (Beetiwimung) が 用いられなければ な ら公 

いが、 しかしこの形式は、非常に意のままに(w111kur11ch) そ 

して立地決定に先越 (Vorwegnahme) して行われりるという上?☆ 

短所がある。

逃 c 総計形式(Summenfurme1) = 後述の総費用形式 (Sumne- 

kOstenfOrmel) 〕 ,
現在、各従の土地利用形園にたいする立地決定のための学受 帰 

比後は、 それゆえ、 それ以上行い利ないように思わ?。た° 

え、人々 は、同 じ立地における栽培について、-つまたは他°主 

地経済 形態 を 生ずる ところ の、固有の 費用 節約 (eigent1i6nen

Koetenersparnis) Cついて考え ウ る。

費用節約は、立地要因、 とくに既知のブリンタマン(PIぶK-
ュ げ 日に、ノ し

MAN) の公式における節約指故 (ErSPeFfiSinde* と

して理解されている。

この 費用節約 は、 納送式や、 自己取得(6e1fstgsWomen)・ エ 

築的生産にかかる 幡 営 資本 の 利用 および 労 因 武 など の 場合 に? い 

て の 相違 を 考感する。 ・

ンリ ンクマンの例を一般式に変えるとすれば、 距離1 および2



Cたヘして輸送ﾡTr./ と Tr./2 ・ エ業的資本の用 (Kg./1 と 

Kg/2) そして自己取得本 (selbetgeronnenem Kapital)の 用 

(Ka./1 と Ks./2) お上び労ﾡ費(A/1 と A/2 ) の使用のも 

とで、ﾡ約指数Eに関する公式は、 E=(Trゾ/2 - Tr./1)+ 
(Kg./2 - Kg./) 一 (Ke./2 - Ke./1) - ( A/2 - A/1 ) 
となるだろ ゥ。

面が当りの収益に埼約指故を乗じて生ずるブリ ンクマンの地代 

指故(GRI) は、 オ1部で述べたよう、 流布されている意見と 

は契つてなりそれがために、 チューネ ンの総費用比秋とは十分に 

" 一 致 (iaentisch) "してないよりにみなすととができる。 と 

いらのは、 チューネンは、ﾡ争生産の地代負担(Belastungmit
Q.9r IAndrente) を考慮しなく、 単に 二作物 のDと用てつてであ 

つたり、 競号生産の地代負担を理解しなかつた。者(J)

地代指数は、名前から家せられ う 

ぱしば仮定されるように、 それは、 

さまたは、 地代の相典ついてのチ

るよりに、 また、 ¥作中にし 

地 代の絶対的およ び最高の高 

ューネ ンの地代比較との対応

などには関返しない。

れない。 "価格ではな

それゆえ 地代指数は

額の地团だけを把える 

C、 他の地代指数との

地代の受 り 側およびその価格は、 考点さ
146)

くて、 用が生産の位ばを定める。 " 

、 経 晴 沟 立地 の 変 化 C よ つて生ずる受用ﾡ 

。ブリ ンクマンの立地決定の意義は、 は初 

比なにxつて得られる。 変化しやナい経済 

的立地について、ﾡ々な生産形想の費用差額のﾡ異は、土地 利用
• 際番やペーー"マー*ネア卒ママ帝季報番幸。業幸不幸義。ママキペマーママキ-------ャ季季撃マ義 ・=番番率業マ報帝。ャ--ャ*----------------室率---ママ番--率ャ-季-季-業新卒--ャデャ季季 -千キ*マママ基番レを業・。・季-番署キアマキ帝-キ季卒帝率マw w —一 ・ 

種類の送定的を里民ﾡ済的連択を与全ろ。

地代指 致 の 比成一 個々の地代指数だけでな く は、チ 

ユーネンの総形式を も 明らかにする上りな、 立地 成 争 E 
たいする刊断の手段である。

現在の 松・ 林 業 的 立地 の 決定 C た い す る 地 代 指数の厳密な使用 

は、上述の諸妥因、 とくに生産賞とﾡ送費が別々C考慮されると 

いう こ と を仮定ナるだろ っ。M々の土地利用形態の比 破 c おいて、
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貸用節約の概$的な、 計算上のﾡのためは、 しかしな が ら、 

生 番 費 ならび Ic 突質的な生産費のx う な労品ﾡを考応ナる こ と は、 

必袋なことでたいよりに思われる。 それがために、 つぎの考 我 

(Erwagung) が、 は要 な意味をもつていろ:。

労の場合、 ナューネン時代に比べて、 管理費と経営者区を 

上述した上りC地方的に同一視すること、および趣方的な 貸金波 

用(Lonnkoeten) の著しい水準化は、所与の地方的な相ﾡにもあ 

そ り 考 慮 を 払わせない こと を 物 語 る。 ・ちろん、 従交の場合と 

業との比ﾡにかいては、 目下のととら、農業の絶対的に 高い労め 

央と、 林業では市場から遠くﾡれるととろでその傾向が小さいと 

いつた 両者 の 共同 の 作 用 (Zusammenwirken) のもとで 、 大さい地 

万的な 賞 金盛用の述いが存在する。 同じょりなことは、 過所 的 な 

進いで労め 賞 と 接に内連がある 自己収得の番営資本にたいして 

も受当する。 たけど公業のこの頃向は、 市場から催れる場合、工 

業的諾営災本の凶係は銃述した止っに、 新しく弥められるととに 

よって、 分調整される。 反対に林業では、 との工業駒 経 営 本 

のA係は、 大した胡願ではない。 会業は1958/59 年 に、連用 

大臣SCHWVARZの指示(Angube) によ つて、 工業から8億DM の 

経営手段(Betriepemittel) をﾡ入れた。

それめえ、 方的な生産を考版しない場合には、販売場所 

(Abeatzort) への椅送が、決定的な立地 要因 として残る。それ 

とともに生ﾡ営が変らない合、 チュー * ンの両ﾡ当 り収ﾡに上 

って、 物送災が市場から生産地までの距離を確め、 そしてま*た同向 

時に経済的立地を決める。

険送はテューネンの時代にはオ1部、 *2型で証明されたと 

同じよ 9 に、 今日 も なおﾡ研的立地の決定のために決定的であるう 

崎 送 費 '、 販 売 ﾡの変化に応じた立地の変勤によ る費用節約の場 

合には、 み定的な奨索 (massgebende Faktor) であるの今でな く、 

同 時 c価 格 が ﾡ 用 を上っている ! 旧 り 缶i格や地代の絶対的な 髙 さ
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148)
お よ び地代比教に も定的た影容を与える。

ﾡ送後に例する上述の考は、 今日多 福 な 栄 営 形a に ある良業 

が:、 林業ェ り も 市ポへの方向において者しいﾡ約を得上 う と努め、 

そして同時に、 しばしば市っ近辺の経洲的立地を要求しりるとい 

うことを知らさせている。

林業E りも市場近辺に立地するﾡ業の輸送位の従越 (Voropung) 
は、 中ﾡ生産 (Hackfrucntproiukte) およ び 破物 生産 ま たはさ ら 

C、ﾡ地栽培 (Grunflachenanbau) の部分が加す ればす る ほ ど、 

ますまナ小さくなる。 このことは、 さらに、 疵 •林業 の 経 済 的 立 

地が、 いかに接でゐあるか、ミ た 自然 的 立地 要因 ならびに 社会 以 

策的た 経営ざ西的作用 の顕者なﾡ番のもとでは、 一つまたは他の 

土地 利用 形 型 の 決定 を、 いかに下さねな らないかを示す。

(9) ﾡ ・ ﾡ的立地に た いプ る所有 と 経営諸関係の影炉

(Einfluse der Besitz-und betribeverna- 
tnisee auf den land-und forstwirtsc- 

haftュichen Standort)

チューネンは、 彼の密な立地研究において、 個々の選楽の救 

搭形態と林業の施業方法(Betriebearten) を理した。 しかし実 

ﾡ上の諸係において、 A ・ 林業地の も xい用い方の考感は、 

主に経営全体 (Gesamtbetriebe) の 串 情から生ずるだろり。 ﾡ業 

経営において、全体 の 栽培地 (Geeamtanbauflache) は、植物、動 

物の生産の益礎を形成する : 農場 (Eof) に 届 する 土地 の 利 用 の 決 

定の場合には、 上に述べたよ ゥC経 営 全 体 の 図心 が、 合目的的な 

労の配分と並列的な 利用 (kcordinierter Nutzung) に関 して考慮 

を払うといことを知る。

混合 ・ 林業 経 営 cお ける林地は、 燃材・用材・牧 草 ・ 演 消! 用 

を、 場経営(HolfundBetriop) に給することのため、 たと 

え林地の自然済的意義が、 一層者しく変徴しているとしても、 

一勝 的 c は 労み力と 給 送手段を調整的に利用しつ く す 除 係 を 有し、 

また、 終的には、 自由に処分しうる貯え(Reserve)や、 価ﾡの 

変らない 貯金箱 と して、 ﾡ幣経済的な,国 係において、 裁培 的 詳営 

全体の堅密た 経営的 共生 "(eine enge betriebliche Symbiose- 
mit dem bauerlicnen Gesamtbetrieb) の係を有する。 また、 

これ ら の 場合 に は、 個々の土地の利用は、 専らは適な収益のみな 

らず全ﾡ場の利用 もま た 順 応 ナ る。

混合農 •林業経営 は、 市場危険のために著し自立性の労協形 

独 (arbeitsmaeeigen destaltung) c おいへて 、 また経営経済的 

関係の自己資金調達 (Eigenfinanziarung) の町能性において、比 

彼的大きい平衡 (Oieichgewicht) を有する。

純枠な林楽継省において、林地○空 間 的 関 連 (ZusamnennanE) 
は、 木ﾡ的には、 森休の真中に(inmitten) ある二 •三の良好な 

主地 を 場 合にtっては ぬ ※的 な 利用にみちびく ことの 可能性上り 

も、さらに重変である。

経営的意速において、 拠場における土地の事情(LAge) は、紙 

営 の 核 心 と同じェ らなもので o る。 "営内部の交通 ギ 情 "は、 

通常屋敷の周 り に 農業 的 土地 が 存在 し、 それ にたいして 林地 は そ 

のﾡ営の外 側 cあらといゥ 上りC理解しりる。

森林 が、 住民○品地のつぎに始めてその立地を保つといと8 
t○な縦、 チュー*ンが1831 年から彼の考えに採り入れ たる

立国に お い て、 4 作 述 塔地ﾡC対して森林の 都 市 に 近 'い 事 情は 、 

....... PFEIL の 5 遼 つたゃ り方 は 挑判された---- 、 販 売 用 の 森 林 

生産物 種類 の 計 情 の 結 果 として 生ずる。

所有劇年 は、 また 円機に典・林茶の 個 々 の 立地 の 司用 にたいす 

る決宛定に、 本質的な影響を有する。 まずォーC、 ドイ ッにお い て 

A つて大き 部分を占めかつなお占めている ととろの、公 の継株

有・ と く安的を銀契 のある 性、お上び公の森 林.....山林 法
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規と緊密なﾡ係をもつた 効 泉 が:論 及されね ばな らない。公の全み 

林は、 歴史が経達するなか ては、 王 ○ 赤 株 (Einrors tungen) ・ 
～ク共同体的る 保 ﾡ ,ほ主○須区 &区 やa 主 の 森林 (Forstュ- 

okeit) から、国・自 治団休の森林所有の公法上の創設、 および 

現在 に おける 森林 法 半上 の が: 林 維 持 命 令 (Walderhaltungsgebot) 
まで、 しばしば森林維持的,保 ﾡ 的に作用している。 そ北は 同 時 

にまた、 自 由を私経済的立地誠争か ら森林を抜 き出し (nerausse- 
nomnen)、 そしてそれを が 保7 (Resorvetrecht) のも と(において 

いる。

な お 私有 形ﾡにおいて、 送 交 o 大 う検所有と大種営は、 私経済 

的考慮から、常に 資本 集約的 お よび 労 命 組放 的 保 林経営 の 傾向 を 

%つている。疑いもなく、大 面 殯 に 高い 投下 資本 (Anlagskapital) 
でも って 出 米 る だけ我 良 の 活動 を する ------ とくに存する例外に 

ついてはほKにのべた と ころ の 施 営 形 您 と しての4林は、大経 

営形態にたいして、 とくに良く 適して いる。エーレボ(AERES- 
152)

OE) が強調するよに、 農粢 の 大経営 が 在存して いる ところで 

は、森林が救業に代って入いり込む (Wald am aie Ste1le der 工- 

andwirtschaft)。

"かくて大所有は、 土地 刈 用 の ま も 愿 い ﾡ 動 機 (Hiemnnschuh) で o 
つた " との彼の発 言は、 もちろん4日では、 もはや正当な立場を 

課しておらず、 ただ農※核培にかいてだけ土地利用の仮定しりる 

形態(Form) のょゥである。このこどは、 ドイッの中世紀の移佳 

期には妥当するが、 しかし染約的な時期ャ上 び一般的な土地改血 

や ﾡ 葉 のた め に、必要 な 林 ※ 用 地 (Foretultur) を上 り 以上 に 更 

求 し得るどんな効力 も な。

このcと は、井 常 しし 開製 と 我 嚏 的 利 用への移 行 Uoer- 

gang) の結果を生ずるのだから、 公的・私的大株林所有の 証 明 

(teertuinrung)の場合、その所有方法の影窈は、 小私有にお^て 

もつともつきり現われる。 反対 c、 □有また は 大 所 有 に よ る 小 

私有の おさ 業用地の買入れは、 買入れ目的が無 制 限でなかぎり 

これらの土地には 主 に治林 が行われる。 そこで所有の交枠 (Besit 
tzwechsel) は、 しはしは 土 地利用方法を 強 制ナ る (dikctiert)。

美 愛 営 にお いては、 t,ろん近100年間には、一貫してﾡ業 

用 利 用商積を拡大 す る た %や休んでいる労ﾡ力を 利用しつくすた 

めの必要性から、 各林地を、 長間にはたとえ往々にして炭業 的 

利月 に 適さなく なっ ていた としても、差し当 り それ ら 休地の利 用 を 導 

く ため に 払う 努力 (Bestreben) が、 常に項3な意味をもってい •。 

ところで例えば 178 5 〜 1 9 5 e年のLa usita ' の 農家林の詳都な 研 

究 にか ける ように、 株林商ﾡのたえさる押し戻し(Ziruckdrange- 
n)が 確かめられうる。 今日では、 一般にとの昼開は、 殆んど終り 

を送げている。 農楽労め力○不足は、 とくCは近数年間にギ ける 

#楽の 内経済性との関迷において、 ししﾡ林に、 また貸業 

営営○地○発発をひき起している。森林 を 資産 (Verm6sens9nプタ- 

e)と して利用するための順報は、頂 従 でoり、同じ上2 に 战 近 ピ 

十 年 に おいては、 そのa 報は 往々、 工業 家 が 以前 から の 利 得 5 
つて災業用地に造林するととをひき起している。土地 利用の 配 監 

cついては、 林繁の場合には量楽の場合と同じ上 うに 、 受 ピ 

する存在 (Vorhandensein) *たは非存在と同じく労の 力関 す ° 

存在また は 非存在が、 土地利用の方法 (Art) に 影響 する。

(10) 自然的立地について立地義得ﾡ争を行り歳・ は楽 

(Land-una ForetwirteSheft imWetbe- 
.rp um aen natiiriichen Standort) 

i) 自然的立地 c おける 収益 と 生産 費

(irtrage una Proauktionsxogten auf den natur11e- 

hen Standort)
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経済的立地の判 定 (Beurteilung) は、輸 送 費 よる記 世 (TranS- 
portkostenorientierung) のよう な 土地利用 の 選 択 C たい ナ る 陰 

送の重表な意義を明らかに した。

土地や気候(C よつて決め られる 自然的 立 地 の 送 択 にた い して、 

土地 植物 の 生物 的 要求 は、栄養楽、 降水 ャ よ び 沼 度 が 決定的 であ 

る。しかしながら、 なおこの場合結局、 その決定は従 的 原 則 に 

出くわす。種々な自然的立地の土地 利用の選択 Ic 関する 経済的 決 

定のためは、設得す る収益 (Ertrage) の高さと生産費の程度が 

決定的 で ある。 そしてその決定は、 立地 の 不利に よっ て 生ずる 収 

益欠損(Ertragsausfa1i) の○ために、少く とも一部 は 第整する こ 

と (auszugleicnen)が必要である。 立地を移動するとと (Stando- 
rtsverschiebung) cよつてひ き 起される 生産 費 支出 遅 過 (Prod- 
uktionskostenmehraufwand) を、 プリンクマンは、彼 が 自然 的 立 

地の"生産費による配 (Hroduktionskostenorientierung) "に 
つて弟ずるととに止って " 決定的な もの と 考えて 

いる。従 っ て 良の自然的立地をめぐる土地利用組救 (Bodenn- 
utzungssysteme) の 戯 争 cおいては、 よ り劣等久立地に移勤する 

ことがどの う花果をうわすかがぬ定 的 な 問題 で ある。 ブリン 

クマンに上ると、 ' 立地の同じ動 (Verlegung) c対して、 極く 

僅かしか感じないと とろの枝 培は、 劣等な立地にずしのけられる 

だろう。 殿・林業の立地競合に関すらとの命題(Sot2) の適用C 
ないては、 つぎのことが明らかとなる;林業は、 収校( Ertragen) 
において、 劣等なた立地におてその収税の転位が、農業 より も 僅 

か しか反応 しない。

林業おいては、収 良 な 立地 に おける 生産 能力 の ある 樹 種 の 高 

W収極量と、 分等な立地においてより少い生産を 上 げ る 樹 ﾡ o そ 

れ と のの開 き は、収 後表 (Ertragetafeln) Cよると約1 : 12 
Kになる。

これは、 ーッ地位Vとモミ地位I等地のあいたの開きK相心ナ

る o
農 業の 場合 に は、 との関係は約1 : 32 である。 この場合はラ 

ィムギ0等ﾡとﾡ料用てんさいW等級の間の開きが算定されてい 

る。ある 樹種内部(例えト ウヒまたはブナ )Cおいては、 

は良(I) と最不良(V) の収護表等級のあいだの開きは、 僅かに約 

1: 3である。 マッでは、 その開きはI等地とV等地, W等地の 

場合、 おおよそ1 : 6である。 ナラでは、 それは1 : 18 である。

森林産物の価値 におい て は、 良好な立地か ら悪い 立地 ま で細 々 

な地位 (Bonitet) c関して、 少しもﾡ等 (Abstufung) を生じない。 

反対C、 ししば良質の材(bessereHalzqudlitat)を、 劣等な立 

地において見い出すことができる。この 特殊性 は、 農業に さ い て 

はこのよ う な状態 (Weise) では存在していな。

生産ﾡ関して、 業の場合、 しも選い地位で相応の敗英を 

得よう とするな らば、一層高い費用をかけるとと (AufYenS:nS)が 

必要 で ある。造林、林道 敷設、管理 など のた め の 軽 営 費 は 地 加 す 

る。 ディ ートリッ e (DIETHAICH) は、 先等な東パイェ"ンP 
限界 立地 におい て は、城 小 ○ 経 営 費 が、本質的に 5員 好 な 立 芝 に 

おける最 小 の 経営 費 以上 にな る よ う な 例 を 示した。しかし林※ 

議業程 に は、労ﾡ益と貴本ﾡ営費(Kapitalaufwand) Iつて牧 

生を上げえなく、 そして さらに生産要素は、自然がその一部を提 

供するがために、 自然的立地の恩恵 の減少によ る 生産 馁の 増加額 

(Steigerungamaes) は、 耕地 c おいては森 林 C お け るよ りも本来 

的に大き o
しか し品 ・林業の立地競 争 の場合、 なかんづく農 ※ 的 地 位 (R- 

nitat) は、 林求的地位とちつとも向一義でたいという本来的な

F実に注意しなけれならない。 土地良否、 山岳 の 状 您 み よび 

とく気候にたして林業のﾡ求は、 〔農業に対して〕----幸い 

に も —— 非 常に典り、 多くの場合Hとんど対置されている (entg- 
egensetzen)。考 宛 すべき こ とは、 ただ林木の成長C都合のよい
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気候、温気 の 多い 山岳 地形 だけ で ある。かくて 展 案 的 限界 地の移 

行は、 林業○ためにはぬして選い立地状態の提供(Anbieten) を 

恋味しないだろ ゥ。

ii) ﾡ ・ 林樊にかける 自然的立地の比較

(Verteiユung des natuirlichen Standortes 
auf Land-und Forstwirtschaft)

自然的、 経済的立地の関係においては、一般によくみられろ規 

多の重量変位 (Gewichteverechiobungen) が生ず ろ。

種々な市場距港におけるﾡ送央のウェイ トの愛和(Abschwachu- 
ng) と 生産 費 の 地方 的な 水準 化 は 、 それに よっ て 経済的 立地 の 意 

後を波じ、 反対に自然的立地の意後を新しくナ るだる2と、と I こノ へ・日に ・ノ 
とを推祭させる。との理解はは、またプリンタマン に

よつても主張されている。"歳業者は市場よりの拘束から解放せ 

らるればせらろる程、 自然からより強力なる東ﾡを受ける"。 キ 

たBLoH" に上れ、 製※は国民経済的発展の立場が前進すれ 

ばするほど、 また土地の 交通 技術的.規 発 が 均一的であればある ほ 

ど、所与の 自然的 立地 喪 因 に した がっ て 著.しい 関 節が行われるだ 

ろ う。

それに対してHERLEMANN"によると、 しも農発の場合、 自 

然的立地に代つて次才に経済的立地が顕著になるな らば、 利用面 

ﾡに結びっく 自然的収予想によ るﾡ業の依存の程慶が池み、 

"経済的結びつき の影響” が:地大ナるとい ととが考えられる。 

労働 と資本の投入の増 加 に よ って、 生産過相になけ る経済的要楽 

の遼義は新 しく 高まり うる。 ま た農業は、前進的な技術 と肥料○ 

使用 によ って、林 々な土地財産 (Bodenreicntum) の 自裕的立地の 

不 利 を 刑 整しらる  それは地代活動が許さ れる限 り に お い て―—。 

それに 反して 土地 形状 や 気候 の 不 利は、 今日ますモす土地の共 約 

的な喪業的利用に制限を与える。

林業は、 自然的立地と実に者しく結びついており、 そして 

・その立地の鉄則" に依存している。しかしその自然的立地にた 

いする林業の要求、 本質的にはポ業のそれ」りも一層小さい。

森林は、 気侯的な事実に照応する。極地域、 樹木限界の上部の 

地域および荒野地域(Wistengebiet) を除いては、 森林が栄えた 

立地は僅か しか存在しない。 た しかに森林のとの能力 (Fahig- 
keit) は、 むろん収益の上がる林業を経営するための可能性を必 

ずしも持たないが、自然の生活共同体 (natuirliohe Lebensgemeineh- 
aft) として生 長す ることを保護する。常に林業は、 土地の肥 

度、 土地の水経済、土地 の 形状 および 局地的 気候 について は、農 

業と違つて相対的に僅かな要求のもとにある。林業はまた、 適当 

な経営のかたち (Betriepeformen)の選択や、土地の 恒常的な管理 

の処成にtって、 ある知の流囲内において自然的な前提 に風 応 

することができる。

それめえ、 次の上ゥいいゥる:経済的な考察においては、ﾡ 

業にたいする自然的立地はなるほど童要な懸義がある。けれども 

経済的立地 の 効果も、 なお一/者しく影容を及す。

良 好な地位ておける - 廣 菜 の 立場 からみ た - 林業 の 相対的 

に価 値 の少い経研的関係は、土地 利用 の 発展 におい て 利害 も2 
ところの農業との考しいﾡ争のもとで、 森林がさらに-パ翌の 

馬 れ い 製作などに殆んどまたはちつよも適さない貧易公増位ギ  

しゃられた" という結果を 生じた。パ1
エー レガー によると、 とのよ?な屋四は、 •国家的関心において 

大き くかつ価値の高い収雄を上げる土地利用形選の土地を導く こ 

と " ○ために必要でおった。 ・国民継西的開が増 大する 場 合 に 

は、森林 は 農 業 のた め に 適する すべて の 土地 について 排除 される”。

・ とれらの土地の収益の一部は言うまでもなく、 これ ら の 土地
16<)

で期待し る木材を ( 外国から) 買いう るため十分でみる "o

-54-



結局なくて済せるし( entbehr1ich) か つ 収 益 の 上がらない 種 々 

な森林の押し戻しに向けられた ェーレボーのこの解 択 は、 今日で 

は決して認められない。提 •林業 の 経済的 財 関係 に お、ける 多く の 

変化は、森林が方々で押し進む状態にあるように作用している。 

もちろん同時に、 今日ではまた、 "土地が先等であればあるほど 

農業 の 状態 や 性質 が 加工 (Bearbsitung) を困難にナれげばするほど、 

森林が最菜を排除するときに、 この点〔森林が押し進む状態〕は 
16る) 

一層活ﾡに立るだろう "o
自然的立地の意味においては、 ただ造林に上つて経済的に 利 用 

されうる" 対的林地 (apsolute Waldpoden) "がある。 北側の 

ﾡ出面をともなつた急図で岩石の多い、 または海抜高の髙い状態 

においては、 それゆえ不利な気使関係の場合、 希Cはまた沼地布 

や 川 沿いの4原 (Flussauen) に おいては---- とれ ら非常に貧羽 

な土地については —— 、 休ﾡによつてのみﾡ 請 的 C刈用せられ9 
る立地がある。ﾡ放な牧場経営は、 その際と く に重災な森林の土 

境保護作用に彩源を及隠しうるのでなければ、若しかすると森林 

利用とﾡ済的に競合するとと を試みる と とが:で き る。

ま た経済的な関係 において (も しも例えば 高 山 地帯においては) 

交 通 f情と住民○将来が林業 的 利 用だけを許し、 または内部の交 

通情の範囲内では土地の 辺部 な状態が、第 約 的な 起 業 的 利 用 を 

可能 にし な いな らば、 人々は絶対的林地についてよ り一ﾡの意義 

を語るととができる。

チューネ ンは彼のﾡ立国における土地の質的な (Quali tativen) 
相違の○意説的な排除において(同じ肥浜度の平野)、 自然的な ﾡ 

味 e の絶対的林地 を仮定しなかつた。

チューネンは、 経区的 な関係において、ﾡ々な目的のために土 

地の相対的な適性を認めたが、 しか し同時に概 して " 池対的林地 

の代弁者に対して "ま た在来の 意 味 cお け る き 対的林地に対して 

144)
はそうしなかつた。 も ちらんだ ・ 林業 の 立地 配 磁 に 関して、 

チューネンによる自然的立地の意識的排除は、 "余計な実断には 

無関係た結果 (unnotig wirklichkeitsfromaen Ergebnis) " てた 
165) 

るといへう こ と を 認めねば な らな。

この自然 的 立 地 の 一方的た t 実は、 しし ば 経済的立地の理論 等 *でマ-*等*--で- ***-ママ-ャ----- 〒**マキ--------------------- -マ----------------------------------マ-マ---------マ----で---マ等マ ・ママャ------

を、 比較的効果の薄いものとしてしまつていろ。 なぜなら絶体的 

休地の場 合 経済的 L情 はは、収益 を 上げる 利用 能力 の円 を規定 

するの土分ではない。 だけどその場合多 く ○問題は、 もはや種 

々な土地利用形態の競争ではなく、 ら林業的利用または林業的 

不利用 (Nichtnutzung) の競争である。

絶 対 林地の分け前 (Anteil) は、 ドイッCおいては、森林の主 

妥な部分について経済的立地の次定がもはや行われないような、 

大き い山旅ま たは統燥 した砂地を もつた多 く の他の諸地方 rc ャ い 

て、とくC若しい。 それがため実際には、 堂・林業間の立地題 

は、本質的には容場になつていろ。ただ立地の一部について、す 

なわち典・林業的利用に適しているよりに次え、 木材供給の 理 由 

または他の理由で 目下森林を造成している (bestockt sind) 担対 

的林地 ( relat iven Wa.dboden) c ついては、事 情に上 つては、 将 

※の土地 利用に関する淡定が行われるに違いない。このことはま 

た、 日下 出 ※ に利 用されている限界収益地にたいしても、 岡じ上 

うC没当する。

地邦会補、 A楽、 林業省は、 そ○後1959 ・10・3 の連規日 

刊 印 刷物 (Pundestagedruckeache) 1 258 号で、 つきのよゥに論及 

している ・ 従来の ェ っ な 雅 菜 的 利用 では、 もはや 決して 収益 を 上 

げない土地がある。 これらの土地とくC継砂地が間ﾡにたる場 

合 cは、 造林にたいする問題が起って く る"。これ ら の 援 •林業 的 

限 界地では、 本来のﾡ味において、 ある運 動 (Bewegung) が時々 

一時的 C制 約され、 経済的に最良な土地形態が与えられ、 かつそ 

れでもつて土地 利用 の変更が可 能 s る ・

移住と土地利用の約1000 年 にわ たる ドイツ の 歴史 の経過 は、

-5 6- -5 7一



これらの土地おいては、 種々な移住期におけろ開袋によつて当 

分 の 間 般 業 を 営み、 そして 再ぶ 放築すなわち再び様林が許容され 

ろといゥととを示している。 注目すべきととは、 中世紀の末期 

の.移住 の後退(荒れた地方) 、開みのお くれお、よび再造林につ

てである。 一方ではﾡ根、 他方 では 労勧力 にたいする それぞれ 

需要 と 供給 が、 ﾡ業の 側 に おける 土地 の 開 桀 と 再 解放 (Wiederfr- 
eigabe) のための決定的な動機であり ;希には それは、 林地の州 

加を生ぜ しめる林業的観点 (forstliche und holzwirtschaftlic- 
he Gesichtspunkte) でも ある。

姿林の増持は、 淡の側からﾡ足されたのではなくて、 とくに 

符猟の動機す なわち中世およ び王候時代 (fuiretenstaatlichen 
Periode) Cおける王の森林 (Einforstungen) や試主、君主の狩 

ﾡ区によつてﾡﾡされた。 しかし なお.異 民 達 が 豚 を こやす 飼料 や 

林内放牧を維持するために、 または築帝とくに都市に木材を供給 

するとと (前述した) お上び後にまたﾡ主の証業経営を安全にナ 

る ことの ため など の 必疫 性は、 中世以米森林にたいする重災な保 

悪的要素と して効果を 現わした。王の森林に 関する 記録 (Einfo- 
retunggakte) や Capitularien, マルク 共岡体不文法 (Weistume- 
r)、領主 や 君主 の 森林 支配、 後に1世紀の回家の森林法規など 

は、 恐らく森林を不当な開塁の荒廃化から救つてきた。 これらの 

保 整 処置 にも拘らず、多く○森林客体は、例製や森林 再 造 成 (W- 
ederbewaldung) の変 り易い運命のも とに委ね られている。 " - 169) 
府 暗い 森林”の代りに" 居心地のよ平野ときき した移住地" 

○標師のるとに、 19 世紀の初めに政策的会た従済的改造に乗つ 

かかって、後の 大 残 視 な 淵 型 を 行い、 しかしてまた国有の土地 

から 実施 されて 以来、 開継はますます希なつた。 とれに代って 

前世紀 にし ばし ば 心 用地 に 造林 を 行 って 以来、 とくに合鋼 (Sta1- 
lfuitterung) の実施ま たは羊毛と約演C止つて圧しされる羊 

の 羽 付 自身の 中止でもって、 大規ﾡな牧場や牧草地の造林は、 渋 

民の所有者に よ つて模範的な方法 (vorbildlich WeiSe) で実行 

された。 特別な例は、 それCよつて森林面積が100% まで増加 

し た Liinepurger Heide における造林、 およびアベッッ (ABETZ) 
cよると約 50000 na 造林されたととろのシュグアエッヴアルト 

(Schwarzwala) cおいて示 またディート リ ッ ・"Erc rるとパ 

イェルン の 統計 は、 1 890 年からはつき り した者しい遺林の動き 

(Aufforstungsbewegung) を示す。

未 利用 の牧草地 (北西ドイ ッでは Heide ・ シヴアルッツァル 

卜では" waidreldor " )は、 多くの場合造林された。ﾡ近にお 

いては Eme land が、 1950 年から1959年までに約1 0.000 ha 以 

上のk う な造林を示している。

全 く 神 別 な関係が、何 は さておき 投資 または 財 の 増殖 (Giiter- 
ermehrung) c役立っ工業によって、 ﾡ用月地を造林する場合にあ 

つた。 これら19 世紀の後半(2、Heefte)からﾡ手され こ 

ら造林の拘束を合法的に規定するとと までさぜた。

また 国家 によ る 於 家林○買入れの係、 屋数の傍にめる食用地2

そこ と とC造休北が行われた。

農 米 地域 に おいて 造林 が 覚 き を なし 行われ、 また同時に考しく 

荒廃 してい る 農用地 ( 牧場や放牧地>まだ径ゝって林地であった 

ととろが、 森林に変えられたといゥ こと た ど が’" 要 で のる。

地域的な 概 製では、 調査 は1878 年から1 935 年 で ド林地 

が、農業地域においては増大し工業地域におては買収られた 

といゥととを立証した。

終 極的 y は 農 ・林楽の自然的立地の記 ﾡ 削は、2ぎ の よう 

○べっ2。 水年にわたつて発展していらドる ャいて 出、 土 地 

cつて確定されっるが、 たとえチューネン の上りな正当さを 

もって 生調 しよ ○とる、長期の経砕( 1enetrtstigeWLrtscheズt) 
としての林繁は、 そんなにすはやく レ 地を変父えない。

それの原因は、大 抵 は 最 彼には特別な望 済 的 な諸関 係 と同じょ
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うC一般的な経済的諸関係の変化のもとにある。 もしも自然的立 

地の経済的立地として同時に正当でありさ父すれば、 長い期間 の 

うちにはそれは保たれる。自然的立地の短所は、 今日ではなるほ 

ど技術的にかな りの調整がなされりるが、 しかし実際上の限界は、 

常に現在における地代活動の比敏である。地代活動愛因、 今目 

で自然的立地商における立地限界が、 林業 c は恩恵を、送 ※ に 千・デャペマャマ-*マ----------------------------------ママ*-------------------------マ----ママ- -ママ*で*------マ-で季季季-------------------- --マママ * *---- ・ - - ・ I ・*マ*-Tマ 
は変化を与父る とい ら 一定の何向を有する。 ・-ャ-*-*。*業中。等。-----* - ャ番率------*-------*------番---報---*------*-**- 特-業------業で***-** -

これと共に、 ﾡ業史家RIBH3が、 100年前の風土の姿の関保

Cつて書いていることは、 今日 もなたお経済的状態において妥当 

する。 すなわち" 100年の間原野の正当さを一方的に弁設すると 

いゥことは、 進歩の問尚題 (Sache des yortschrittes) で あつた。 

それにたいしていまやまた荒野の正当さ " 一一 森体が想像される 

-----・ 並びに 農用地の正当さ を弁ﾡする こ と %進歩の問題である。

も しも経済学者(Volkswirt) が、 との事実にたいして一層抵抗し、 

慣激すれするほど... "

建案的限界地 の 造林 (Die Aufforetungs dar IandWirtschen 
renzertragsboden )

i)歴 開 と 意義( Entwicklung und Beweggrtinde )

1 9 5 0年以来、農業的限界地への造林の著しい 傾向が、恒常 

ウに上昇している程度で た しかめられかつ持続されているよう 

こみえた。 との"ﾡ林の現象 "は、 〔ドイッ〕連邦政府に限らず 

多く の 中部及び西部 ヨ - ・ ッパ 地域 におい て (例えばフ ラ ンスの 

--- Araennenー (訳者注フ ラ ンス上 り ベルギー にま たがる山脈) 

存在している。 ドイッに於てはジーケルラント (訳者注 ライン 

引の支流Sies 河流域地方)、シュベェサルト (ドイツ南西部 

)ヘッセン、バイエルンの森、 北部パイエルンの工業地域、 アル 

プス北縁の高原、 3紀層の丘酸、 タウベルの谷(訳者注 Ta- 
ber川はマイ ン河の支流) からの報告がある。

種々な原因が、 これら“森林への逃避'' を生ぜしめる。一 

っの全く 異る因果の 傾向 が考察されなければ な らない: すなわち

農業経営における土地利用の構造上の転換 ( Umstellungen) 
および

工業化の進行にと 6な う 小後 経 営 の 課題。従来林業的に利用 

されていなかった土地 に 造林があ らわれる といった 奥 差里堂 の 

構造上の変化は、まずオーに農業セクタ ー (1andW4stgchaftl- 
icnen Sektor) の 幅 喚によって、 すなわち適当な 労動力 を 保 つ 

こと が困 雉 に なること によって左右される。 との維は、 工業 

が 工 菜 化 の 新しい 様 相 を 示し、 また土地の利用を促進する地域 

cおいてはとくに大きい。農業機械の 投入 (Eineata )による 

調整 (Ausgleich) が、 多くの場合とくに山岳地域 Gebirge) 
では 適合しない かも しれない。 これらの観点のもとでは、手エ 

労 働力にと く に 適した 非常に 僅かな〔労働〕需要 の 森林 利 用 が 

、 との労働題を解淡するよら思われる。 もしも農業に不都合
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な土地関係 を機械 ブJによつて打開する こ とが田ﾡであ れば、 造林

ﾡ業的から林業的土地利用に伝換するためには、労の問題と並 

ん で.経済的 諸 要素 (wirtechaftlicheTaktorep がまた決定的で 

ある。 皇業市場における競争の増大は、 不利な自然的、 経済的立 

池 に おける 限界 生産 考 を 危 強に さらした。時の経つうちに、共同 

市場に 芬いて農産物の より一 層の復争が、 とくに予期されるに違 

次 者注 (m)
いない。E WG〔ョーロッパ経及共问 体】、 諸国の平

均価格に対する ドイ ツ 連邦 の 殺 物価 格 の 低下 は、 列 えば公業の権 

威者の見解によ ると限界収益地及び思わしく ない気候地域におい 

て殺物生産 を若し く 危険に さら すだろ っ1で

それに対して林業は、 自然的立地に対する位かな要求によつて、 

しかも 林業の相対的に 低い生 堂費によ つて、 経済的 状態の思わ し 

く ない自然的立地を も また 利用 し う る。

近年において上昇する価格がまた造林を導き 9るがため、 その 

造 株 地において相応の収益を約束する。 しかし同時 に、 造林とﾡ 

初の林業地代収益とのﾡの長い移行 湖 問、 並びにこの収益の上が 

る時期までの木材価格の展開の不安定さは、 恐らく往々 忆 して十 

分には考慮さ れなかつだ。も ちろ ん 木材 消費 は、 6 し 6人ロが増 

加するだろうとの仮定とと もに、 木材坂において予期ﾡされめ帯 

造上の変化がおこらないなら、 共同 市ﾡ cおいて 有利な 木材の 

売れゆき (Holzabaatze) を期待させる。7

経営内部的にみると、造林 はさ し当 り 農業 経営 に 対して、約30 
年間にわたり収益休止 ( Einnahmoausfall ) を生ぜしめる。それ 

ゆえ存してゆきたいぬ業経営は、 もしもその経軽営面積が食ﾡ自 

冷反別 (Aekernahrung) 以上あり、 そしてそれだけで生活が可能 

である場合にだけﾡ林を行いうる。一部の造林のために残りの土 

池 にたいして 余裕 の ない 労 ぬ 力の強変な投入 ( verstarkte Eins- 
ntz) は、多く の場合に 笹 業的利用 地の 無 約化 か よび収益増進化 

と可能にするだろう。

造林 自身 は 差し当り、 まずオーに資本 形成 ( IApitaュ bildung ) 
に役立つだろうし、そして後に子孫を教育し、嫁入仕度また農場 

分割 (Hofaugeinandereetzung) のため手段を与えるとと、並び 

に自己の代に隠居部塁を確保することなどの可能性と して考応さ 

れるだろう。

自己の経営において土地養分 ( Bodennahrung を 利 用 しっく さ 

ない"下 昭 農 ( unterbauerlichen Schicht) " の 業者達 か ら、 

完全な工業労働考への移行を生ずる "社会的な通元 ( eoziale 
Entinischung) "がみられる地方においては、当 しい工業化のす 

す地方 へ の 動機 づけ の よ らな全く別な関係がある。 とれらの展 

男を確証するための特別な功績は、学生 と 一諸に パ イエルン の.孫 

・ ヘッセンおよびとくに上部フランケン ( Oberfranken ) (訳者 

注 バイエルン 東北 部)に お、いて、特別な調査を実行したW0I一 

FGANG HARTKE 孜授 が 享ける。

上部フランケンの北東では、 工業化の進行中は近と くに 1 957年 

に大規模な造林が実行された。個々の市町村の場合、造林は一部 

では 市町村 境界 内 の 土地 ( Gemeindemarkung ) のど業的利用地 

の4 0%までの部分に述した。 大部分はその割合は非常に小さ 

く、 平均ではぬ業用地の約4%であつた。同時に、達成 された 

(feetgeetellten) 造林は、収益がただ僅かの年だけであるとい 

う と と を考しなければならない。

造林の 担い手たち はは、工業 発展 地域 におい て 十分な 貸金 を 得る 

工楽労働の方向に向わんがために、小規模な良業経営を放棄する 

人々、 またはぬ業の職業を有しない他の人々、お よび 自分の地所 

の振り向け 方 を探して いる 人々 で ある。 すべての城業群は代理( 

vertreten)される。 しばしば それは、 造林地を主に森林所有など 

の経験でも って 自由に すると ころの農業 地域 (例えばイェルン 

の森) に お•ける 造林 と 違つて、従来から今なお位かの森林をも所
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有していない人々である。

上部フランケンにおいては、HARTIE によると、 1 922 
年以来 造林面積の% 以上を もってい る 造林者 ("sufforster"と 

ェぶ) は、殆んどの 農業住民の社会集団 (Soginzgruppen) に 

編 してい る。ただ途林面積のは、 良業職業集団 (1andTirts- 
chaftlichen Berufegruppe) の処理 ( Verfiigung ) のもとにあ 

る。 "造林者( Aufforeter) "の2 6%は恐らく維持しつづけら 

れるだろうところの実ﾡの良業経営を持つてかり、他方残り ( 

的7%) は流出的た (auslaufenden) 農業 経営 に 因する。 

所有構造に次いで、HARTKEは次の よ りなととを明らかにする 

すなわち役人や会社員 (Angeet2lte) は、 最近では、 彼等の社会 

集団と提携して現存する農業的利用面積の80%を、 利子生活者 

は彼等の士地の22%を、 また労働者や団体( Gomeinschaft) は 

、いづれも各2 0%を造林している。 それにたいして手工業者や 

金 民 たち は、彼等の処運権力のもとで考慮される業的利用面ﾡ 

のうち、 わずか12%ないし11%だけを 造林 している。

小2経営の任務および工業や他の裁業における所有者たちの変 

化が、 それらに帰ﾡしている土地の振り向けを問題にする。販売 

は、 価格が固定しそしてまた恐慌にたえる有 ( Besit2) の努力 

について、希には工業の恐悦敏ﾡ性について問ﾡにする。 ただそ 

こことで大規模な良場 (Guter) または政府 ( offentiiche. 
na) は、 造林のために小分割の土地を取 得する。耕地において土地 

が分割されて存在している場合、 とくに 問 例に なる 小作 地 は、か 

な り 多く の 建家 が 労 働 力 に 欠乏 して、 もはや 土地 を 借り 入れえな 

いがために、 多くの地域ではちつとも所望されてない。 それゆえ 

その結果は、 土地の利用されないままの放母( I9genageen - 
・く知られた社会的休耕(S0zialbrachs) ------ または造

林である。

これら双方の現象は 工楽化 によ つて ひき 起されて おり、同時に 

造林はHARTKE がたしかめたように、 しばしぱ社会的休耕の"代 

任 ( stel]vertretend )"を果している。

それゆえ、 この 造林 は、工業 化 の直接的な成 果 であるのに反し、 

上述 の農業経営 の場合の造林 は、労働力の転出などに みら れる工※ 

化によつて間接的に恋起される。

後者についてはしばしば、 チューネン岡の意味において、 距離的 

に無れ てい る 土地 への 造林 が 問 題 に される。 工業からの直接の〔成 

果〕によつてﾡ業経営の放棄 (Aufgeben) が ひき起され、 そして他 

方では、 何にでも向けられる土地のﾡ林は、HARTKEC よればチョ 

ーネンの意味における内 側 の 圏 (inner Kreis) に生ずる。 その限 

りでは、 チューネン的市場近接の森林帯は再び現われる。

工業化の進行中におい て、社会的休耕に対 して造林がと くに好都 

合 を ところ の 私 経済的な 土地 は、 たしかにまずォーに、後世に対す 

るﾡ本や貯えを形成するととに努力した。 その際、 は初の※本牧圭 

を期待する ための長 期の投資 ( Feetlesung) が特徴的である。 しか 

しほ常所得 (1aufendeEinnahmen) は、工業収入によ って明らかに 

生存がたれる場合には、 さらにﾡ実にするととができる。並ﾡ P 
ための位用は、 国家の補助金 (Zuchuieee) および家族労働 と しての 

造林や 保育労 働 の一 部 の実行 によ って及ぜられる。

かくて 非 您 業 の 動 き 手の なかには、新しい 森林 所 有 形 ﾡ としての 

森林所有が成立す る。

工業化の地域における こら造株 の盛功 ( AsW1rkngeﾡ) は、菊 

々な観点のも とで評価するととができ る。

% し も 社会的 休耕 の 代り に林業的生産の場が生ずるな らば、その 

ことは土地利 用 の 形 ﾡ ( proauktiven Gestaltuns aer Bodennutg- 
ung ) の利書関係のためである。同時にそれで。つてその彩移態はそ 

の土地に留ま るだろら し-----しかし工業にないては労働人口は 固 定 

した物的な支え (dinglicherickhalt) —— 土地への拘束を (B- 
ndung an den Boaeo) を生ずるだろ う。
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従来のﾡ業的士地利用との比較では、 HLARTKEが強調するよ クに、 

実際、労働ﾡ放化 (Arbeitsextonsivieruns) が生ずる。しかしま 

た収益想放化ではなく て継業と同じょ 9なまたはそれより より高い 

生産を生ずる。

造 林の場合には、ﾡ。林業 c お け る 自然的立地の適正な分配 ( A 
ufteilung ) が広く行われるような特別なﾡﾡがある。含蓄の ある 

(einnvo2len) 計両では、 &業器営の枠内のつ土地について、 上述し 

た 造林のた めに その適正な分配が生じるな らば、 備かな立地が林業 

に向うかもしれん。

それに反 して小ﾡ経営の完全な放楽およ びその造林の場合には、 

この分配の問題は問題にたらない。実際、 HARTKBの調査に よると 

よ く 造林されている 市町村-----広範囲 cみられ る——は、 しばしば 

先ﾡな士地を示す (4 0以下の収益指数 ( Ertragsmesszahlen un- 
ter40 ) 。

しかしなおまた反対の例がある。 HARTKEによると、 ﾡ業を放 

楽した経営において自由に処理しらるだろら土地 ( Parzelen ) 
cついて、 そとをﾡ営的に (betriebsweiee) 造林を始めるがた 

めに、 過林をする場合の※については土地等級を考慮するととが 

起りえない。

造林 は、これ ら の地域におい て は、 HARTKEが指摘するように、 

すなわち" その土地 ( Parzealen ) をある一定の社会的集団に所国 

させるとと (Zuordnung) cよつて、 しかしその土地をその区域内 

( Gemerkrung ) で または ただ単に 経営 内 で生態学的に 都合 のよ い造 

林適地 (Vldbauetandorten ) にﾡさせるととではなくて."行われ 

る ・

かく してとの造林は、本質的に は 全 後 業 経営 者 の 手中に ある 現存 

の金業地での造林や、 また数十年前に行つた造林と相違する。 先知 

な 土地 とくに荒廃 した放牧地----- 1 9世紀におけるよら な —— では 

なくて、 しげしば以前の耕地などﾡ業的に利用できる土地が、ﾡ林 

の対象であ る。

漫業政策の側からは、 規模の大きいﾡ場のﾡ設のために適当な土 

地 を維持す •る ことの困 羅性、耕地整理に対する障害、 土地利用の長 

期の拘束、 耕地と森林およびその他の不都合なﾡ界事情のために、 

造林のとのよ うな方法 に 対してよ り以上の考限 が はらわれう るだろ 

う。 しかしながら社会的休ﾡと造林(Wldebestockung) との間の 

決定 に さいして、 後者が無条件にすぐれているという事実があるが 

ためにこれら上記の諸事情の短所は影がﾡくなる。"反対に人は困 

窮のときはいつでも手を返して摑みうる資本を後の世代に瓶さんが 

ために、 社会的理由から、 従来のままの利用について役に立たない 

ままに存在している土地 (PArzelen) を、 森林にする善の解決
179)

の確証をたしかめねばならない。 "

工業化によって直接ひき足された造林の範囲は、空間的に過重に 

(iberschutzt) なつてはいけない。 全体の土地利用の枠内におけ 

る 造林の 方法については、多 く はた だ小面積単位の土地 二 三 

の地域では特別な関係にある--------で 達せられる。

iD 造林 の範囲 と 計画 ( Ufang und. Panung aer Aufforetung- 
en )

造林 目的 のた め に 農 業 限界 収益地で行われてい る 現在 の 動き が、 

委くいかに大きい だろう か は、語る こと を困難 にさせて いる。 連邦 

友松 •農業 •林業省 によ る と、 連邦 地城 の30高ha が、 造林を必 

ﾡとするよらなﾡ業的な利用がされているが、 その一部はすでに荒 

れたま ま の限界地 と よ ばれ る。これに加えて同省は2 0高ha の 造 

林に値する荒廃地を指定する。共同市場におけるヨーロッパ戯楽の 

発 ⑭ は、 BG(訳者在、 ヨーロッパ 経済 共:司 体)の 他 の 諸国 と 同 

じェ ら ic ドイ ッ連邦地城においても、相当な 夏業 収 症 限界 他 が 造林 

について問ﾡになるだろら という こと を推測させる。

との造林の意義は認められている。 1 959.年1 0月3日の連邦



日刊印刷物(Tagedruksache) によると、 "ﾡ邦政府は限界地の造 

#が、 ヨー=ッべの発展»よび水経済、 気候および住民の保美の点 

に関して、意進を増大させる とい う理解”、 を代弁した。

との発奏 (Verlautbarung) は、森林の土地保全的か上び国民女 

化的作用をﾡりみて、造林の必要性が認められるというととを示す。° 

この造林は、 BAADﾡ のいら上 うC正しく強調したのみでなく "木 

材生産のﾡ点のもとで" もみられるだろう。

しかしながら、なかんずくﾡ業構ﾡ (Agrarstruktur) にたいす 

るﾡ林の意義は、生活能力と競争能力のあ る 昆合農 •林業経営の活 

あ によ つて 強調 される。 要な経営的補充としての附ﾡ的な原野や 

緑地やまた植林 地 ( Halzkulture ) を有するととろの、 はも以前の 

かのドイッの呉業経営は、 ドイッの形態学的、土 羽的 沙 よび気侯的 

係のもとで達成されうるだろ う。

中世 に 開斃された穫々な土地の篠林への複帰 (iickkehr)------  
部は絶対的林地をた す.... は、 今日それらの土地が、 とくに中世の 

開製期の終りによつて森林の再前進を結果したよらな、 "荒涼たる 

地方( /stungen )"c ついての活効を意味したのではな く て、 そ業 

ﾡ営に元気づけと支えを与る生産的林地 ( produktiver Ho12b0- 
denflachen) の活 助 を意味 した。

新規の造林を 実行 す る 羽 合、農業 の 側か ら も また 林業 の 側か ら で 

も、 造林地の組感的場所的な規定 (planvolle riumnlichofgeluns 
) が企てられる意給は、 できる 限り 森林 と 平野 ( Fozd )のあいたの 

限界横害 (Grenzechaden) を 避ける こと、 および平野、 草地や深林 

でもつてﾡ・林業経営の相応の装備をするとと ( Auss tattung ) を、 

ま た同様 cﾡ ・林 業 の 場 所 の 考速深い利用を達するととである。

典 •林斐 の 快神の一 般的 を 現’在 調査 (Begtnndaufnahme) は、そ 

れに対して良いﾡ礎を与えるだろ ら。

8BEDO試ァは、 森林と原野との間の比教を可能にせんがために

、林地評価くわしく言えはﾡ業的評価と同向じょらな評価の共 

行を促す (fOrdert)。同じ方法でﾡ業地 (Landwirtschaftユi- 
chenBdaen はまた、 木材生産の観点のもとで判断されなけれ 

ばならない。

連邦政府は諸州との共同作業で、限界収益地の造林忆たいする 

長期計画を定めようとしている。 しかしとの計面は、 「林は、 

曾 つて 親 業 的に 利用 されて いた 土地 の 動態 的 性格 を 担い、 そして 

その時々の所有者の意志によつて決定されねならないから 連 

邦企福・ ﾡ業・ 林繁省の見解にょつて「動かし るそして固定し 

ない規則で取締られるべきである」。

業組載のと くに 新しい 彩成 (Nougesteltung) のための造林 

の意義は、 そのために公的手段(6ffentliche Mttle)が用い 

られる という ことを正当に表面に出させる。

それゆえ、造林の推進 のた めに は 連邦政府 は、林業的処ﾡにた 

いする手段の範闘内で、 回収を考えない補助金 (verloren Zua- 
chiisee) を用 いた。

また動WGにおいては、 よく知られているMANSHOLT 計画の 

被囲 では、 a業的限界収益地の途林およびぬ業組徴の改省に対す 

る一定の手段によ るﾡ求が。く ろまれている。

03 土地 保全 および 国民 文化 的機値の立 地 として の 森林 (Der
a.ld als Standort landes-und volkekultureller FunktiOnep

・ しも森林が空 間 の 一部 を要求 すると して も、 とのととは今日 

機密に植民している地域においては、 必ずしも 林業 の 収益 行為 ( 

Ertrageleietung) が生ずるとは限らない。 土地保全お上び国家 

の 地 計画 ( aumplannung) の範囲内では、 森林事情によつては 

またその立地は、 よく 知られて いる福祉作用 (Wonlfahrtwirxun- 
gen) を交全にせんがため、すなわち 風 や 水 侵蝕 および 也 の 危険 

から土地を護るために、 そして水経済を規制せんがために、 しか 

してま た住民に自 由な 自然の 6 とで必要な保養の場所を保証せん
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がために、 自己の立場を主張しうるだろう。 土地保全的な意味に 

おける保安交林と禁伐林 ( Scnutz --und BaanWaldungen ) お上び国 

民文化的、 社会学的ﾡ係に おけ る自然公団やその他の保然株 (e- 
rholungswaldungen ) などは、 この目的のために 維 持されうる。 

もちろんこれら 保安 ♦保養 機能 をもった琬林 は、 また同じく木材 

利用と関連させられるだろう。

またﾡ安益の場合に、 木材生産の経ﾡ的立地でなく自然的立地 

が与えられている ところでは、 国家は、 ﾡ家自身経済性について 

の考なしに森林を保板する薬林所有者と してか、国家は公的資 

金の補助金によつて私的所有者に森林維持を可能にするかして、 

土地保全 に 関係して 探林を 維持する ことの 凝 務 を負っている。な 

お極ﾡな非経済的保安林の大部分はﾡ家の所有にあ るがために、 

然者のことはごく議である。

また保養林の場合、支出にたいしては公共のために準備してい 

るなかから生み出される公的資金が、 間ﾡになるだろら。

保安林の所在する位量 (etandortliche Iege derSchutzWal- 

aungen) は、自然的決旗によ って制約されている。 それは大低は 

山協に、 または人為的にはまた河川#の傍などに存在するだろり。

保養 林 の 位置 は、 非常にしばしば大きい町の近くに存在するだ 

ろう。この合は近くの散歩者やイキング往来のために 町に近 

い地 帯---- とれは事情によつてはチューネンの場合より もさらに 

一層近くにある.....が問額になるだろら。 これは同時に、 澄みき 

つた空気が稀にしかなく、 そして欲しい"財(gut) "となつて 

以来、 大きい町やその住民の"緑の肺" として役立つだろう。

以前の調査で ドイ ッの町々Cつて、 そのと う な地の位置が、 

地図上に 適当に (kartenmdggig) 示された。 ドイ ツの住宅地 

域 (Wohnsiedlungsgebiete) の新しい計画は、 この上うな株林や 

公地の維持と造成について、すでに 数 十 年 以来 者 感 してい る。 

北部つ州においては、 しばしば衛生 都市 が、ﾡ立した郊外の町 

として深林のなかに埋められる。 近代的なソヴエ トの都市計両も 

また、 町の中核の周りに一つの輪の森林を用意する。

町 の近傍 忆 おける保ﾡ来林と並んで、 町から遠く難れた 森林地 

域もまた、 週末や休ﾡ滞在のために益々多くのつ保整目的(締げら 

れるだろら。 "自然公岡"連合( Verein) の運動によつて、 こっ 
185) 

ﾡ合" 自然 公園” の造成は可能性 を示す。

BAADI、保業公団風飛 (Erhclungspnrklandschaft) の形 

韻にかい て、 森林のなﾡをとくに強調する。 彼の主張によると、 

・ ョ-ロ ッパおよびとくにまたドイ ンの公固風景は、 ヘ々の居住 

地、 会書の生産・エ業製品の製造およびその工場が、経済的地扱 

計画の意味 に お•いてどのよ らに杉成され、また然林、草地、原野 

のなかにどのように埋まるかによつて、姿化するに途いない。 との 

目標はまた農業限界区益地の途朴に役立つょ うに 言及 すべ き であ 

る。

休姿の場としての森林については、 RIEHL の言葉がたしかに 

常に より妥当する 6しも われわ れが もはや木材 を 需要 しない 

として も、 われわれはそれでも森林を必要とするだろう""われ 

われが枯死したﾡ木を必ﾡと しないに して b、われわれの肉体や 

密 魂 を 眼 め る ため に は 盛んに 成長 してい る 緑 が、よ り一層必で 

あろり。・17

(1 株 業立地の 世界 経 流 的 考察

( Dっr fOrstliche Stanaort in weュtWirtschaftlicher 

Betrachtung )

小範囲 の商業国家の終末 によ って、 経済と交通の発展は世界経 

済の場を創りだした。 もちろん木材のような尚り財( Mhssengi- 
ter ) が問 a cなる 限 り では、 鉄道 交通 と 並んで とくにまた 海路 

や内海航路の水上交通に関する交通技術の老しい発遂は、 大陸間 

の経済関係を前提に している。
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重い常り財としての木材が、広範囲な陸上交通に組み入れらる 

ためには、 特別な困ﾡがあつたしまたある。木材は 緑 送と高った 

積荷のために、ﾡ送と利用が中止されるほどの高い費用価格 

ostenpreig) に,急速に 達する。自己の森林を意のままにできない 

比較的かな地域において、 事情によっては木材の代りに他の 

原科や燃料が用いられる。

交通的 七僅か しか 開かていない 地域----- と く に水上交通がな

い----- で は、 チューネンの仮定に似たよ らな町の保護に役立つ 

森林が集落の近くにあるとい う.と と を今日なお観察するととが • 

できる。 この観察 は ソヴェト、 中国、 日本およびエチオビアに 

ついてみられ るぱ

経済的に開けていない地域におけ る局 部的な らびに他地方的な木 

材市場は、実際、木材の 運賃 費用感度 (Frachtzoatenempfindュ- 

icnkeit ) cよつて制約され、 その地域の自合的頃向のもとに著 

しく爆立ってい る。けれども既述の輸送改善は、 遠く離れた木材 

過剰な らびC木材不足地扱において、ただ 自国 内 の 内部だけ で な 

く諸国間の木材商業関係においても、供給調整 を ひき 起す 可能性 

をもつている。 なかんずく者しく発達している水上交通は、 非常 

に遠距ﾡでの木材を比較的際面に運ぶことができ るという経済的 

な前提を創り出 した。

交通の発達はﾡ送修を比教的大きく引下げた:近頃では、 との 

ことはとくに海上谕送について妥当する。しかし交通改善によつ 

てひき起された輸送網(Traneportetrekken) の拡大は、 そこに 

おいてほ終価格の分配分を絶絶対的に もまた相対的に も高めるのに 

関与している。 それによつて ﾡ 送 堂 は ・ その塗送改差の登なのも 

とでは送定的を立地・西要園として有力視される。 g
E アG や 自由 貿易 地帯の ような 大きい 空間 は、 とくc画 交通 

の拡大と圧縮をひき起す。 このような大きい空間または世界地放 

cおいて、輪送費は 財の 生産 と 分配の場 合 に 血 要な 役 制 り を果 

すだろう。

チューネンの交通解店的立地帯の意味において 世界経済の発 

展を理解せんがために、地上全土にわたつてチューネン圏または 

それにﾡ似の地帯 を 徐 立 する 試み が 幾度 か 企て られた。
1OY

想い出すことができ るのは LAUR------ こ の場合オ2帝 (局地

帯) お上び外方の 燃 材帯 における林業が含まれる-----な らびに、 

ととに北西ョ -ロ ッバにおいて通々 な耕作帯につながつている 

市場中心を仮定したWVAIBE Lでち る。かなり一般的に人々は、 

ヨ -ロ ッパ の 工業 地域 や と くに よ く 一部でみられ る 開 

発のおく れている機耕地惑の東ョー ロ ッパオ らびに植民 地域 の 

アフリ カの経済時期 (ﾡrtechaftsperiode) においては中心 (

品ttelpunkt ) をみることができる。 そして地球上における他 

の部分 は、 原料や島産 物 に 网 する 国際的な 分業 の 方向 に向 ク 9 
株薬はWAIBEが指摘 した ようなヨーロッパの地帯区分 ( 

oneneinteilung) なかんずく西部な らびに 中部 ヨーロッが含 

まれるオ2ﾡにおいて、 とくに西部で広葉樹林で、 また?士 

地帯 (Sandboden) や山岳地では針業樹林で代表している。け 

れ ども 当後地術の群作地域は、 部な らびに北部における植民 

の希はく な 森林 地 域 のオ 3 地帯から追加的な木材術災を得ると 

と ろの一般にいわれてい る木材商ﾡ地放である。

世界の一を考察するのと同じよ"、 ヨー ロての境界を 

越すと北 ョ-= ッ パ か ら 北部 ロシャやシベリヤを 過 ぎて北ア リ 

力の方べびておりかつ地球上の重数な針ﾡ謝林庫を含んでいる 

広大な 北 方 の 針:集 陽林帯 が、 また大部分未だ開発されないままの 

熱帯 の 練 林市 にか こまれて いる アフ リカ から マレー多島 海 と 過 ぎ 

南ノッ カの方へかけ 強査の委林ﾡ が存在している。 ここにはま 

た将来の木材供給 にたいする 大きい貯えがあ る、交通上ならびに 

居住上避隔の他ぷにおいては、 今日でもなお約2 0億 haの 未開で 

かつ未利用の森林お上び1 0係 ha以 上の接近し易いが しかし利用
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利用されていない森林、 合せて約30億haすなわち地球上の全森 

194)
休面積のがある。

ﾡ業地帯の背後で市場から遠くﾡれた地ﾡ、 すなわち気侯的な 

理由から集約的ﾡ業ﾡ作に適さずまた同じ理由から脚密な植民に 

も適さない地域において、 まず森林帯が現われるといらととが、 

立地配置の意味において重要である。地球上の森林面積 (ﾡ木林 

を含めて) は、 一超めにすると地球表面積の3 3%の部分に当る 

44億ha を包含し、 そしてそれと同時に農業の部分(24%) 
を越える。

市場上 り 遠く ﾡれた森林帯の状ﾡにたい しては、自然的立地が 

央定的である。 しかし立地を利用せんがためには経済的な諸前提 

を同時に検討せねばな らない。

輸送 関係 の 改善 と〔ﾡ送ﾡ〕の値下げは、 と く に水路について 

のそれは、先ず木材供給にたいしてたえず新しく かつ遠くにある 

W 林地域を開発せんが ための 前提条件を 創り だしている。それゆ 

え地球上における本来の木材供給地ﾡは、 大部分が市場上り遠く 

れたととろにある。

しかしながら地球上のこれら市場 よ り遠く離れた森林地域は、 

木材利用を値常的かつ不変な 状態におかれていない。 その森林地 

域の土地の利用 を決定づける のは、 大規模な産業地域・木材販売 

地域における木材価格の高さである。 森林利用と木材占有地帯は、 

その状態 ( Stana ) c応じて、 自由に 利用 され かつよ く 呼ばれて 

いる0-地帯に比べて変化する ( verechieben sich ・ それゆえ 

それは、 消費地が固定し生産地が変動するといらチューネンの理

と異り、反対に 生産地すなわち林地が 固定 し消費地が動き 易い 

と MARTINがい う よ うな ものと も必ずしも 同じではな い。MAR- 

TINの理解は、味 林 の 利用 が 例えば保安林 の ように その 利用 を 困 

ﾡにしそして経ﾡ的な意味においてちつと も収益を上げえない場 

合、 森林を持続的な利用の状態におきなおまた国家的な範囲での 

生産的な利用すなわち森林を持続的に維持したいがために、 ただ 

絶対的林地にた い してだけは無制限に受当する。

しかし占有的な利用 ( okkupatiorische Nutzung ) に関して、 

造林された森林地域 で持税的 な 森林経営が 行われ ない限り、 別な 

関係がある。この場合未開発な地方では、 利用 場所 すなわち利用 

すべき森林は、 位置と面ﾡ範囲によつて 大きく左右される。利 用 

が経済的な状態において往々輸送俊で可能であつたにしても、市 

場はその輸送 費の追加 と一定の価格に よつて決ま る。

この 区別 の 場合、人 々 は 世界 経济的 考察 において何か強調して 

目いうる。 :造林は自然的立地にしつかりと結びつけられ、原始 

益の 森株開発は可 動的であり、かつ その 変林四発 の 星 ﾡ的立地 は 

収益性ととくに 価格や販売 費 によつて決められる。

新しい 森林地域 を経済的な 状ﾡにおいて利用状態の も とに含め 

ることの可能性は、 合輸送的視点のもとで意のままになる塗送可 

ﾡ佳 ならびにま たﾡ送するための 材 性 に 依存している。 木材は重 

量波損原料 (Gewichtverluetmaterialien) にﾡするがため、森 

林地域における木材加工場の設置とそれによつて出来る限り半商  

品の木材を運送するととは、 林産生産地域を本質的に拡大すると 

とができ る。遠隔 地域 は" 輸送強度 (Verfracntungsint 
ensitat )"c上つて保護される。 :A.wEBERの立地理論の意味 

cおける" トンキロメートルの最小地点"は、 原料問題配置に上 

つて影響される3

かくて遠く隔つた森林地般を開発する問題は、 おもに交通経済 

的 な 制 約がある。労働力の調達の問題は、 技術的組破的な開発に 

たいして決定的でない。そのような点で、チューネンが立地にお 

け る労働集約的な遠心的作用について仮定したのに比べて、 今日 

では逆である。労働粗放的経営目的 としての森林利用 は、典業の 

労め集約的な形態が可能であるより も市場からより離れていると 

ころで一 層たやすく行う こと が でき る。 森林利用のために支払わ



れる賃金は また市場よ り遠く離れた場所でより低いというのではな く て ―— 

主に国議な環境条件に対応して——居住地放における より も一用 

高い。 "深林地ﾡ"において作業に従事しているスエーデンやノ 

ルウェーの森林労働者のより高い賃金事情は、 一役にまたスカン

ナビヤ諸国の一般的な賃金水準によつて制約されている。 しか 

しこれ ら より 高い 賃金 費用 は、 自然的かつほ済的に制約している 

森林地帯にないて森林利用の立地を害しない。

世 界 経が的な関 係 における 林 業立 地の経済的 状態につ いて、次 
のような前提がある。すなわちチューネンによつて仮定された艦 

済的 静送 の 市砌 配置性、 経済性ならびに"合理性"の市場経済的
197)

な条件は、 国際的な関係のもとで与えられる。

林業の 滝翁的 立地の選択は、諸大陸 間の 交易 の範囲 では、 木材 

が 国内 または 国外 におい て よ り 多 く生産されう る しまた生産され 

る答であるかどうか、 そして地球上のどの部分において森林利用 

の経済的に有利な立地が存在するだろ らかなどの 間 で決められ 

る ・ 国内におけ る 深林利用 については、国内 の 生潼が 自然的な 森 

林 立地に 従つて常 に遠隔の諸国の林業と 滅争するととができ ると 

ころの ほ述の彼用節約諸要奈-----と く 泥 渝 送的 な諸関係に おけ る 

- が、 非常に重要である。 適当な水路は、 もちろん経済的な関 

係 におい て 輸送路を 著しく •域 らしかつ縮少させう る。 危険は、新 

し く ﾡ発す る原的林の帯ﾡの開発的利用----- しか し多くは当分の 

----で あ る ・

地器上 の森林面横の経済的競争にたいして、需要 と それ«こ.上 つ 

て決まる木材価格がとくに重要である。 木材価格は、 結局、 自然 

c よ って与えられてい る大面棋の森 林---- そ れ はでき るだけ人領 

に つて荒ﾡされていな い.... の らち、 どれだけが"利用ﾡ林" 

と して奨求さ れるかでき ま る。それはいまのと とろ地球上の森面

のただ (3 4 %) だけである。

県落、 保鉱場、 および工場殺ﾡの土地ﾡ求が・林業の経済的 

な土地利用に殆んど常に先行 (vOrgehen するがために、 木材供 

ﾡの充足のために問てにな る土地の競争は、決 業 の 士 地利 用 に 関 

して も問ﾡである。

経 済的 立地に 関する 農 ・ 林業の国察的競争においてま た 同栄に 

国家的範囲においてﾡ用節約----- と く c崎送ﾡについ ての----- は 

、市場距雑の増加又は波少によつてきまる。だけど 多く は制限 さ 

れた国内の空間的諸関係の結果、交通 経済的 契嘰と ならんで 国家 

の生産能力と社会政策的考慮の要求 (Forderung) がまた立地決 

定にたい して 決定的 で ある。

・家的な 計画規制が存在 しな いか ぎり 経済的な原則は、 土地利 

用 形態の立地 配 E と常に決めるだろう。

その* 斉 的 な変化の影響は、 河時 c 軽 済 の 集 約 段 階 ( Intens- 
ituteetufen) 、 また 世界経済的な 関係の適用 の 場分に 妥当 しう 

るだろう。

地球上 の 種 々な 森林利 用地帯に おけ る森林利用とその種々な集 

約度 にたいして は、 機突政資者日ERLEMAW良楽についてしば 

しば述べていることがよく妥当する：すなわち、もしも人々が祖 

放化を避けて RLEMANNのいら " 効果的な ”作 業方法を 達しよ 

うとするならば、 労働 用役の 勝貴 とそ の 困 確な 入手 がま た林業 に 

おいて械の著 しい投入を強い るがために、 古いﾡﾡ地の 利ﾡ な 

ﾡ民地域 では来の " 弊約化段 階 ・ が"微械化区崎 ”によ って交 

代 される だろう。地球上のな林のもとにおいて保育と生産等級( 

feigtungegrad ) が 高位をしめている ドイ ッの山 林 において もま 

た、 後 用兵約に上 って 受も高い現収 を得るための 半の ﾡ向 

は、極 済 的な 考慮 の 圧迫 の もとに だんだん 書部 ゆ の 節 約 とる れ (c 
E る 登唱ﾡ物的な生産方法 のため の登改投べみ aに替らばなら 

ないだろ ら。

希は く な 植民 を らびにﾡくﾡ発 しかかつた 森林 池域 —— と く(に 

御 外 で の------ - cおいては、 上記 の 登球化段商 ( 近 来 c おけ る と



同じょ 2に) 主 に機械で もつて作業しかつさ ら に 占有的な森 

林 開発を行っている----- と は反対に、 その 土 池 に 造林 を 行い そし

てそれでもつて遠い将来にたいするワ際的な木材供給を持続的に 

交定するだろうととろの、 集約的段随 にしたがらだろり。

世界的なより広い視野に本ける造林の実行によつて、 地球上の 

大 部分-----直 ちに利用できないﾡ林面ﾡは他地表面微の約2 0%を 

包含する —— は、 生産目的を遂行し林業のﾡ済立地を 根 本的に拡 

大するだろう。

との終極的な簡単な地理学的考察は、林業の"現実の立地"を 

示すためにﾡ済地理学の課可がいかな る %のである か2試 み た。

との現実の立地がまた経済学のい う意味における " 合理的な立地 " 

となると いう こと は、林楽のﾡ済的、 自然的立地を一つの単位に. 

融合する将来の経済的発展に委ねる と とである。

将来の立地記 磯 のために体大な空 間思想家 チューネンの言葉が、 

と くに印象に残つている : "現実には、 すべての現象はただある 

目標にきするための過慶的俊階であり、未だ 遠い 目標 があ る !4。

(10 総括的な後終的考察 (Zusammenfaesende Schlussbetrac- 
hlung )

経 済的 立他に関する 総括的 な研究のための出発点は、 チューネ 

ンなどの古典的な型論であつた。 チニーネンはほ初のﾡ民経済学 

者として林業のﾡ済的立地を研究し、 そしてさらに林業から彼の 

基礎的、一般的な空間経済学的識をﾡいた。

チューネンを正しく型解するためには、 は近の文献についてま 

で彼の方法と計算を追求するこ とが必要であつた。 その際用いた 

林業的な進礎と突行の方法において、 多くの矛盾 ( Ungtimmigk- 
eit) が明らかになつた。 正しい収統報告 (Ertraganngabep を 

いる場合には、 チューネンのやり方は市 場 から述く れ た 立地 

に 休業 を かく ことに なる かもし れな い。 なおそのやり方 を訂正す 

る場合、 林業は、まず オー に 彼の 時代 の 諸 関係 の もとで は、殺 作 

よりも 前の 立地を要求しらうる。 もちろんチニーネンは、林業の大 

きい立地的優越を許容しない。 しかしほ後には、チューネン的 立 

地法則は、 林※に関してはまた原則として正しく証明され、 そし 
ウnつY 

て今日 もなお価値をもつている。との事につい て私はHELFERIC合 

を引用して林業ﾡﾡに関して率直にのべてみる。 "しかしながら 

チューネンの研究の意義は、 行つた計算にあるのではなく、 彼が 

遵守 した方法にある。 たとえ仮定される数的価値 (Zahaenwert) 

が論拠のﾡ弱な もの ( unhalt bar) であるにしても、 この方法は 

関心と価 値 を 保 つ "。

チューネン は 交通瞽 関係 の 伝換 ( Chneteュlung) を 予見 し えな か 

つた、 それえまた交通技術と 運賃率事情 の変化6予知できなか 

つた。 強力な 共同経 済的 な 方向 の 負担 力説 (WortprinzP ) に 

よつて就成された ドイ ッ の運賀政筆が、木材の。 陶送抵抗 (Tr- 
ansportWideretand) を波じる。面横重量収穫によつて制約され 

る ﾡ 送 負 制 約の考慮の場合には、 主に中ﾡ作を結合した拠業 ほ営 

が、林業より も 市場に近い 立地を 姿求す るに違いな い。例外は、

に純枠な ま たは重量のま さ るﾡ科作およ び一部はま た 改作 謎営 

の場合に生じている Kcすナ きない。

市 芻 から 遠く 集れて いる 立地 は、 業にとってはとくに 交 型技 

ﾡの発艦によつて可能にされている生(パ 近代的な 交通手段 

にょって、 いﾡり財の木材は、長臣ﾡにわたる経ﾡ的状態にお 

いて、 また広況な空間お上び林 業的立地 において、市 務 より 遠く 

離れた辺地帯まで拡げられう る。 しかしながら 渝送費 の 立 査は 

、 木材輸送網 (Eolztraneportetrerken) の結合された花張(にと 

もなつて 一岡 低下される。

チュー ネ ンの不波の功 績 は、流通経 、問 的 お よ び交通技術的変化 

に依拠しない ( unabhangig ぬ ・ 林菜の 生産物 に たいする 输送費 

の意ﾡを初めて認めかつ確定させたこと である。

一-78-



全体の土地経済と同じ上 うに、林 業立地の 交経区的依存 C つ 

いてのみ裁は、 自然的立地の大きい意後が十分に認められる 今 

日でもなお一層考ﾡするととに 値 する。 との認常は、 地城の経済 

的統合( Integration ) を進めるものとして一常正投であり、か 

つチニーネンの空想的な " 见 立小 司 家” から、 自中滅争のも とに 

個 々の挙済分野-------そ れに維つ て林 業もまた ------ が混在し、 

そして諸国間のうちから“ 非常に 豪い ( wohlfealsten)"年済的立 

地を得んと努める大規模な世界年済的市場を側り 出すとと %でき 

る。
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訳 者注

運賃負担力説 (YertprinziP) の意味については、交通経 

済論の運賃学説においてﾡぜられているので、 以下文(から 

と の問唱につい ての説明力を引用 してみる。

「運貨決定には、(1)輸送貨用による生産俊脱、(②)輪送に認 

め ら る価値によ る輸送価値説すなわち負担力説、 さ らに(③)そ 

の折裏説があ る。

ズ ミ ス は 生産 費 説 の 立場 から 料金 は 馬車 の 重量、船の能力 

に応じてﾡ定すべきであると している。 それと同時に一殺大 

衆の交通過重負担とな る との 考 照 から ぜいたく な馬車に対 

し制高の率を課す必要があるとする負担主義を認めている。

映 道 ・A船会社は自術上負担力理論、差別 運賃制 を強く圭 

張し、 学者も河じ立場に立つ者もあらわれた。 しかし この 説 

を座例したのタウシッグである。鉄道の差別賃率選論はま 

ず 総 費 用 におい て 固定 費 あるいは間 接費の比率が大であると 

と、 またその位用のﾡ送単位に対する科学的割当が容易でな 

いことの理由に止つて負担力あるものに多く負担させるとい 

ら埋論を展開する。 またタウシッグは差別的鉄道運項の結合 

生産公説によつて競争下において も 価格分岐制、差別的運賃 

制が発生しうるとしている。これに対しピグーは厚生経済学 

の 立 場 か ら 差 别 運 賃 理 論に対 して新 しい理 論 的基礎を原価主 

後に与える。

ﾡ 近においては運ﾡは原価を基礎とし、それに 適正利 聞 を 

加えたものを適正運賃とするﾡが強くなりつつある。 もちろ 

んこのばあい往復交通のごとく結合後を認められるのであつ 

て差別運賃 も あ る範囲内において認めるべき ととが含まれて

いる。その意味で新しい折哀説が有力な学説となりつつある 

」。 P.96
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(b) (g)
Grinen Pan (ﾡ業計画) は、 現在西ドイッ#邦で行つて 

いるもので、 その内容は年次報告のかたちで公表されている。 

例えば 農業 基本 問 题 本 務 局後 辞 に, 1 959年ﾡ西ドイッ島 

業計画(原文と解説) "があり、 これ によってこの 計 画の内 

容を知るととができ る。

e)
Beklohnは、 充分な労働能力があり、 1年中仕事をする森林 

分ﾡ者をﾡ準と してﾡ 金率奏で定められた 1時当りの1金 

A)
配HTは、Einheitetarif firEauerldhne (伐木夫に対す 

る統一滑金率 表)の略

e)
Tariftage は、 賞金率表の 歩礎 にえつている労働日数

Welches <nuppeユh012 ゆ、 牧木 (ボプラ ヤナギなど) の末 

口皮付直径7〜1 4cnの短尺丸太 (刷らないもの)

Einheitewert(統一価価) は、文()P ・188〜182に上 

ると、 大載省が課税の対象とするために査ﾡした経営単位の 

評価額で、収益価をもつて価されている。

なおーベッッ (Abetz) が、1957/58経済年便のバー.デン 
※

. ビュルテンプルクにおいてﾡ林ﾡ生産の有利性を考察され 

たときに採つた Iinhneitswertは、 ヘクタール当り800マ 

ク以下を対象と している。

※ Abetz:Ertrag und Eink?mmen aue 「And"irtechaft und 
Foretwirtechaft in gemiechen bauerlichen Betrieben 
女m) に熊府技官の全訳が所収されている。

オ21、 22図に示した「各種のﾡ業およ び林業経常にお 

け る 純収 益 利 子 を 考慮 しない 芻 合 を 考 過 する％ 合 」 

のK、 マンテの所論については、 死に熊崎実支官が文間P.87 
〜 8aこ おいて論じ らせているので併せ参照されたい。

「生産の改門化に向ら分化を促す諸力」および「多方面の生 

産について統合を促す諸力」について、 プリ ンクマンは女« 

P.112で、前者を分化力 (Xrafte derDifferenzierung 後 

者を統合力 (Xrafte der Integrierung ) とよんでいる。

Ersparnisindex(節約指数) cついて、以下文からブリン 

ク マ ンの所説 を少 し長くなる が —— 後 c出てく る 地代指数の 

理解 を も 助ける 意味で----引 用 してみる。

「ﾡく香人は単位価積の土地から、 立地を競争する一切の 

生産物が 同 一級 貨量を生産するものと仮定しつつ、単にオー 

に掲げた事情だけを考祭する。 然る時には、 交通地位の良さ 

お 上び政得生産物の種類と と も に 変化 する一 切 の 費用 要求 が 

配役力と して生産の上に作月する。併してとれらの要楽は、 

一つ に は 販売 (こ 際し発生 する 所 の費用 (広義 に於 る 運費 

) 、 二つには生産である。 してほ述の如く、販売 ※は 求 

心的に、 生産災は一部は同河様に求心的に、一部はとれに反し 

遮心的に作用する。労銀及び自家生産の経営資本 (経営ﾡ本 

中の炭場部分) から成る生産賞構成部分は遠心的に、 工業的 

起源の継営資本からなる生ﾡ成部分 (経営条本中の市場 

部分) は求心的に作用する。 何となれ周知のごとく、交通 

地位の良さをずるとともに前者の価格は低下し、 後者の面 

略 は 藤 貴 する から で ある。故に生彦を市場にﾡ引する姿極力 

〔(Endkraft)〕は、 二つの税極的方向を有する力と、 二つの消
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極的方向を方するカカとからなる。すなわち単位織価及び位 

距難当りに計算して、生 施 物 の 調 達に当り 運 及び工契的 

製造 に 像 る 権 営 手段 が 多く 必要 であれば ある 程、 又人的労の 

及び 自家 生 至 の 物的 経常 手段 の 所要 宛 が 少ければ 少い 瑠、そ 

れだけ終極力はより強力であり、 市場は生産物の上により大 

なる牽引力を及ぼす。他の方法で更に理解し易く述べるなら 
・ ・

ば、仮り にある生産を継続的に次オによ り 良好な る交通地位 

に 位 宛 すると 考えよ。 しるときには阪売ﾡ及び経営ﾡ本中 

の市場部分に 対す る 用の飾約が、労 ゆ 及び経 営 資本 中 の矗 

場部分の勝供により幾分相殺される。 両してとの相役の慶は 

、後者の費用部分が：絶対的に、並に溶調途費の枠内に於て 

大なれば大なる程、より 大 で ある。それ故に、 市場が各種の 

生産物の上に立地要ほと して作用する終板力を数字的に計量 

するためには、 生産立地が市場に一定距離だけ近接する時に 

、 単位載価当り 発生するな用差異全部を合計する と と を必要 

とする。その際、費用節約高はブラスの大いさ、費用増加高 

はマイ ナスの大いさと して取り 扱われなければな らない。一 

例を挙げてこれを説明すれば、

今、単位重又は成貨の生産に要する所の

労ﾡ単位放を A を以て

自家生産の経営資本単位数を 1 を以て

工業的製造に係る経営資本単位数を K2 を以て

表示し、市への臣離がx単位距離だけ短縮された場合、労 

紛単位の 費用が 0.10だけ、自 依生産器営 資本単位の 俊用が 0. 
12だけ勝 はし、他方工業的製造に 係る 径営 資本単位の を用が 

0.20だけ、 生産物単位載貨当 り 版売ﾡ用が 2.00だけ低下す る 

と仮定する。然るときには市場がとの生産を布引する終極力 

----- E-------は次式に 止つて表わされる。

E=2+K2 * 0.20- (て1 * 0.12+A* 0.10)
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そ れ故にその大き さはX1.(2 及びA相互間の比率に依存す 

る。終極力は変救«2の数値が増加し、 又変数X1並にAのﾡ位 

が 減少 する 時 に 增 大 する。 ﾡに各種の生産物は、 事情に上り 

て単位距離及び単位載貨当 り d 々な る 連 賃 額 を 要する 事情 を 

もﾡ慮するならば、 常数2の代りに或変敗を式中に挿入せね 

ばならない。 救位Eは温節約額からﾡ用ﾡ加額を控除せる後 

c残る節約余剰を表わすものであつて、単位載価の ﾡ約指談 

(Ereparnisindex) と称するととができ る。かく て吾人の考 

究のﾡ果は次の命ﾡに迷約される。 その他の事情の担金しい 

場合、市場による立地配ﾡに当り絶対的は良の立地を獲得す 

る も のは、は 高 の簡 約 指 致を有 する生 産物で ある。」P.150～ 
P.153 ・

な お地 代ﾡ数について、 同じく文«から引用すると、 「生 

産の、 又は軽営方式の函位を決定するものは、立地が市同に 

近づける場合に発生する生産あの生産賞及び運像4用の、単 

位載賃 当り計すせる節約余利ではな く、単位画償当 り 4t座 

せる節均余到である。この 余剰 は、 交通地位の良さが逮増す 

る 場 合 ic 個 商a の生産物の生産ががくる増加地代と事実上同一 

で ある 理由 から、 節約指散と区別して地代指& ( Grunaren- 
tenindex )と呼ぶととにする。 」P.155

)

チェーネン は「競争生産物 の 地代 負担 を 考慮 しな く、4に二 

作物の代用についてであり、 競争生産の地代負担を理解しな 

かつた」点については、農業経営学でしばしば, ore crop 

theory, tw。 crop theory" の否と して命ぜられている。以 

下文)から この問 a cついての 所 論 を引用してみる。

r もつと6ブリンクマンは別の意味でチューネンにはみら 

れなかつた地代論の発展をみせている。 つまり リカルド以来 

の地代 論の遮本的原因であつた自然的豊度は、 実はその前提
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こ「一つの 渋 つ た 作 物」が ・ 成.い は 作 物の一元化が考父られ 

ていたのであるけれども、ヨ 産 といら ものは本 ※そのよ うな 

ものではない。一つの登慶は或る作物には、 登士として作 

用するが、 他の作物には必ずしもそらではない。一つ一つの 

作物は、 それに適応するﾡを6つている。 ここに地代論は 

経営学的 に one crop theory か ら ti。 crope tne0ryc 移らね 

ばならぬ。 プリンクマンの指摘するととろによれば、 作物は 

そのﾡ類に従つてそれぞれﾡつた豊変を示すのみでなく、土 

地そのものの性質と して土ﾡの公の担造の下にと くに収 益的 

でないにも拘らず集約的耕作を余係なくされる土地、 或はこ 

れと反対にﾡ放的耕作によつて、 よ り収益的な土地があつて 

土地の登度と集約度との間にはチニーネ ンがその交通的位置 

cおいて示した如き面数的な意委は見出せない、 としている。 

かかる土地の多元的 利 用 は、地代埋 ﾡ c代 用 原 理 ( elterna- 
tive use theory ) の採用を必残ならしめている。 しかしそ 

の裏づけとな る微用ﾡ念はすなわち oppOrtunity costで あ る。 

このょらを作物の種額による土地の多元的利用は、 必ずし a 
あ る 等級の 土地全部 を一つの作物が他作物 を全面的に排済し 

て、 その立地を独占するのではなくて、 各等級の土地に従つ 

て、 各種 作 物が多面 的 に作付さ れ、作物 相互 の 結合 謙 式 の 差 

異 として あらわれる こと とな るのであつ て、 とれが経営 組ﾡ 

と決定するﾡﾡな指保となる。 すなわち池代論はととにおい 

て単に二作物の選択、 代をといら 問 国 の 決定 者 のみ な らずす

んで作ﾡの結合関係-袋選択の決定考と して 役割 を 果す 

ととが要求される。 」P.115～P・116

「公二.道 望 に とる 配 置 (Produktionskostenoriontierung) J 
cついての脚注1 5 5) 、 すなわち BRIぶMANN、 "Cte 
-onomil dee Iandwirtschaftlichen Betriebes"8.90 を、さ 

さ て示した文 il) ——大 概 訳 か ら以下引用してみる。

「自然的生歳配ﾡと交通による生産配 嫌 と の 間 には、凡 ゆ 

るとれらの点で深い一致がある。 前者の場合に於ても、 後者 

の 場 合に於ける と同様に結局に於て配置力はブラス及びマイ 

ナスの方向を行する個別力の合成である。唯々相途は、 これ 

等 の 個 別力の共通の根源がﾡ早市場地位によつて条件づけら 

るる運搬費の差具になく、 自然的地位によりて惹起せらるる 

生産 費 の •差異 に 存する ことに ある。交通地位への、 生権の原 

応が状本に於て運搬ﾡによる配置であつたが、 河様に、生達 

の、 自然的条件への順応は結局に於て生ﾡ費による配置(

Produktionskostenorientierung)である。こ の 場 合には市 

場 配ﾡ の場合の如く、一切の作物初が凡 て同 一地点に向つて競 

争するといらととをしない。若干の 作物は己 に 相互間の電争 

なしこ、 夫々異れる立地に向うという事実が勿論存する。 ラ 

イ炎は小表には唯々余儀ない場合にのみ臨区を誰るが、 しか 

し鷹鈴啓は牧草には大抵己 に 自発的に譲渡す る が如き である 

・ 」P.184～P.185

「ﾡ々 な市場距離における輸送賞のウェイ ト の 後和 と 生産 費 

の地方的な水準化は、それによって潴済的立地の意登を減じ 

、 反対に自然 的立地の意義 を者しく する」ことに ついての脚 

注158)、 すなわちBRINKMANN、 "Die-Oxonomik.・・" 

8.118を、 さきに示し た女6——大訳----か ら以下引用し 

てみる。

r 交通発達によ り ﾡ起せら るる立地推移の内部的相関々 係は 

、 との種の一切の進歩は再三述べた如くぬ業生産物を版売す  

る 崎 合 に 発生 する 失費 の 減 少 とい う事と同意接を有する とい 

う 事 ﾡに留意するなら、直ちに了解ができる。総 じて販売 

費用 が 減少 するな らば、販売 戊 用 の 地域 的 差異 も 亦 滅 じ、そ
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れと共 に----玆 で就中問ﾡ頃にな る点であるが ——個 々の生産 

物に存し、 そして主と してそれらの他代指数を決定する単 

位我培面税当 り計 ﾡの販売ﾡ用の差興が淡少する。然る時に 

は地代指救の一般的平ﾡ化が起る。 市場はために引力を失い 

、 立地要因としての交通地 位 は 配 置力を失う。他 の 配 燈 力、 

就中土地、 気侯等の自然的性状の差異並びにとれに先らず分 

化作用に対して反抗的に働く所の生産連造力、即ち多面化へ 

の 強制 も また 奏効 力 を 増 加 する。 それ故に一方に於ては、 種 

種を る裁培地帯間に存する生産方向の差興の均斉化が起る。 

が併しそれは市場近接地帯を幾分儀牲に供して行わる るので 

あって、 そうした事は、 需要の個ﾡ的増大に上る推移の場合 

Cはなかつた事でちる。 その場合には、 一方の地帯のみが弱 

余の地帯より 6 " 5 多くの利益を うけた ので あっ た。相 対的 

に高い地代指数を有する生産物のﾡ培は不良な る交通地位に 

於て拡張せられ、 良好な る地位に於てはとれに対応して縮少 

せられねばならない。併して地方に於ては、------そ してとれ 

が多分との発震のはもﾡ巻なる特数である が---- 生産の総配 

置力は益々自然的立地条件にﾡ応するに至る。 運搬賞ﾡ 約 へ 

のﾡ«が重拠性を失ら故に、経営法を部み立つる上に於て、 

各種の自然的性質の土地によつて生ずる生産の差異が意々 

比変たらざるを得ない。チューネン圏の同心性は次オに破壊 

せられ、 歪められる。即ち生産の空的分配は、 運搬賞の低 

ﾡな る場合には主と して 自然 的 生産 条 年 へ の 願 応、即 ち個々 

の種額み土地の特殊滅性〔 epezifigchenunet の利用であ 

る ・ 豊業者は 市場上 りの拘真からﾡ放せらるればせらるる墨 

、自然から上り強力なる東緯をらける〔 Je freier eich der

Landwirt gegeniiber dem i.rkt bewegen kAnn,deet。 fester 
Wird er durch die tatur gebundon 〕。_」P.267 ～ P.269

ッ (ヨーロッ済共同体) における両ドイツ強ﾡの事 

情について、以下文から抜率してみる。 . 

「呂" Q•は、 総き面職4 3 0 0高 hac 人口 1.7億人をﾡして、 

アメリカ合衆国、 ソビエット共和国につぐ欧 州 合衆国とな り 

つつある工業地帯である。 このEﾡGの一員と しての西ドイ 

ッは、 iVの土地面積の21%、 人ロの32%、ﾡ用地の 

2 8%を占めている。 .... E ガ •マ の 農 業 屈 営 方式 を 規定 する

経そ済条 件 cつい ていえ、

①73加盟国は、 その程ﾡにﾡはあつても、いづれも先進 

工業国で あ り、 ﾡ業の民経済に占める地位は相対的 に低 い。

民一人当りの総生権は1000Pを超え、 もっ とも 低いイタリ 

一でも、 6 5 3 ドルにきしている。 両ドイッは1950年か 

ら1 95 9年にかけて、 オー次産業人口が25%から14% 
に 械 り、 生産額で1 0%から6%に減少し、食 糧’自; 給 率 

は7 2%から6 6%に低下している。人口 の週 大 と 工菜化 の 

坐によつて、 生活水継は高まり、 食種都遣の中心は、確物 

性 食 品 か ら 動物 性食品に移行してい る。

このため土地利用部門 はお も c用 商 飼 科 を 生 送し、利 用部 

門 は市 場性のち る機確物を部 a 物に化するとと を使命と し、 

土 地 利用 部B 門 はﾡ産 物 生産に球西する 典業:営方式となつて 

いる。 ....

d •" G諸国の炭業 経 営規換を見ると、 50h3以 下の 話 営 が 大 

部分を占めている。 西ドィッの 延営規模 では ・ 小継営 ( 10ha 
以下) 戸数が70%、 中経営(10～ 50ha ) が27%を占めて 

いる。 峻冷 規模 別の 農用 地面積の 配分 をみる と、小経倉 層 が 

5 4 %、 中座営席が5 6%さ占めているため、西ドイッ では 

10 〜 5 0ha 層がおも な 壊 球 規模 得 とな る。

西 ドイ ッの平均農業経営規模は、 1 9 4 9年の6. 8ha か ら
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増して、 1960年には8・1naには大している。 との変化 

は、 10hα以下月と100ha以上の上下ﾡが少し、中間滑の 10 
～ 20ha 層が 15%、 20〜50h2昭と50〜 100hA層がほほﾡ 8 % 
ﾡ加したことにょつている。

西ドイ ツの西目別土地面積 ( 1 9 5 0年)

種 目 而積 (1 000ha) その% 費用地 %

農
ﾡ 地 7, 979 52.3 56.0
業固地 405 1.6 2.8

用
果樹地 

種苗とその他

152
1 3

0-6
0.1

1 ・ 1
0-1

地
永年章地 5,705 25.1 50.0

14,254 57.7 100
林 他 7,099 28.7

不 毛 地 895 3.6
湖 ・ 池.• 河など 408 1.7

そ の 他 の 面 彼 2,040 8.3
総 面 夜 24,686 100

資料 . Statistigches Jahrbuch uber drnanrung 
{Andwirtscheft undioreten 1960,8.68～89

ドイッの ど 用 地 は、そ の 利 用 の 集 約化 が 決 業保護政 東 と 一 

体化され、 促進されてきたためにフランス、 イタリーとかな 

り上担る巣約隆に達している。 しかし その反面、 総 物価格 

は、放任 農政 を谎け てき た 国 より 6割高となり、 ・ 7G c 共 

通する 業政策上の困ﾡな問ﾡと なつている。他 方、 西ドイ 

ッ 僂 業 は 国 内 におい て も、F 续と送 業 の 労 動生産性の格差 が 
拡大してきたた めに、今日では破後の伝続的な ドイ ッ 政 と 

は 異 質 約 を攻策が実 商 されるこいたつている。

それは西ドイ ツ の 業遊本法の中に見出すととができ るの 

だが、 愛するに西ドイツの農業任営の方向は、 かっての集約 

化促進の方向か ら、経営合理化に上る労幼生産性の増大の方 

向に転じているのである。...

e wJ の 北部 に位する 西 ドイツ 農業 におい て は、 集約度又 

は状産物価格が高く、 フランスと対象的な立場にあり、 E 
農政のﾡ間ﾡとたつている。

他方ﾡ ドイ ン典業と工業との問には、 大きな労物生産性の 

シエー レが生じており、 すでに 1 9 5 5年頃から伝統的良政 

と 賞優 的 な 政 策 が 実施 されて、その 主峯 は 西 ドイツ 漫 業 基本 

法 に見出さ れ る。

このため、ﾡ業曜営の方向は、かっての ような 集約化 の促 

進から、 経営 合理 化cよる 労働生産性の増大方向へ と変化 し 

てきている。 そしてとの10 年間 に平均経営規模は 6.8ha か 

ら 8.1ha へと祈増 してきているが、 基用 地の利用 形ﾡを 経営 

、径诉 的 V 近似 した 作物 グループ を 殺作、中併作、 銅料作・特 

殊 作 物 の 三 つ に 大別 して、 退用 地割 合の変化と してみると、 

あ科作はポ用地のほほ4 6～4 7%を占めていて大きな変化 

が ない。

しかし役 作は、 戦後3 1 %から3 5%にﾡﾡして、牧 前 の 

•驯合 に 近く なり、 中耕作は同期間に1 7%から14%へと 

彼して、 向じくﾡ前の創合にまで低下してきているととを考 

えると、 土地利用の 集約化は足踏み状限 を示している といえ 

る ・

西 ドイ ッ 薬の土地生産物の7 0 %は、用 畜 飼料 として 利 

用され、 ぬ業生産領のほ70%は高産物で占めていて、用 

音 ﾡ 育 の 使命は扱 物 の 貴化 に なる。との用盗 ・門 は 畜牛、 

ﾡ羊、 終ﾡ、 彼さんである。新牛あは、用 音部門の中 で装大 

の地位を占め、 会松生産額の約40%に迷している。乳牛と
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若牛肥育を組合わせた飼育や態が主となつて、一営 を集約化 

し、 数はﾡ増しているが、 集約化の困ﾡな酒羊銅育は、 そ 

れと対照的に減少している。

養豚 飼育 は、ジャガイモと殺物をﾡ礎飼料とした集約的肉 

肥育に移行し、頭数 は 辞 実に 用 加 してい る。これらの点から 

みて、欧州 共同体下に ある 西 ドイツ の鎏薬では、軽営ﾡ模の 

増大、 土地利用集約化の停帝、 用帝詞育の規ﾡ拡大や県約化 

などの方向が、店本的な経営 方式の変化 を示して いる ものと 

考え られる。 J
(m) - 2

「西 ドイ ッ」の林業事情については、い く つかの文映があり 

ここにげた文い、 文(にも詳細に述べられているが、以下

要を知る意味で、 両文献から二三点抜準してみる。

まず文 (W) からはじめる。

「森林面積、 所有別%と謝別%は次表のとおりである。

森林面ﾡの記分:ﾡ林88・7% (中、広ﾡ樹る1.3%、 t葉樹

68.7%)、 ﾡ交林6.2%、 中林1.5、ﾡ林る.6% 計100.0%。

年林面積の所有別配分 (%) :団体有林2 7%、国有林 31 
%、 私有林4 2%、 計1 00%。

ﾡ 休面償の樹種別配分 (%) :トゥヒその他の針集討42 
%、 マツとカラマッ26.7% ブナそのの広然樹23.4%、 ナ 

ラ7.?%、 計100%。

皆伐跡地と荒廃 地の造林 : 役時中並びに後の大きな皆伐 

跡地はその間に再び造林されるようになつた。 &近、 ルール 

也方の丘やケルンのベッケンの術炭他帯も造林された : とれ 

らの処 置 は'同 時 に 工業帯の 空康 回復 に貢献している。 荒廃 

地のﾡ林と中 #、燃 # からﾡ林への伝換は今後の重残な 課題 

である。 ドイッﾡ邦には約20ﾡ haの 荒廃地があるが、 その 

うち約1 5 高 haは造 林可能である。その造林 は著しく 公共の 

利益 (公益) になる。しかし、 途林によつて有者が負担す 

る堂用と、 当茶生ずるﾡ税的な損失の為に、 公と私益は一 

致しないので、 ここに公共的機によつて、辅助的干渉が行 

われねばな らぬ。

交林利用: ﾡ有形ﾡ別奈林面ﾡならびに伐採量は、国有林 

3 1 (35) %、団体有林27 (29) %、私有林4 2G34 
% 計100(100) %〔なお () 内 に 伐採量 を とつ た〕。

年林伐採量 : 森林所有者は常備又は臨時労め者をつかつて 

林木を伐採す る。 ただ価位の少 く ない材種の時や大災害の時 

や労ゆ者が不足しているときにのみ、 例外 的 に林木の伐採が 

林木 の 買手 に 委 される。伐採された木材の材盛区分と材典の 

調在に対しては1 9 5 6年の Homa〔 HolzmessanWeisung の 略 

称 —— わが国 の 汨 材 規 格 規定に 相当 する もの ―—〕が適用さ 

れる。 林木は主と して冬に収獲される。 しかし高山地帯では 

i雪山係のために夏伐採され、 そして 冬«こ 谷間 に 集材 される。

ﾡ育の為の伐採(除伐、 d伐) も亦主として夏に行われる。

1957 年、保 税的 標当 年伐量 25,000 (1.000x)、 伐採計画 t
22,924 (1,000)、伐採実行量 25, 924 (1,000ぷ)、

木材の版売 : 年々の木材伐採量の販売価 値 は、 般物の販売 

収人に等しい (1 7億DM) ・ 1 956年 (林業年旋) cお 

ける木材販売価価の用途別百分準は、 製材(一般用材) 60
%、 ﾡ木13.4%、 木工12.8%、 パルブエ栄8.8%、 その他の 

工業166%、 燃材3.2%、 計100%
素材 価格 の 展開 : 1 9 4 8年以米〔 1 9 5 7年までの期間 

では〕、 価格はすべての材ﾡについて増加している。 これら

の 各ﾡﾡは経済規定と 価格規定の廃止後、国内の 価洛水準 

を 円 際 市 場 の 価 略 水ﾡに適合させる よ うに相 関 的 に い た ・

木 材 入 :木材帝ﾡはその約が国内の生産にょつてまか
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なわれているにすぎないので、 売分え木材帝入がり炎である。 

木材及び木材生産物のﾡ入は1 9 5 0年のる 6 0高がから1 
9 5 7年Cは1 4 6 0高でに加した。 ドイ ッ池邦の木材輸 

入に対して重要な国は、 スウェーデン (19.8%) 、 オースト 

リー (16.5%) 、 フィンランド (1 4%) ・ ならびに熱布産 

広葉樹の輸入のための両アフリカ (17.5%である。

森林労め:多くの森林労ﾡ者はその地方の住民である。ハ 

ルッやバイエルンのような大然林地带では、しばしば、森林 

労 初者 の 家業が 数世代この方、 一族によつて伝統的に行われ 

ている。 とれらの人々深林労働を戦発とする信頼のおける 

一族を彩造つている。 森林でゆいている従業員の中、 著しい 

部 分 が ﾡ 民 ( [andwinte )---- 彼 等 の小さ い所有地のために、 

副業を求めた典民 一である。 との附加な行為は当該地方 

cおいて、 しばしば既に数世代との方、 行われている。...

貨金行政権は 各州 にあるので、 仕事係の規制について差 

が存在している。それにもかかわらず、 ドイツ 連邦内の全螺 

林労ゆ者は、 彼等の仕事期間にもとずいてるつの層 常ﾡ・半 

常他 •臨時労働者に分類される。常 備 労 助 者 は 満2 1 オ後、 継続 

した3年の中に、 少なくとも600日の労め(1日8時間 

労動) を行つた全ての労め者がスる。

半常ﾡ労め者にはﾡ2 1オ後、 継続した3年川の尚に、毎 

年少く とも 6 0 日間の労働を行つた全ての労効者が入る。

その他 の ものは全て臨時 労 働者である。永久的労め者の数 

は、時 代 と ともに だんだん 成 りつ つ ある： それ は、林業に対 

してなお充分な働力を調達する こと が困 雄 で ある こと を示 

している。 工業やその他の仕事の割りに銀崎のよさそ らな戦 

場に多くの労働者が吸収されている。 J

次に文( vii) から、 バーデン・ ビュルテンブルク州のジュ

- トーデン行政区の"家林の事清について抜茶してみる。

ジュー ドパーデン「全面ﾡに対する山林の劇ﾡ合は43% 
、 西 ドイツ の 中 では もっ とも 高い 方«こ 慎 する。 43Aヘクタ 

ールのっち国有林1 7%、 公有林40%、 私有林る9%・・ 
・、 シ ュワ ルツ バルト〔 この 地域 の 中央 部 を 南北 に 貫く〕の 

なかでも日本の古い長子相続のように、 ﾡ場を兄弟で分割し 

て相続するととを、 法律で禁止されている家がある。 業 

栄件が悪いため大面積の共地を必要とするからだという。と 

にかくここでは経営土地面試が大きいうえに、 1戸の農を 

中心！こして 耕地 と 山林 の 規 模が小さ いのに加えて、 それ がい 

ちじるしく分散している。 そして提家 林業の もっ とも 発逹 し 

た地域は、 シュワルツ パル ト の なか でも この 不分割 遂承及 場 

(ジュー トパーデンの 1 戸当り 農池面 aは 3.5 へク タール で 

それほど多くない。 ライ ン平野には平均以下の希細営が多 

く、 シュバルッバルトでは1 0ヘクタール以上の大きいもの 

がみられる) のある地域だ。 ライン平野やボーデン湖地方〔 

シュ ワル ッル ト の近傍 地域〕の小私有林所有者1 へ当りの 

平均面ﾡは 1.2～ 1.4ヘク タールで大部分5ヘクタール以下 

であ るのに比べれば、 シュ ワルッバル ト なかんずく 不分割 認 

承典場地区 (平均1 0ヘクタール) はきわめて恵まれている 

ととがわかるであろう。 アベッ教授は、 表が山林を所有す 

るということは、 歴史的側然的なととだけできまるのではな 

く、 や業 経営 の 状況 によ って も いちじるしく 規制 されている 

とのべ、 *業条件が不 利 と な れ ば農 まの山 林 有は多くなる 

といら。

さ て、 と こ で 小 私有 が 現在 どの よ う な 状 唄(こ ある のか 端 単 

にみておき たい。

ジュー トバーデン全体の小私有林を作業種別にみると、皆 

伐用材林80%、 択伐林8%、ﾡ炭林1 0%とたる。前二者



の 到 機 别 划 合 では、 トウヒ50%、 モミおよブナがそれぞ 

れ20%・ マッ% が主 をととろである。 とと80年未、 天然 

然 ﾡ新か ら 人 工造林に多るにした がっ て、モミと ブナがﾡ少 

し・ トウとの部加が目立っているという。 ....

ついでにヘク クール 当り 溶 茨 と 成長:士 を 附記 しておく。 ジ 

ュー トバーデン全体では皆伐用材林のﾡ償2 3 9 ゲ、択伐林 

る 1 8ず、寿炭林5 1 展、総き平均2 2 6ぱである。択伐林が 

その菩ﾡにおいてかな り すぐれている と とに注意されたい。 

ヘクタール当り成長 品は用材株 6.9 マ、 ﾡ炭 3.8 ず、 総平 

均6.6である。たお、小 私有 林 の 蓄積〔総平 均〕を回有林の2 
90ざに比べると、 24%だけ低いが、 ﾡ横成長ﾡとも『従 

来信じられたﾡどには官公 有林に劣つていない』そ うである 

・ J
)

「S0z1al brache」iに ついては、既 に熊 等 技 官 が 文 ii P1 45で、 

また紙野技官が交 (i) P186で論じられているが、 私はこのき薬 

を 文(i と 司求に「社会的休ﾡ」と択した一文 ( では社会 的 休 

閑 -。

ここで休閑と休耕の逢いについてふれ られてい る文 (Ix) 
の訳者注を引用しておと ら。

「休閑は、 耕地における作付交代のに短期間 (一年また 

はそれ以内) 作付を休む期間の土地を指し、 それは一般に地 

力 恢復促進のた め耕うんを伴 っ が、休は耕 う んを伴わな 。」

つまり く・ マンテル教受が弟じられている Sozialbrache 
は、ﾡ地の林地化を向している以上少く と も短期的なそれ 

も数年 ﾡ というものではないであろら。 その意味で Brach を 

休閑とせず休耕と読んだ。

チーネンのモデルの中IC「交通技術の変化」を入れながら、 

r 冷 送 父 が 価格 の を 大 パーセン テージ を 占める 生:堂物 が必ず 

市 には。 近して生産される 6のではない」とと を論じら 

れているるのに、 文り一P.8～P.15- のE.S.ダンや文ゆ 

- P.69 〜 P.70 一の松島核受の所強がある。

(付)一1 上 記訳者(m)-2 の 締 足 として、E ハ Gと両ドイ ッ 

菜 の 送 達 を 知る ため に は、 本文の脚注111)かび 189)c 把 

げ ら れ ているK. fantel 教授の" Die Foret und 1o2z- 
wirtschaft in er Ewせ und ド1A"がある。

(付)-2 本武料の校正のと き に、 上記付-1でふれたところのk. マンテ 

ル教授新 : 「ョー= ン従済共同体と ョ-a ッ目由易達合Cおけ 

る林※かよび林ﾡ栄」(DieForst-undHolzwirtschoft in 
der EWGund EYTA) をみる淡会に恵まれた。

この者は、 1960年に発行されて与り、 約700ベージに近い大 

で、 つごのよりな4部構成にたつており、EwGやEF'TA の 

後選 をはじめ 従済統合その も の の説 明から、E wG や トニ FT A 加 

混 各 国 に •かける 林 莅 と 林産 巣 の 現状、お上びそれらの現状がLWGや

EF1A全休からみた場合の相対的な比教、 そしてな後に、1959 
年のブラ ッ セルでの林英会議の詳細な報告を も含めて、EWGcおけ 

る林業な上 び林産※の政ﾡ問題を扱つている。すなわち修成は、(A) ョーロッパ 

経済統合(B)• E W G お、tびLrTA の林業 と 木材供給 (o) .EW G 
およびじFTAの林産工業、 (D). ョーロッパ経済政策における林業 

お上 び林産業。

さて、 前述の訳者注 (m)-2.すなわちEwGKおける西ドイ ッ林業 

の’耳靖を補足したいため、以下、EwG全体との関連を一方でみなが 

ら上ic k.～ンテル教授の著書から、いくつかの図、表を掲げてお 

きたい。

な お、 w G の。 加盟田は、衆知の ごとく、西ドイッ地邦をはじめ、 

フランス、 イタリー、 ベルギー、 オランダ、ルクセンプルグの六カ国、
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またEFTAの加盟国、 イギリス、 デンマーク、 スエーデン、ノー
図- 2

ルウェー、 スイス オースト リャ、 ボントルの七力国であるへ

なお著書にはE」1Aの場合、フィ ンラン ドKCついての関係数価 

をるﾡげていろ。

図一 1
EWGお上びS

ンクンド

10%
イギリス

は森林比 (%)

イタリー

ボルトガル

ヘロ1人当り 

森杯積(ha)

/0.05/ 
ネンック

ロドイッ 
\ 282

(K・ンテル:前ﾡ書 P. 38よ り)

世界、 ヨーロツ、 西ドイッおける人口1人当りの
木材済代:a (成)

表-1 山林経営規模

経営の

林地面積による 数による 森林面積による

i 有 規 僕 - 配分(%)
一基を番義・。 • -で* ←〜**番*番や季をイ*をなキ業*〜a ***や**番*ルマ辛 T ﾡマャ帝や業〜〜を.** ― * ****** * * • *執»wマ 卒 " *
0.5 〜 10ha ...................... 9 1.9 1 6.5

1 0 ～ 20ha ........................ 4.2 5.8

20 〜 100ha ..................... 2.8 1 1.5

0 0 1000ha .................... 1 o 275

1000ha 以上 ....... 0.1 391

計 ................100.0 1 0 0.0

西ドイッ ..............  701231経営 6854000ha

ザー . ............... 835 8経営 82000ha

計 70958 9経営 6956000 ha

出所 :ﾡ経営戸数調査 1949. から算定

(K.マンテル: 前P . 80より)

-1 1 5-
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表-2 1948年 令級講成 —— 面積比率に よ る

林 令 未立木地 1～40 41～80 8 0以上

針葉樹................... 9 42 3る 16
広葉樹 ..................  4 2 7 28 41

・広合計 ........... 8 37 31 24

出所:iantel, h.: Entwicklungetendsnaen der 
westdeutschen Holzerzeugung und Holzversorgung. 
Ho12-Zb1.Nr. 146-152. 1952 (dort 
eingehende .Angaben ) .

(K. ンテル: 前お書P.81 ょ り )

図一3 西 ドイ ツの木材均街

1 00ﾡm 655
1 2- -- -
1 C.

23.80

フリカ地 

3%

1.29 &67 2.98 ---
-------へ-------- . 2%

ウ ち 2.41 フインランド

U E"G
ZZ EFTA(フインランドをのぞく)

図8 フィンランド

田用 その他の諾国

6ュ7 02な

(K.マンテル:前担書P. 85よ り)

図一4 西ドイツの木材貿易
次一5 1946-1959西ドイッておける年伐量

(氏付 100高ﾡ) (技付100 ﾡm)

1946 4 7 195 3 25
1947 5 1 1954 25

1948 4 4 195 5 2 9

1949 35 1 956 2 5

1950 3 0 195 7 2 6

1951 2 ? 19 5 8 2 6

1952 2 8 1 95 9 2 8

(K . マンテル: 前ﾡ誉P.83 よ り)

なかこの年伐 統計は、文() が詳細に わたつ てい る。

3299

プ1022 174

274.1
オ三成

EぶT A(フィンランド

を合む)

1091.4
ブ 三ツク 1427 
のの 177

(訳者 氷三国は、ここでは西ドイツ、 E"G諾国以外のM国条 

を指している。)

1 955/5 7年の平均による両 ドイ ッの総ゆ入 ・ ﾡ出額(1 D9灰 D X)
(Y.ンテル : 前掲 P. 87kり)

Zこ2LL2Z211Z221Z2ZT20ZスZZZ22-
アメリカ.カ ダ12 3.3



図-5 EWG諸におけるﾡ和 ・ 作染桜(Eo1z- u.Betrieboarten)

E7G全体

前芽林

U それ以外の広楽u
□ 針業向

(K.→ンテル: 前掲書 P.169上り)

図-6 E7G諸国における珠林所有形態

27%

目 国有林

四 公有み

こ 私有林 (狙合宮林を含む)

図-8 EFT Aの 木材均衡

(K・マンテル:前書 P.272とり)

K.→ンテル: 前P・170より)

昭ー9 広域自由貿め帯の木材均復

1 00ど
図一7 E7Gの木材均衡 

100ﾡm 
スニ ____76%

20

1 アフリカ地域
1.5 0

その他の話国と

6%

EFTAと(フィン
ラン ドをのぞく) 

フィンラン ドと二2

1 05.25 5.20

2 WG域内

ﾡ 出

2.04 2.57
-2489154 用

5をさむ 2 %
年伐 域内お
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(K・ 拈 X P. 1 75より)

※:grosgon PHZ(EWQ+EFTA)
なおま た FHZは Yreihandelezoneの略

(K.マン:前 地# P.285より)
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